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（2）原子 力規制機 関には， 「相対 的安全 性」 を確 保 で きてい るか否 かの判 断に

つい て，安全審査等 にお け る審査 又 は判 断の基準 の設 定及び その基準 に対す

る適合性 を判断す る裁 量 が与 え られ てい るこ と4

（3）安全審 査等 におけ る審査又 は判 断 の基 準の設 定や その基準 に対す る適合性

を判 断す る際 に考慮 しな けれ ばな らない科学的知 見の程度 について ……10

（4）設 定 した審査基 準等の 内容 が不合理 で あるか ，又 はそ の基 準へ の適合性 の

判 断が不合理 であ る とい えない限 り，予 見可能性 が認 め られ るこ とはない こ

と 12

3原 子力規制における予見可能性 の判断枠組みを踏まえた被告国の 自然災害に

関す る科学的知見の調査義務の内容について13

4
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小括 14
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原子力規制機関は津波評価技術 と同様の考え方を津波に対す る安全性の審査

又は判断の基準 として取 り入れていた ところ，その基準の設定は，福島第一発

電所事故前の科学的知見の到達点を踏まえた科学的，専門技術的判断 として合

理 性を有 してい るこ と

は じめに

原子力規制 と決定論的安全評価及び確率論的安全評価にっいて
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（1）決定論的安全評価及び確率論的安全評価 にっいて

ア 決定論的安全評価について

イ 確率論的安全評価 （確率論的ハザー ド解析）について

（2）原子力規制 と津波における決定論的安全評価及び確率論的安全評価の関係

について
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17

原子力規制における津波に対す る安全審査は，決定論的安全評価 に基づ

いて され ていた こ と 17

イ 津波 にお ける確率論 的安全評価 （確率論 的ハザー ド解析 ）は，直 ちに これ

に依拠 して規制上 の判 断 を行 うこ とがで きるものでは ない が，原 子力規制

にお いて，決定論 的安 全評価 に基づ く安 全審査 において基準 を満 た してい

る と評価 された原子 炉施設 について ，その設計基 準 とすべ き津波 を見 直す

きっか けを与 え るもの であ るこ と18

3原 子 力規制実務 において ，津波 に対す る安全性 の審 査又 は判 断の基準 と して

採用 されてい た津波評価 技術 と同様 の考 え方 は，波源 モデル の設 定 に係 る判 断

基 準 として合理性 を有す る もので あった こ と19

（1）原子力規制 実務 で は，津 波 に対す る安全性 の審 査又 は判 断の基準 と して，

「既往津波 」で はな く 「想 定 でき る最 大 の津波 」 を決 定論 的安全評価 に取 り

込む とい う津波評価技術 の考 え方 と同様 の考 え方 を採 用 してい た こ と …19

ア 津波評価 技術 の考 え方 は，合 理性 を有 す る地震学 等の科学 的根拠 に基づ

いた津波評価手法 であ り，審議 会等 の検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合

理 的根拠 を伴 う津 波の知 見 を余す こ とな く取 り込 むた めに策 定 された もの

で あ った こ と 20

イ 原子力規制機関は，津波 に対する安全性の審査又は判断の基準 として，

津波評価技術 と同じ考え方 を採用 していたこと22

（2）波源設定に関する津波評価技術の考 え方の内容及びその科学的合理性にっ

いて 24

il



（3）原子力規制機関が用いてきた波源設定の審査又は判断の基準が安全寄 りの

基 準で あった こ と

ア

27

津波評価技術 の波源設 定 の考 え方 は，原子 力発電所 の安全性評価 に用い

られ る とい う特殊性 を踏 まえて，一般 防災 では決 定論 的安全評価 に取 り込

まれ ない地震 ・津波 を も取 り込む もの であった こと27

イ 津波評価 技術 の波源 設定 の考 え方 は，地震 地体構造 の知見 を考 慮 して，

既往 地震 の発 生領 域以 外 の領 域 に も波源 モデ ル を設 定す る こ とで ， 「既往

最大 」の津 波 では な く， 「想 定 で きる最大規模 の津波 」 を評価 す るもので

あ っ た こ と

（4）小 括
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4被 告国に予見可能性が認 められ るためには，波源設定に係 る審査又は判断の

基準 との関係で，三陸沖北部から房総沖にかけての領域 を一体 とみなす 「長期

評価 の見解」が，審議会等の検証に耐え得 る程度の客観的かつ合理的根拠によっ

て裏付け られた地震地体構造の知見といえなければな らない こと31

第4「 長期評価の見解」が公表 された平成14年 当時，三陸沖の海溝寄 りの領域

と福島県沖の海溝寄 りの領域の地体構造が同一であるとする科学的知見は皆無

であったため，福島第一発電所の津波に対する安全性 を評価す るに当たって，

福島県沖の海溝寄 りの領域に明治三陸地震の波源モデルを置かなかった ことは

合理 的で あった こと 32

1「 長期 評価 の見解 」 が公表 され た平成14年 当時， 明治 三陸地震 が発 生 した

三 陸沖の海溝寄 りと福 島県 沖の海 溝寄 りでは地体構 造が 同一 であ る とい う知 見

は皆無 で あった こ と 32

（1）海溝 寄 りを含 む福 島県 沖の領 域 にお いて は，三陸沖 の海溝 寄 りとは異 な り，

マ グニチ ュー ド8ク ラスの大地震が発 生す る可能性 は低 い と考 え られ ていた

こ と 32

（2）平成14年 当時，津波 地震 は特定 の領 域や特 定の条件 下でのみ発生す る極

皿



めて特殊 な地震であると考えられてお り，明治三陸地震クラスの津波地震が

福島県沖で発生する可能性があるとす る見解は皆無であったこと35

2津 波評価技術では，その策定当時の科学的知見の集積を踏まえて，客観的か

つ合理的根拠に裏付けられた科学的知見の評価を した結果，福 島県沖の海溝寄

りの領域 と三陸沖の海溝i寄りの領域では地体構造が異なると判断 されていたこ

と38

第5被 告 国 は， 「長期 評価 の見解 」 につ いて適 時適 切 に調 査 を行 った結 果 ， 「長

期評 価 の見解 」 は，客観 的 かつ合理 的 な根拠 に よって裏付 け られ た地震地体構

造 の知 見では な く，従前 の福 島第一発電所 の津波 の安全性 に係 る審 査又 は判 断

の基準 の適 合性 を見 直す 必要 が生 じる科学 的知見 ではない と判 断 してい た とこ

ろ， その判断 は当時の科学 的知見の進展状 況 に照 ら して合理 的で あった とい え

るか ら，被告 国の規 制権 限の不行使 が著 しく不合理 とされ る余 地 はない こ と

42

1は じめに42

2推 進 本部 は，長 期評価 を規制 に取 り込 むか否 かについ て，規 制機 関の判 断 に

委 ね る趣 旨で長 期評 価 を公 表 レて い る上 ， 「長期 評価 の見解 」 は従 前 の科学 的

知 見か らは導 かれ ない新 た な知見 であ った ことか ら，原子 力規制機 関 としては，

その知 見を規制 に取 り込 む か否 かを判 断す るため，そ の知 見が客観 的かつ合理

的根 拠 を伴 うものであ るか否 かについて調査 をす る必要 が生 じた こ と 一43

（1）推進本部 は，長期評価 の中で示 され た各種 見解 を規制 に取 り込むか否 かに

つ いて，規制機 関等 の受 け手側 の判断 に委 ねてい るこ と44

（2）原 子力規制機 関におい て も，長期評価 の 目的や評価 手法等 の独 自性 か ら，

長期評 価で示 され た知見 は，科学的根拠 の有無 ・程度 を検討せ ず に原子力規

制 に取 り込む こ とがで きない知見で あ る と認 識 され ていた こと46

（3） 「長期評価 の見解 」 は，それまで の科 学的知 見か らは導 かれ ない新 たな考

え方で あったに もかか わ らず，そ の見解 を採用 した科学的根拠 を記載 してい

IV



な かった こ と50

（4）保安 院 は， 「長期 評価 の見解 」が 客観 的かつ合 理的根 拠 が伴 ってい るか ど

うかについて調査検討 をす る必 要が生 じた こ と53

3被 告 国が， 「長 期評価 の見解 」 が公 表 され た直 後 の平成14年8月 に， 「長

期評価 の見解 」 の科学 的根 拠 につ い て調 査 を した ところ， 「長 期評価 の見解 」

が客観 的かつ合理 的根 拠 に裏付 け られ た もの とは認 め られ なかった こ と一54

（1）被告 国は，被告東電 か ら 「長期評 価 の見解 」 の科学 的根拠 につ いて ヒア リ

ン グ した結果 ， 「長 期評価 の見解 」 が客観 的 かつ合理 的根拠 に裏付 け られ た

もの とは認 め られない と判断 した こ と54

（2） 「長期評価 の見解 」 を裏付 け る科学 的根拠 が存在 してい なかった こ とに照

らす と，前記 （1）の調査 を もって ，被告 国 はそ の時点 にお ける調 査義務 を果

た した と評価 され るべ きである こと55

4平 成14年8月 以 降 も， 「長 期評価 の見解 」 に裏付 ける客観 的 かつ合理 的根

拠 は発 表 され てい なかったた め，保安 院は，調査 義務 を果 た した結果 ，規 制権

限を行使す る との判断 に至 らなか った こ と57

（1）「長期評価 の見解」公 表後 も，同見解 に整 合 しない論 文 ばか りが公 表 され ，

「長期評価 の見解」 に客観 的 かつ合 理的根拠 を与 える よ うな見解 が公 表 され

なか った こ と

ア

57

平成15年 に地震 地体構造 の最 新 の知 見 として公表 された いわ ゆる垣見

マ ップ （垣 見俊 弘 ほ か 「日本列 島 と周 辺海 域 の地 震 地体構 造 区分 」 〔丙B

第17号 証〕）は， そ もそ も 「長 期評価 の見解」 を新 た な地震 地体構 造論

上 の知 見 とみ な して もいない上 ，仮 に長期 評価 を地震 地体構造論 上 の知見

と取 り扱 うに して も，垣 見マ ップ にお け る福 島県沖 の地震地体構 造 区分 は，

「長期評価 の見解 」の領域 区分 と異 なる もので あった こ と58

イ 平成14年12． 月に 日本海溝i沿い の海底 地形 ・地 質 に関す る最 新 の知見

と して公 表 され たいわ ゆ る鶴論 文 （鶴 哲郎 ほ か 「日本海 溝域 にお け るプ レ

V



一 ト境 界の弧 沿い構 造変化 ：プ レー ト間 カ ップ リン グの意 味」 〔丙B第1

9号 証 の1，2〕 ）は，津 波地 震 の発 生領域 及 び メカニ ズム に関す る谷 岡

・佐竹 論文 に客観 的 な裏付 けを与 え るもの であ る一方 ，「長期評価 の見解」

とは整 合 しない もの であった こと60

ウ 平成15年 に低 周波 地震 と津波 地震 につ いて公表 され た知 見 （松澤 暢 ，

内 田直希 「地震観 測 か ら見た東 北地方太平洋 下 にお け る津波地震発 生 の可

能性 」 〔丙B第1号 証 〕）は ，最新 の調 査 結果 等 を踏 ま えれ ば福 島 沖で低

周波 地震 が発 生 して も津波 地震 に至 る可能性 が低 い 旨指 摘 してお り， 「長

期評価 の見解 」 と整合 しない もので あった こ と62

工 平成14年 の 「長期 評価 の見解 」公表後 ，地震学分 野 か ら 「長 期評価 の

見解 」 におい て前 提 と され た津波 地震 の整 理 が 客観 的 かつ合 理 的根 拠 を

伴 ってい ない 旨指摘 す る見解 が示 され た こ と63

（ア） は じめ に 63

（イ） 平成14年 当時の地震 学会長兼地震予 知連絡会 会長 であった大竹名誉

教授 が ，推進本部 に 「長期評 価 の見解 」 は極 めて不確実性 が高い もので

あ る旨の意見書 を送 り，対応 を求 めた こ と64

（ウ） 平成15年 に公 表 され た石橋克彦 「史料地震 学で探 る1677年 延 宝

房 総 沖津波地震 」 （平成15年 ）（丙B第3号 証 ）におい て， 「長 期評価 の

見解」 に延 宝房総 沖地震 を取 り込んだ こ とについ て異論 が述べ られてい

る こ と 66

（エ） 平成15年 に公表 された都 司嘉 宣 「慶長16年 （1611） 三陸津波 の

特異性 」（丙B第2号 証）で は，慶長 三陸地震 につい て 「長 期評価 の見解 」

と異 な る考 え方 が示 されて いる こ と67

（2）平成17年 に推 進本部 が公 表 した 「全国 を概観 した地震動 予測地 図」にお

いて も， 「長 期評価 の見解 」 は科 学的根拠 が乏 しい た め，決 定論 的ハ ザー ド

解析 の基礎 資料 として取 り扱 われ なか った こ と68
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（3）平成18年 に公表 され た 日本海溝 ・千 島海溝 報告書 （乙A第9号 証 ）の策 定

に 当た り， 中央防 災会議 にお いて，地震学 のみ な らず ，津波学や 工学等 の専

門家 か ら成 る専 門調 査 会 で 「長期 評価 の見解 」 につい て検討 した結果 ， 「長

期 評価 の見解」 は将 来の地震 の発 生可能性 が客観 的かつ合理 的根拠 に よ り裏

付 け られ た見解で はない と判 断 された こ と70

（4）平成21年 の推進 本部 に よる長 期評価 の一 部改訂 におい て も， 「長 期評価

の見解」 について ，客観 的 かつ合 理的根拠 を与 える よ うな新 たな記 載が され

てい ない こ と 74

（5）平成21年 度か ら平成23年 度 にかけて開催 された土木学会の第4期 津波

評価部会では 「長期評価 の見解」を踏まえた波源モデル設定に関す る検討が

行 われた ところ，同見解 が客観的かつ合理的根拠を裏付けられた知見である

とは判断 されなかったこと（明治三陸地震 の波源モデル を福島県沖の海溝寄

りに移す とい う考え方が否定 されたこと）75

（6）保安院内における調査義務 の履行過程 においても， 「長期評価 の見解」が

客観的かつ合理的根拠 に裏付け られた科学的知見 として評価 され ることがな

か った こ と
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NUPECや 安全情報検討会 の情報収集 においては，「長期評価の見解」

が取 り上げられていなかったこと78

溢水勉強会について 78

福 島第 一発 電所 事 故 前 の耐震 バ ックチ ェ ック報 告書 の審議 等 の過 程 で

も，専 門家か ら 「長 期評価 の見解」 に基 づ く津波対策 の必要性 を示唆す る

意見 が述べ られ る こ とはなか ったこ と78

（ア）JNESは ，平成21年5月 時点 におい て，三 陸沖北部 と福 島県沖 を

一体 とみ なす 「長期 評価 の見解」の領域 区分 を採用 しなかった こ と

79



（イ） 東北電力 及びJNESは ，平成22年11月 時点 で も，三 陸沖北部 か

ら福 島県 沖 を一体 とみなす 「長期 評価 の見解 」の領域 区分 を採 用 しなかっ

た こ と 80

（ウ）被告東電が保安院に提出した福 島第一発電所の耐震バ ックチェック中

間報告書の妥当性を巡 る審議会での議論においても，「長期評価の見解」

に基づ く地震動評価又は津波評価 を実施す る必要がある旨の意見が表明

され なか った こと 84

オ 保 安院 の科学 的知 見 の収集 及 び評価 において も， 「長 期評 価 の見解 」 は

直 ちに規制 に取 り込 むべ き知 見 とは されなか った こ と86
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本 訴訟 で は， 「長期 評価 の見解 」 が，被告 国 に対 して，福 島第一 発電所 の設置許

可処 分 時の安 全審査 で は想 定 され て いなか った 主要建屋 の敷 地高 （O．P． ＋10

メー トル）を超 える津波 が到来す る こ とを予 見す る法 的義 務 を生 じさせ る科学＊’的知

見 で あったか否 かが主要 な争点 とな って い る。 そ こで，本準備書 面で は，規制 権限

を行 使す る際 に原子力 規制機 関が実施す る安 全審査 の内容 が具体 的 な審査又 は判断

の基 準＊2の設 定 とそ の基準 への適合 性 の判 断の二つ に区分 され るこ とか ら，原 子力

規 制機 関が福 島第 一発 電所事故 前 に設 定 してい た安全 性 の審査 又 は判 断の基 準 の内

容 及 びそ の合 理 性 を明 らか にす る と ともに， 「長期評価 の見解」 の公表 後 は，原子

力規制機 関 にお いて， 同知 見が前 記基準 に適 合 してい る とい う従 来の福 島第 一発電

所 の適合 性判 断 を見直す必 要性 を生 じさせ る程 に客観 的かつ合理 的根拠 に裏 付 け ら

れ た科 学的知 見で あ り，規制権 限の行使 を義務 付 ける もので ある とい えるか否 か と

の観点 か ら調 査検討 を行 ったが，福 島第一発 電所事故 まで の間，それ が適合 性 の判

断 を見直す必要性 を生 じさせ る程 の科学 的根 拠 に裏付 け られ るには至 ってい ない と

＊1従 前の準備書面では，地震学や津波学 といった自然科学のことを 「理学」 と表現 し，自然科学

などの基礎科学を工業生産に応用する科学技術のことを 「工学」 と表現 してきたものであるが，

本準備書面では，「理学」 と 「工学」を区別 して表現する必要のない部分 については，両者を含

む概念として，「科学」 という表現を用いる。

＊2後 述するように，原子力規制実務では，福島第一発電所事故前までの間，津波評価技術 と同様

の考え方に基づいて想定津波に対する安全性の確認，判断を行ってきたところであるが，ここで

「審査又は判断の基準」 としているのは，規制が原子炉の新設時における安全審査にだけでなく，

運転開始後も，法令上の検査や行政指導によるバ ックチェックの際に一定の規制上の判断を示す

ことがあ り得 るのであって，その判断の際にも新設時 と同様の基準に従 うことがあるためである。

また，ここでの 「基準」は，行政手続法上の 「審査基準」（同法第2条8号 ロ）とは異なり，より

広 く，同一の行政 目的を実現するために行政指導を行 う際に設ける確認基準等 を含むものである。
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の判 断を してい た もので あ り，かつ， その判 断 は福 島第一発電所 事故 以前の地震及

び：津波の科 学的知 見の進展状況 に照 ら して十分 な合理 性 を有す る もので あった ので

あ るか ら，本件 におい て 「長期 評価 の見解 」 に対す る調査検討 は十分 に尽 くされ て

お り，福 島第一発 電所 に主要建 屋 の敷 地高 を超 える津波 が到 来す るこ とを予見す る

ことが可能 であ った とい えない ことは も とよ り，規制権 限の不行使 が許容 され る限

度 を逸脱 して著 しく合理性 を欠 くともい えない ことにつ いて，従前 の主張 を整 理 ・

ふ えん して主 張す る。

なお，略語 につ いて は，本 準備 書面 で新た に用 い るもののほか は，従前の例 に よ

る。参考 までに本準備書 面の末尾 に略称語句一 覧表 を添付す る。

第1本 準備書 面の骨子

1原 告 らは，専 ら，被告 国 の機 関で ある推進 本部が平成14年7Aに 発表 した

「長期 評価 の見解 」 とい う新 た な見解 を発表 した こ とに よ り，被告 国は， 「長

期評価 の見解」 に基 づいて ，明治三 陸地震 の波源モ デル を福 島沖 の海溝寄 りに

設 定 して試 算 した結 果算 出 され る津波 を予見す る法 的義務 を負 ったのであ るか

ら，規 制権 限を行使 して，被 告東電 にその津波 に対 す る対策 を講 じる よ うに命

じるべ きであった 旨主 張 してい る。その ため，本訴訟 では， 「長期評価 の見解」

が，被告 国 に対 して，福 島第一発 電所 の設置 許可処分 時の安全審 査で は想定 さ

れてい なか った主要建屋 の敷地 高 （O．P． ＋10メ ー トル）を超 える津波 が到

来す るこ とを予見す る法的義務 を生 じさせ る科学 的知 見で あったか否 かが主要

な争点 となってい る。

2そ こで，以 下では，まず ，津 波 の予 見可能性 の有無 は，原子 力規制機 関が採

用 していた津波 に対す る安全性 の審査 又は判断 の基 準 に不合理 な点が あるか及

びその基準へ の適 合性 の判 断に不合理 な点 があるかの二段 階で判断 され るべ き

もので ある ことにつ いて主 張す る とともに，そ の予見可能性 の枠組み を踏 ま え

た被 告 国の調査 義務 の内容 につ いて主張す る （後記 第2） 。 その後 ，被告 国が津
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波 に対す る安全性 の審査又 は判 断 の基準 として採用 していた津波評価技術 と同

様 の考 え方 の内容 及び合理性 につい て主張 した上で （後記 第3） ，被告 国は，調

査 義務 を履行 した結 果 ， 「長期評 価 の見解 」 はそ の基 準へ の適合性 判 断に取 り

込 まれ るべ き科学的知 見で はない と判 断 していた ものであ り，そ の判 断は福 島

第一発電所事 故前 の科学 的知見 に照 らして合理性 を有 してい た こ とについ て主

張す る （後記 第4及 び第5） 。

第2原 子 力規制 に おけ る作為 義務 の発生 を基礎 づ け る予見 可能性＊3の判断枠組 み

及 びそれ を前提 とす る被告 国の 自然 災害 に関す る科学 的知 見の調査 義務 の内容

について

1規 制権 限不 行使 の違法 性の判断枠組み について

被 告国第18準 備書 面第2の1（5な い し8ペ ー ジ）で述べ た とお り，炉規法

や 電気事業 法 は，被告 国 に対 して，規制権 限 を行使す るか否 かについて一定 の

裁 量 を与 えてい ると解 され るか ら，本件 にお ける規制 権限 の不行使 が国賠法1

条1項 の適 用上違 法 となるのは，炉規法や 電気事業 法 の趣 旨， 目的や， その権

限 の性質 等 に照 ら し，権 限を行使 すべ きで あった と され る当時の具体的事情 の

下 において， その不行使 が許容 され る限度 を逸脱 して著 しく合 理 性を欠 くとき

に限 られ る。 ・

＊3本 件訴訟では， 「予見可能性がある」とい う表現が，主観的な認識可能性の意味で用いられてい

る場合 （この場合， 自然現象の場合については，いかなる事象であっても発生することを完全に

否定することはできないため，抽象的には，いかなる自然現象についても 「予見可能性がある」

ことになりかねない。）と，「作為義務 （法的義務）を基礎づける予見可能性がある」 とい う規範的

評価 を踏まえた客観的な意味で用い られている場合があるように思われ る。本件訴訟で問題 にな

るのは，後者であるため，被告国は従前から 「予見可能性」を後者の意味で用いている。

3



そ して，規制権 限 の不行使 が 「許容 され る限度 を逸脱 して著 しく合理性 を欠

く」 とい うために は，被 告国 が規制 権限 を行使 しなけれ ば な らない状況，す な

わち，作為義務 を負 ってい る状況 に あったに もかか わ らず， その規制権 限を行

使 しなか った とい えな けれ ばな らないか ら，少 な くとも，規制権 限の行使 を正

当化 す るだ けの予見 可能性 と結 果回避可能性 が あった とい えな けれ ばな らない

ところ， 「長期評価 の見解」 に基 づい て福 島第 一発 電所 に主要建 屋 の敷 地高 を

超 える津波 が到来す るこ とを予見す る義務 が あったか ど うかは， この予 見可能

性 の有無 に関わ る事 情 であ るか ら，以 下では， この予 見可能性 の有無 の判 断枠

組み につ いて検討す る。

2原 子 力規制 にお ける予見可能性の判 断枠組み について

（D原 子 力規制 に関す る法令が想 定す る安全性 は 「相 対的安全性 」 を意 味す る

こと

原 子炉施設 には，他 の一般産業施設 に比 して高度 な安全 性 が求 め られ る も

ので あるが，原 子力基本 法及び炉規 法 は，飽 くまで も，原 子力技術 とい う科

学技術 を受 け入れ て利 用す る こ とを前提 と して， これ を規制す るもので ある

以上 ， これ らの法令 が想 定す る安全性 は，科 学技術 を利 用 した施設 に求 め ら

れ る安 全性 ，す なわ ち， 「相 対 的安 全性 」 を意 味す る と考 え られ る （高橋利

文 ・最 高裁 裁判所判 例解説 民事 篇 〔平成4年 度〕417な い し419ペ ー ジ

参照）。

そ して，原子 力発 電所 に求 め られ る安 全性 が 「相 対的安全性 」で ある こ と

に照 らす と，本件 におい て規 制権 限を行使 す る義務 を基礎 づ ける予見可能性

が認 め られ るか否 か は，被告 国が，津波 との関係 で，福 島第 一発 電所が 「相

対 的安全性 」 を欠 いていた こ とを認識 す る義務 が あったか ど うかに よって決

ま るこ とになる。

（2）原子 力規制機 関 には， 「相対 的安全性 」 を確 保 で きてい るか 否かの判 断 に

つ いて ，安全審査等 にお ける審査 又は判 断の基準 の設 定及び その基準 に対す
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る適合性 を判断す る裁量 が与 え られて いる こと

ア 原子 力発 電所 がいか なる高 さの津波 に耐 え られ る安 全性 を備 えてい る必

要が あ るのか とい う点 （どの よ うな津波 に対す る安全性 を確保 してお けば，

相対 的安 全性 を確 保 してい る こ とにな るのか とい う点 ）は，設置許 可処 分

時 に審 査 され る事柄 で ある こ とか ら， この事柄 の性 質上 ，原 子力規制機 関

が，原 子力発電所 の使 用 開始 後 の科学 的知見 の進展 に よって，設置許 可処

分段 階で想 定 した津波 とは異 なる高 さの津波 に対す る安全性 を確保す る必

要 が生 じたか否 か を審査又 は判 断す る際 に も，設 置許可処 分時 の津波 に対

す る安全性 の審 査 にお いて原 子力規 制機 関に与 え られ る裁 量 と同水 準の安

全性 を保 つた めの科学 的，専 門技術 的裁量 が与 え られ てい る と考 え られ る。

イ そ こで，まず，設置許 可処分段 階で津波 に対 す る安全性 を審査す る際た

原 子力規 制機 関に与 え られて い る裁 量 について検討す るに，伊方原 発最高

裁 判決 か らす る と，以下の （ア）及 び （イ）の とお り，原子 力規制機 関には，安

全審査 にお ける具体 的 な審査基 準 の設 定及 びその適合性 の判 断について科

学的 ，専 門技術 的裁 量が与 え られてい る と解 され る。

（ア）炉規 法 は，原子 力発電所 を設置 しよ うとす る者 は，経済 産業大 臣の許

可 を受 けなけれ ばな らない もの としてお り（同法23条1項 ），経済産 業

大 臣 は，原子炉 の設置 の許 可 申請 が同法24条1項 各号 に適 合 してい る

と認 め るときで なけれ ば許 可 を しては な らず （同条1項 ），その許可 をす

る場合 において は， 同項4号 に規 定 され る基準 の適用 について， あ らか

じめ，核燃料 物質及 び原 子炉 に関す る規制 の うち安全 の確保 の ための規

制 に関す るこ とな どを所 掌事務 とす る原子力安 全委員会 の意見 を聴 かな

けれ ばな らない もの と してお り（同条2項 ），原 子力安全委 員会 には学識

経験者及 び関係 行政機 関 の職員 で組 織 され る原 子炉安全 専門審査会 が置

かれ ，原 子炉 の安全性 に関す る事項 を調査審議 す る もの としてい る （原

子力委 員会及び原子 力安全委員 会設 置法16条2項 ，17条 ）。
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また，炉規法24条1項4号 は， 当該 申請 に係 る原 子炉施設 の位 置 ，

構造及 び設備 が核燃 料物質 （使 用済燃料 も含む。），核 燃料物 質 に よって

汚染 された物 （原子 核分裂 生成 物 を含 む。）又 は原 子炉災害 の防止上支 障

がない ものであ るか否 かについ て，審査 を行 うべ き もの と定 めてい ると

ころ，原子炉設 置許 可の基 準 として， この よ うに定 め られ た趣 旨は，原

子炉 が原子核分 裂 の過程 におい て高エネル ギー を放 出す る核燃料物 質 を

燃料 として使 用す る装置 で あ り，その稼働 に よ り， 内部 に多量 の人 体 に

有害 な放射性 物質 を発 生 させ るもので あって，原子炉施設 の安全性 が確

保 され ない ときは，当該原子炉施 設 の従業員 やそ の周辺 住 民な どの生命 ，

身体 に重 大 な危害 を及 ぼ し，周辺 の環境 を放射 性物 質 によって汚染す る

な ど，深刻 な災害 を引き起 こすおそれ があ るこ とに鑑 み，前記 災害が万

が一 に も起 こらない よ うにす るた め，原 子炉設置許 可段階 で，原子炉施

設 の位置 ，構造及 び設備 の安 全性 につ き，科学 的，専 門技術 的見地 か ら

十分 に審査 を行 わせ ることに ある と解 され る。

そ うで あ るところ， この原 子炉施設 の安全性 に関す る審査 は， 当該原

子 炉施 設 その もの の工学的安全性 ，平常運転 時にお け る従 業員 ，周辺住

民及 び周辺環境 へ の放射線 の影響 ，事故時 にお ける周辺 地域 へ の影響等

を，原子炉設 置予定 地の地形 ，地 質，気象等 の 自然 的条件 ，人 口分布等

の社会 的条件 及び 当該原 子炉設置者 の技術 的能 力 との関連 にお いて，多

角的，総合 的見地 か ら検討す るもので あ り， しか も， この審査 の対象 に

は，将 来の予測 に係 る事項 も含 まれて い るので あるか ら， この審査 にお

いて は，原 子力 工学 はも とよ り，多方面 にわた る極 めて高度 な最新 の科

学的 ，専 門技術 的知 見 に基づ く総合的判 断が必要 とされ るこ とにな る。

そ して，前記 の とお り，炉規 法24条2項 が，原子 炉設置 の許 可 をす る

場合 におい て，経 済産業大 臣が， 同条1項4号 所 定の基準 の適 用にっい

て， あ らか じめ原 子力安全委 員会 の意 見 を聴 か なけれ ばな らない と定 め
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てい るのは， この よ うな原子炉施 設 の安 全性 の審査 の特質 を考慮 し， 同

号所 定の基準 の適合性 につ いては，各 専門分野 の学識 経験者等 を擁 す る

原 子 力安 全委員 会の科学的 ，専門技術 的知見 に基 づ く意見 を尊重 して行

う経 済産業大 臣の合 理的 な判 断 に委 ね る趣 旨で あ ると解 され る。

これ らの点 を考慮す る と，原 子力安 全委員会若 しくは原子炉 安全専 門

審査 会の専 門技術 的 な調査審議及 び その判断 を前提 とす る経 済産業大 臣

の原 子力発 電所 の安全性 について の判 断 には，科 学的，専 門技術 的裁量

が認 め られ る とい うべ きであ る。 具 体的 にい えば，原 子力安全委 員会又

は原 子炉安全専 門審査会 の調 査審議 において用 い られた具体 的審査基 準

の設 定及びそ の適 合性 の判 断 には，科学的，専 門技術 的裁 量が認 め られ

る とい うべ きで ある。

（以 上 につ き，伊 方原発最 高裁 判決参 照）

（イ）す なわ ち，原 子力規制法令 が原子 力発電所 に対 して求 め る安 全性 は，

前記 （1）の とお り， 「相 対的安 全性 」 で ある ところ， 「相対 的安全性 」 と

は，そ の危 険性 が社会通念 上容認 で きる水準以 下で ある と考 え られ る場

合又 はそ の危 険性 の相 当程 度が人 間 によって管理 で きる と考 え られ る場

合 に，そ の危 険性 の程度 と科学技術 の利用 に よ り得 られ る利 益の大 き さ

とを比較考量 した上 で， これ を一応 安全 な もので ある として利 用す る考

え方 で ある。

そ のため，原 子力規制機 関 が，設 置許可処分 時の原 子炉施設 の安全審

査 におい て，「相対 的安全 性」の考 え方 の下で どの レベル の安全性 を もっ

て安 全性 が確保 され てい る と判断す るのか，具 体的 にい えば，原 子炉施

設 の安全審査 にお け る具 体的 な審査 基準 として どの よ うな基 準 を設定す

るのか及び その審査基準 の適合性 を どの よ うに判 断す るのか とい う点 に

つい ては，我 が 国の最新 の科学技術 水準 に よるべ きは もとよ り，我 が国

の社 会 が どの程 度 の危 険性 ま でであれ ば容認す るか とい うこ とも考慮 に
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入れ ざるを得 ない ことにな る。

しか も， この科学技術 水準 に基づ く原子炉施 設 の安全性 の判 断は，原

子 力工学 を始 め，核物理 学，機械 工学，1放射線 医学 ，地質学等 多方 面 に

わた る専 門分 野 の知識経 験 を踏 ま えた将来 予測 につ いての判 断 とな るの

で あ り，特 に，本件 で問題 となってい る津 波対策 の安全性 の判 断につい

て は， その判 断 の基礎 とな る地震 学 ，津波 学 とい った学術 分野 に未 解 明

の事項 が多 く残 され てい る ことか ら，その将来予測 は，そ の当時の知見

の到達点 を踏 ま えた科学的 ，専門技術 的判 断 とな らざるを得 ない。

そ のため， この原 子炉施設 が 「相対 的安全性」 を備 えて い るか否か の

判断 ，す なわ ち，安 全審査 にお ける具体 的 な審査基 準等 の設 定及びそ の

適合性 の判 断 につ いて は，原 子力規制機 関 に科学 的，専 門技術 的裁 量 が

与 え られ てい る と解 され るので ある。

（以 上につ き，高橋利文 ・最高裁裁判 所判例解説 民事篇 〔平成4年 度〕

419ペ ー ジ参 照）

ウ この よ うに，設置許 可処分 時の安全審査 にお け る具体的 な審 査基準 の設

定及 びそれへ の適合性 の判 断 につい ては， この原子 力規制機 関 に科学 的，

専 門技術 的裁量 が与 え られ てい る と解 され る ところ，科学 的知 見の進展 に

よ り，原 子炉施設 の使 用 開始 後 に，設 置許 可処分 時 に想定 した津波 と異 な

る高 さの津波 に対 す る安全性 を確保す る必要 があ るか ど うか を審査又 は判

断す る際 に も，前記 アの とお り，設置許 可処分 時 と同様 の科 学的，専 門技

術 的裁 量 が与 え られ てい るこ とか ら，基準 の設 定及 びそ の適合 性 の判 断に

ついて科学 的，専 門技術 的裁 量 が与 え られ てい る と解 され る。

す なわ ち，原子 炉施設使 用 開始後 に津波対策 の抜 本的変 更 を命 じる場合

の規 制権 限の法 的根拠 を何 に求 め るか にか かわ らず ，科学 的知 見 の進展 に

よって，設置許 可処分 時に想 定 した津波 と異 な る高 さの津波 を想定す る結

果 ， 当初 の安全 審査 において示 した具体的審査 基準 の適合性 の判断 が，そ
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の合理性 を失い ，安 全上重要 な機器 ・設備 に重大 な影 響が生 じるおそれ が

ある と認 め られ る場 合 には，原子 力規制機 関は法令 に よ り与 え られ た検査 ，

報告徴 収等 のほか，行政指導 等の種 々の規制手段 を行使 して原 子炉 に よる

災害 の防止上 の支 障 を除去 ・解 消 しな けれ ばな らな くな る。しか る ところ，

伊方原 発最高裁判 決が示す よ うに， 当初 の安全性 の判断 が，具体 的審査 基

準 の設 定及び その適合性 の審 査 に科学 的，専 門技 術的裁量 が認 め られ るこ

とを前提 と して，具体 的審 査基準 の設 定及 びその適合性 の審 査 とい う二段

階の判断過程 を基 に行 われ る ものであ って，その適否 に関す る裁判所 の審

理判 断 もまた，前記 の判 断 の過程 に不 合理 な点が あ るか否 か とい う観 点か

ら行 われ るもの であった以上，原子 炉施設 の使 用後 に，科 学的知 見の進 展

によって， 当初 の前提 が失 われ て災害 の防止 上の支 障が発 生す るに至 った

と認 め られ るか否 かの司法判 断 もまた ，規 制権 限の不行使 が 問題 とされ る

当時 の安全性 の審査又 は判断 において前提 とした具体 的 な審査基 準 に不合

理 な点が生 じた か否 か， また，その具体 的な適合性 の判 断 の過程 に合理性

を欠 く点が生 じたか否 か とい う，二段 階の判断過程 を経て行 われ るべ き こ

とは，科学的 ，専門技術 的裁 量 を前提 とす る事柄 の性 質上 ，当然 の こ とと

いわな けれ ばな らない。

そ して， この うち，原子 力規 制機 関が，原子炉施設 の使用 開始後 に，設

置許 可処分 時に想 定 した津波 と異 なる高 さの津波 に対す る安全性 を確保す

る必 要が あ るか否か を審査 又は判断す る際 に も，具体的 な審査 又 は判 断の

基 準の設 定及 びそれへ の適合性 の審査 とい う二段 階の審査判 断 を行 うこと

について は，後 記第3な い し第5の とお り，保安 院が，平成18年9月 の

耐震 設計審査指針 の改訂 に伴 って，使 用 開始後 の原 子炉施設 に対 して も同

指針 に基づ くバ ックチ ェックを行 った際 に，事 前 に確認基 準 （バ ックチ ェ ッ

クル ール）を設 けた上 で， この基準 へ の適 合性判 断 を行 うこ とで，使用 開

始後 の原子 炉施 設 の津波 に対す る安全 性 を確認 した こ とな どか らも裏付 け
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られ る。

この よ うに，原 子炉施設 の使用 開始後 の審査 又 は判 断 も，具体 的な審査

又 は判 断の基 準の設定及 びそ の基 準に基づ く適 合性審査 とい う過程 によ り

判 断 され るもので ある以上，裁判所 にお いて，使 用 開始後の原子 炉施設 に

関す る原子力規 制機 関の規制権 限不行使 の適 否 を審理 す るに当た って も，

その審理判 断は，①使用 開始後 の原 子炉施設 に関 して用い られ た安全性 の

審 査又 は判 断の基準 に不合理 な点が あるか否 か，② 当該 原子炉施設 がそ の

基準 に適合す る と した原 子力規 制機 関の判 断の過程 に看過 し難iい過 誤，欠

落 が あるか否か とい う観 点 か ら行 われ るべ きこ と とな る （伊方 原発 最高裁

判決参 照）。

（3）安全審 査等に おける審査又 は判断の基準 の設定や その基準 に対 す る適合性

を判断す る際 に考慮 しな けれ ばな らない科 学的知見 の程度 について

ア 原 子 力規制機 関 は，前記 （2）の とお り，原子炉 施設 が 「相 対 的安 全性 」

を備 えてい るか否 か を判断す るために，我 が 国の最 新 の科学技術 水準 に基

づ いて，原子炉施設 の安全審 査 にお け る具体的 な審 査基準 を作成 し，その

適合性 を判断す る必要 があ るこ とか ら，そ の最新 の科学技術水 準 として，

どの よ うな科学 的知見 を取 り込む必要 が あるのか を検討す る必 要 がある。

イ （ア） そ こで検討す るに，原子 力規制 に関す る法令 の趣 旨 ・目的 には，原子

炉施 設 の周辺住 民の生命 ・身体 とい う重要 な法 益 の保護 が含 まれ てい る

上，原子炉施設 の事故 は，そ の性質 上， その被 害が甚大 な もの とな りや

すい ことか ら，原子力発 電所 には高度の安全性 が求 め られ てい る とい え

る。

（イ） とはいえ，原 子力規制 にお け る規 制権 限の行使 は，事業者 にば く大な

経済 的負担 を強い る こ とにな り得 るほか ，場合 に よっては刑 事罰等 の制

裁 を科す ことに もな り得 るな ど，事 業者 の活動 を制約す るものであ る。

そ して，かか る事業者 に対す る制約 は，電気事 業 とい う性 質上 ，最終 的
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に国民一般 に経 済的負担 として転嫁 され るこ とにつ なが るものであ る。

また ，原子 炉施設 につ いて は，安全 寄 りに設 計す る必要が あ るものの ，

あ る 自然 災害につい て，科学的根拠 の乏 しい事象 も含 めて あ らゆ る事 象

を規制 に取 り込む とい うこ とになれ ば， か えって ，原子 力工学 その他 の

多様 な科学技術 の統合体 で ある原子 力発電所 の システム全 体の安全性 を

低 下 させ るおそれす らあ る。

そ のため，原 子力規制 で あって も，規制権 限 を行使す るに当たっては，

これ を正 当化 す るだ けの十 分 な科 学 的根 拠 が必 要 とな るのは 当然 で あ

る。

（ウ） しか も，科 学技術水 準に基づ く原子 炉施設 の安全性 の判 断 は，前記 （2）

イ （イ）の とお り，原 子力 工学 を始 め，核物 理学 ，機械 工学，放射線 医学，

地 質学等多方 面 にわた る専門分野 の知識 経験 を踏 まえた将来予測 と対策

の相 当性 を対象 に含む もの となる。 特 に，本件 で 問題 となってい る津波

対策 の安全性 の判 断 は，その判断 の基礎 とな る地震学 ，津波 学 といった

学術 分野 に未解 明 の事項 が多 く残 され てい るた め， その津波 につ いての

将 来予測 は，その 当時の知 見 の到達 点 を踏 まえた上 での科学 的，専 門技

術 的判断 とな らざるを得 ない。そ のた め，被告 国 は，津波 に対す る安全

性 が確 保 され てい るか否 か を判断す る際 に， どの程度 の科学 的知見 まで

を判 断 の前提 とす るのか とい う専 門技術 的 な事項 に関 して一 定の合理 的

裁 量 を有 してい る とい うべ きで ある。

（エ） そ うす ると，被 告 国があ る科学的知 見 に基づ き規 制権 限を行使 す る こ

とが法的義務 とな るためには，少 な くとも， その科 学的知見 が規制権 限

の行使 を正 当化す るだけの客観 的かつ合 理的 な根拠 に裏付 け られてい る

ことが必要 とな る とい うべ きで あ り，何 ら根拠 の伴 わ ない科学 的知見や ，

矛盾 す る科学 的根拠 のみ が示 され， その正 当性 を裏 付 ける知見 が示 され

ていない科学 的知 見 だけでは，規制権 限の行使 を正 当化す るだけの客観
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的 かつ合理 的根拠 が伴 って い る科 学 的知見 とは評価 で きない とい うべ き

で ある。

（オ） ところで，原子力規 制実務 では，既設炉 の安全性 に影響 を与 え得 る科

学的知見 が，規制 に取 り入れ られ るべ き科 学的知見 に 当た るか否 かが 明

らかでな い場合 ， 「多方面 に わた る極 めて 高度 な最 新 の科学 的， 専 門技

術 的知見 に基づ く総合 的判断 とな る」 （伊方原発 最 高裁判 決参照）とい う

原 子炉施設 の安全性判 断の特質 を踏 まえて ，安全 審査や バ ックチェ ック

等 の際 に開かれ る審議会 （原 子炉安 全専 門審査会 等）において， 自然科 学

に限 らない様 々な分野 の専門家 が， 当該 科学 的知 見 が原子 力規制 に取 り

込 むだ けの客観 的かつ合理 的根拠 を伴 って いるか とい う点 につい て審議

を した上で ，当該 科学 的知 見 を規制 に取 り入れ るか ど うか を判断 してい

た もので あ る。 この点 につ いて は，津波 に対す る安全性評価 に係 る原子

力規 制実務 におい て も同様 で あ り， 「想 定津 波 の設 定 （中略）等 につ いて

は，最新 の知 見 を十 分 に反 映 させ る必 要 が ある」 （丙B第80号 証23

ペ ー ジ）とい う考 えの 下で，多様 な分 野 の専 門家 で構 成 され た審議 会 を

設 け るな どして，新 た な科学 的知見 を規制 に取 り込 むか ど うかについ て

科学 的，専 門技術 的判 断 を行 って きた ところで ある。

したが って ，前記 （エ）の規 制権 限 の行使 を正 当化 す るだ けの客観 的 か

っ合理 的根 拠が伴 ってい る科学 的知見 とい うため には，少 な くとも，そ

の よ うな様 々な分野 の専門家 の検証 に耐 え得 る程 度 の客観 的かつ合理 的

根 拠 が伴 ってい なけれ ばな らないのであ って，単 に国の機 関が発表 した

見解 （意見）が ある とい うだ けで は足 りない とい うべ きであ る。

（4）設 定 した審査基準 等の 内容 が不合理 であるか，又 はその基準へ の適合性 の

判 断が不合理 であ るといえない限 り，予 見可能 性が認 め られ る ことはな い こ

と

原子力 規制機 関には，前記 （2）及 び （3）の とお り，安全審 査 にお け る具体的
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な審査 又 は判 断の基準 を設 定す る こと及 び 同基準 への適合性 を判断す るこ と

につ いて，科学 的，専 門技術 的裁量 が認 め られ てい る と解 され る。 そ うで あ

る ところ，後記第4の2の とお り，福 島第一発電所 事故以 前の津波 に対 す る

安全性 の審査又 は判 断の基準 と同様 の考 え方 であ る津波評価技術 によれ ば，

福 島第 一発電所 の主要建屋 の敷 地高 を超 える津波 は想定 され なか ったので あ

るか ら，原子力規制機 関が設 定 した審査 又 は判 断の基準 が不合 理で あ るか，

又 はその基準 の適合 性の判 断が不合理 で ある とい えない 限 り，被 告 国に福 島

第一発 電所 の主要建 屋の敷地 高 を超 え る津波 を予 見す る義務 が あった とはい

えない とい うべ きで ある。

3原 子 力規 制 におけ る予見可能性 の判 断枠 組み を踏 ま えた被告 国の 自然災 害に

関す る科学 的知見 の調 査義務 の内容 について

原子力規 制 にお いては，前記2の とお り，原 子炉施設 の 自然 災害 に対す る安

全性 の審査 を，① 具体的 な審査又 は判断 の基準 の設定 と②そ の基 準へ の適合性

の判断 とい う二段 階で行 うことにな る。 そ うで ある ところ， 自然 災害 につ いて

は解 明 され てい ない点が多 く，それ に関す る科学的知 見は 日々進歩 してい るこ

とか ら，設 置許可処分 時 には，あ る 自然災 害に対す る安 全性 の審査基 準が合理

的で あ り， 当該原子 炉施 設 がその基準 に適合 してい ると判断 され る状 況で あっ

た に もかかわ らず ，その後 の科学 的知見 の進 展 によって， 当該 自然 災害 に対す

る安全性 の審査基準 を変更すべ き事態 に陥 った り， 当該原 子炉施設 が審 査基準

に適合 してい ない と評価 され る状 況 に陥 った りす る ことが あ り得 る。

そ のため，原子力規 制機 関には，そ の よ うな事 態 に陥った場合 で も原 子炉施

設 の安全性 を確保す るため に，行政 指導や報告徴 収，検査 ，技術基準適合 命令 ，

設 置許可処 分の撤 回等 の様 々な手段 が与 え られ てい る ところ，原子力規制 に関

す る法令 の趣 旨 ・目的には，原子炉施設 の周辺住 民の生命 ・身体 とい う重 要 な

法 益 の保 護 が含 まれ てい るこ とに加 え，原子炉施設 の事故 は，そ の性質 上，そ

の被 害 が甚 大 なもの とな りやす い こ とな どを併せ 考慮す る と，原 子力規制機 関
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の原子炉施設の安全性を確保するための規制権限は，それ らの手段 を駆使 して

適時適切にな されなければならない。

そ して，このよ うな科学的知見の進展に伴 う規制権限が適時適切 に行われ る

ためには，原子力規制機関による科学的知見の進展状況の調査が適時適切にさ

れることが必要 となるところ，少 なくとも，防災に関す る被告国の機 関が， 自

然災害に対する安全性の審査基準の見直 しを迫るような科学的知見や，ある原

子炉施設の 自然災害に対する安全性に係 る審査基準適合性についての従前の評

価を覆す よ うな科学的知見を公表 したものの，それ らの科学的知見が審議会等

の検証に耐え得 る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付 けられているかどうかが

明 らかではないような場合には，原子力規制機関は，その科学的知見に基づい

て規制権限を行使するか否かを判断す るために，当該科学的知見が審議会等の

検証に耐え得 る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられたものであるか否か

を調査する義務 を負 うことになると考えられ る。

4小 括

以上のとお り，原子力規制にお ける津波の予見可能性の有無は，原子力規制

機 関が定めた具体的な審査又は判断の基準の策定 とその基準への適合性の判断

とい う二段階の過程 を経て判断されるところ，福島第一発電所事故以前は，後

記第4， 第5の とお り，そのような二段階の審査判断の下，福島第一発電所の

主要建屋の敷地高を超 える津波は想定 されていなかったのであるか ら，原子力

規制機関が設定 した審査又は判断の基準が不合理であるか，又はその基準の適

合性への判断が不合理であるとはいえない限 り，被告国に福島第一発電所の主

要建屋の敷地高を超 える津波 を予見す る義務があった とはいえない ことにな

る。そ して，このよ うな原子力規制の予見可能性の判断枠組みを前提 とす ると，

原子力規制機関は，国の防災機 関が津波 に関す る新たな科学的知見を公表 した

場合には，具体的審査基準の設定及びその基準への適合性の判断を見直す必要

があるかどうかを判断するために，その科学的知見が審議会等の検証に耐え得
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る程 度 の客観 的かつ合理 的根拠 に裏 付 け られ た ものであ るか否 かについて調査

義務 を負 うこ とにな ると考 え られ る。

そ こで，以下 では，原 子力規制機 関が科 学的知 見の調 査 を踏 ま えて採用 して

いた津波 に対す る安全性 の審査 又は判 断の基準 （津波評 価技術 と同様 の考 え方 ）

につ いて主張 した上で （後記第3） ，原子 力規制機 関が，福 島第一発 電所事故 以

前 に， 「長 期評価 の見解」 の調 査義務 を果た した結果 ， 「長期 評価 の見解 」 は，

従前 の福 島第一発 電所 にお ける当該基 準の適合性 の判 断 を見直す よ うな科 学的

知 見で あ る との判 断に は至 らなか った ことにつ いて 主張す る （後記 第4及 び第

5）。

第3原 子力規制機関は津波評価技術 と同様の考え方を津波に対する安全性の審査

又は判断の基準＊4として取 り入れていたところ，その基準の設定は，福島第一

発電所事故前の科学的知見の到達点を踏まえた科学的，専門技術的判断として

合理性を有 していること

＊4前 記脚注2で 述べた とお り，ここでの 「基準」は，行政手続法上の 「審査基準」 （同法第2条8

号ロ）とは異な り，より広く，同一の行政 目的を実現するために行政指導を行 う際に設 ける確認

基準等を含むものである。

その上で，被告国が基準 としていた 「津波評価技術 と同様の考え方」 とい う時の 「津波評価技

術の考え方」 とは，津波評価技術が平成14年2Aに 示 した基準断層モデル及びその設定領域の

例そのものを意味するのではなく，後記第3の2（2） で述べるとお り，特定の地点に到来 し得 る

津波 を評価する際の評価手法 （本件で問題 となっている波源モデルの設定 との関係でいえば，既

往地震の発生領域だけでな く，地震地体構造 に関する最新の知見も考慮 して基準断層モデルを設

定す るという津波評価技術の波源の設定手法）を意味す るものである（甲A第26号 証の2・1－

31参 照）。
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1は じめ に

（1）福 島第一発 電所事故 以前 の原子 力規制 実務 にお け る原 子力施設 の津波対策

の安全性 に対す る審査 又 は判 断は，津波評価 技術 とい う決 定論 的安全評価手

法 と同様 の考 え方 に基 づ いて，安 全 寄 りに設 定 された想 定津 波 （設 計基準 と

すべ き津波 ）に対 す る安全性 が確保 され てい るか否 か とい う観 点 か ら行 われ

た もので あ り， この審査又 は判 断 の過程 におい て想 定津波 に対す る安全性 が

確保 され ていない と考 え られ る場合 には，相対 的安 全性 が確保 され ていない

可能性 が ある と して，規制権 限 の行使 が検討 され るこ とにな っていた。

他方 ，・想 定津 波 を どれ だ け安全 寄 りに設定 した として も，津波 の よ うな 自

然現象 には不確 か さがあ るた め，その想 定津波 高 を超過す る津波 が発 生す る

可能性 が残 るこ とにな る。 そ のた め，福 島第一発 電所事故 以前 か ら，津波対

策の安全性 を評価す る上で は， いか なる水位 の津波 が どの程度 の確 率で到来

す る可能性 が あるのか を数値化す るこ とに よ り，想定津 波 に対す る安全性 を

十分 に確保 す るこ とがで きてい るか否 かを評価 す る こ とが有用 で ある と考 え

られ てきた ものであ り，そ の可能性 を数値化 す る手法 として確 率論 的安全評

価 の研究 ・開発 が進 め られ ていた ところであ る。

（2）この よ うに，福 島第一発電所 事故以前 にお ける津波 の安全性 に係 る審査又

は判 断の基準 と津波 の安全性評 価 の関係 を理解す る上で は，決 定論的安全評

価 と確 率論 的安全評 価 の理解 が必要不 可欠で あるか ら，以 下では， これ らの

概念 と原 子力規 制の 関係 につい て説 明 した後 に （後記2） ，原子 力規制実務 に

おいて，津波 に対す る安全性 の審査 又は判断 の基 準 として取 り入れ ていた津

波評価技術 と同様 の考 え方が，波源 モデル の設 定に係 る判 断基準 と して合理

性 を有す るもので あった こ とにつ いて主張す る（後記3） 。

2原 子 力規制 と決定論 的安 全評価 及び確率論 的安全評価 につ いて

（1）決定論 的安全評価及 び確率論 的安全評価 につ いて

ア 決 定論的安全評価 につ いて
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決定論 的安全評価 とは，発生す る可能性 の ある様 々 な事象 の 中か ら特定

の事象 （代表事象）を選 定 し， これが発 生確 率 にかかわ らず発 生す る と仮 定

した上で，そ の代表事 象 に よって施設 に もた らされ る影響 の有無 ・程度 に

よって施設 の安全性 を評価す る手法 であ る。

イ 確 率論的安全評 価 （確率論 的ハザー ド解析）について

確 率論的安全評 価 （確率論 的ハザ ー ド解 析）とは，発生す る可能性 が確 立

した科学 的知 見 によ り基礎 づ け られ てい る事象 か ら，発 生す る可能性 が科

学的根拠 を もって否定 で きない だけの事象 まで，様 々な事象 を評価 の基礎

に取 り込 んだ上で，それ らの事象 の発 生確率 な どを算 出 して施設 の安 全性

を評価す る手法 である。

（2）原子 力規制 と津波 にお ける決定 論的安全評価 及び確率 論的安全評価 の関係

につ いて

ア 原子 力規制 にお ける津波 に対 す る安全審 査は ，決 定論 的安全評 価 に基 づ

いて されて いた こと

（ア）施 設 の耐津波安全 性 を評価 す るため には，設計 上 の基準 とな る特定 の

津 波が到来す る と想 定 した上で ，施設 の安全 を守 るための重 要 な設備機

器 がそ の津波 に よって影響 を受 け るか否 かを評価 す る ことが必要不可欠

で あるか ら，決定論 的安 全評価 に基づ く安全評価 が必要 不可欠 となる。

そ のため，原 子力規制 におい ては，決定論 的安全 評価 に基づい て原子炉

施 設 の耐津波設計 の安全性 を審査 して きた もので あ る。

（イ）そ うで ある ところ，福 島第一発 電所事故 前は，後記3（1） イ の とお り，

そ の原 子炉施設 の津波 の安全性 に係 る審査又 は判 断の基準 として，原子

力発 電所 にお ける決 定論的安全評 価手法 と して開発 された津波評価技術

の考 え方 と同様 の考 え方 が採用 され てい た ところで あ る （丙B第31号

証7ペ ー ジ，第67号 証3ペ ー ジ，第81号 証）。

そ して ，平成14年 以 降の福 島第一発 電所 にお いて は，後記第4の2
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で詳述す る とお り，その津波評価 技術 の考 え方 に基 づいて ，発 生す る可

能性 のあ る様 々な津波の 中か ら，津波評価 技術 で示 され た福 島県東方沖

地震 の波源 モデル に よる津波 を代表事象 として選 定 した上 で津波高 を算

出 した結果，そ の津波 の津波 高 （O．P． ＋6．1メ ー トル）が福 島第一

発電 所の主要建屋 の敷地高 （O．P． ＋10メ ー トル）を下回 ってい た こ

とか ら，津波 に対す る安全性 は確 保 されてい る と評価 され てい た。

イ 津 波に おける確 率論 的安全 評価 （確率論 的ハザー ド解析）は，直 ちに これ

に依拠 して規制上 の判 断を行 うこ とが で きるもの では ないが，原子 力規制

において，決 定論 的安全評価 に基 づ く安全審査 にお いて基準 を満 た してい

る と評 価 され た原子炉施設 につ いて，その設計基準 とすべ き津波 を見 直す

きっか けを与 え るもの であ る こと

（ア）他 方 ，津波 につい ての確 率論 的安 全評価 が実施 され ，確 率論 的津 波ハ

ザー ド解析 がな され れば， ある水位 を超 え る津 波 が どの程 度 の確 率で到

来す るのか を算 出す るこ とができ るこ とにな るた め，原 子力規制 の審査

又 は判 断の基準 であ る津波評価技術 と同様 の考 え方 に基づい て採用 され

た想定津 波 （設計基 準 とすべ き津 波）の水位 を超 え る津 波が到来す る確 率

も数値化 す るこ とがで きる ことに なる。 そ して， その想 定津波 の水位 を

超 え る津 波が到来す る確 率 の数値 は，その時点 にお け る津波対策 の安全

性 の程度 を評価 し，想定津波 （設 計基準 とすべ き津波）の見直 しや更 なる

津波対策 の要否 を検 討す る きっか けを与 えるこ とにな る。 そのた め，津

波 にお ける確率論 的安全評価 は，原子力 規制 との関係 にお いて，審査又

は判 断の基準 を満 た してい る と評価 され た原 子炉施設 の津波 に対す る安

全性 を見直す きっか けを与 え るもの とい うこ とが で きる （なお ，確 率論

的 津波ハ ザー ド解析 は ，前記 （1）イ の とお り，科 学 的根拠 の乏 しい事象

も評価 の基礎 に取 り込 んで確 率 を算 出 してい るため，従前 の審 査又 は判

断の基準 に基づ く想 定津波 〔設計基 準 とすべ き津波 〕及び これ を前提 と
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す る安 全性 につ いての評価 を見直す きっか けを与 え る ものでは ある もの

の，直 ちに これ に依 拠 して規制 上 の判 断 を行 うことが でき るもので はな

い。）。

（イ）福 島第一発電 所事故前 におい て，被 告東電 が，研 究途上 で あった もの

の，マイ ア ミ論文 （甲A第41号 証の1，2） におい て津波 につ いての確

率論 的安全評価 （確 率論 的ハ ザー ド解析 ）を紹介 す るな ど してい た。 そ し

て， この被 告東電 の研究 は，後記 第5の5の とお り，科 学的根拠 を示 さ

ず に，地震 の発 生履歴 の知 られ てい ない領域 にお け る将来の発生 可能性

を指摘 した 「長期評価 の見解」 に基づ く津波 も評価 の基礎 に取 り込 んだ

上 で，福 島第一発電所 にい かな る水位 の津 波が どの程 度 の確率 で到 来す

るのか を算 出 した結果 ，福 島第 一発電所 に主要建屋 の ある敷地 高 を超 え

る津波 が到 来 す る確 率 は ，10－5／ 年 ない し10－6／ 年 ，つ ま り10

万年 か ら100万 年 に1回 と算 出 され ていた もので あ り，その確 率が非 ．

常 に低 か った ことか ら，福 島第一発電所 につ いては，津波 に対す る安全

性 の見直 しが迫 られ る状況 には なかった ものであ る。

（ウ） なお ，後記第5の5（4） で詳述 す るよ うに，確率論 的ハザー ド解 析 に

お ける確率 と 「長期評価 の見解」 の示 した地震 の発 生確 率は，そ の確率

の意 味及 び有用性 が異 な る もの であ り， 「長期 評価 の見解 」 の示 した地

震 の発 生確 率 は，原子 力規 制 にお いて津波対策 の安全性 を評 価す る上 で

重視す る数値 で はなかった。

3原 子 力規制 実務 において，津波 に対す る安全性 の審査又 は判断の基準 と して

採用 され ていた津波評価技 術 と同様 の考 え方 は，波源モ デル の設定 に係 る判断

基準 と して合 理性 を有す る もので あ った こ と

（1）原子 力規 制実務 では，津波 に対す る安全性 の審 査又 は判 断の基準 と して，

「既往津 波」 ではな く 「想定で きる最大の津 波」 を決定論 的安全評価 に取 り

込む とい う津波評価 技術の考 え方 と同様の考 え方 を採用 して いた こと
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ア 津 波評価 技術 の考 え方 は，合理性 を有 す る地震学 等の科 学的根拠 に基 づ

いた津 波評価手 法で あ り，審議 会等 の検証 に耐 え得 る程度 の客観的か つ合

理的根 拠 を伴 う津波の知見 を余す ことな く取 り込 むため に策定 され たもの

で あ った こ と

（ア） 津 波評価 技術 （甲A第26号 証 の1な い し3） は， 「既 往最 大津波 」だ

けで な く科 学的根拠 に基 づいて 「想 定 し得 る最 大規模 の地震津波」 につ

いての対応 も求 めた4省 庁報告書 （甲A第25号 証 の1，2） 及び7省 庁

手 引 （甲A第23号 証）にお いて ， 「既往 最大 の津波 を選 定 し，それ を対

象 とす る こ とを基本 とす るが，近年 の地震観 測研 究結 果等 によ り津 波 を

伴 う地震 の発 生 の可能性 が指摘 されてい る よ うな沿岸 地域 につ いては，

別 途想 定 し得 る最大規模 の地震津 波 を検討 し，既往最 大津波 との比較検

討 を行 った上 で，常 に安全側 の発想 か ら対象 津波 を設 定す る ことが望 ま

しい。」 （同号 証9ペ ー ジ）との方 針 が示 され て いた もの の，具体 的 な津

波評価方 法 は示 され てい なかった こ とか ら，高い安全 性 が求 め られ る原

子炉施設 にお いて，先行的 に，科 学的根拠 に基づ く 「想定 し得 る最大規

模 の地震 津波」 の評価 方法を整備 す るべ く，土木学 会が ，平成11年 以

降研 究 を重 ね，平成14年2月 にそれ らの成 果 を集 大成 し，4省 庁報告

書及 び7省 庁 手引の策定 を主導 した首藤名 誉教授 を主査 と して策 定 した

津波評価 手法 であ る。

（イ） この津波評価 技術 の考 え方 は，首藤名誉 教授 が，津波評価技術 の巻頭

にお いて， 「現 時点で確 立 してお り実用 と して使 用す るの に疑点 の ない

もの が取 りま とめ られ てい る。」 と述べ てい るほか ，佐竹 教授 も，津波

評価 技術 は 「長 期評価 よ りも さらに保 守的で ，ほぼすべ てが 『科 学的 に

確 立 され た知見』 に基 づ いてい る」 （平成28年5月30日 付 け回答 書

〔丙B第14号 証 の2〕8ペ ー ジ）と述べ てい るとお り，合理性 を有す

る地震 学等 の科学的根拠 に基づ く津波評価 手法であった。
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そ して， この津 波評価技術 の考 え方は，今村教授 が ，蓋然性 のあ る津

波 の発生可能性 を余す ことな く取 り入れて設計 上の想 定津波 を推計す る

こ とを可能 とす るた めに，世界 に先駆 けて策 定 され た手法で あ ると述 べ

てい る とお り（丙B第30号 証11ペ ー ジ），審議 会等 の検証 に耐 え得 る

客観 的かつ合理的根拠 を伴 う津 波 の知見 を余す こ とな く取 り込 むた めに

策定 され た もので あっただ けで な く， この津波評価 技術 に基づ いて算 出

され る津波 の高 さは ，パ ラメー タス タデ ィな どの手法 を用 い るこ とに よ

り，平均 で，既往 津波 の痕跡 高 の約2倍 となってい た もので あ り， この

津 波評価技術 の考 え方 は， よ り高い安全性 が求 め られ る原 子炉施設 に用

い るこ とを踏ま えた安全寄 りの考 え方で あった。

（ウ） そ して，原子力規制 業務 を所管す る米国原子力規 制委員 会 （NRC） が

2009年 （平成21年 ）に作成 した津波ハ ザー ド評価 に関す る報告 書 に

おい て，既往最大津 波 に とどま らない想 定最大津波 を具体的 に推 計す る

体 系的手法 がない 中にあって，パ ラメー タス タデ ィを用い た津波評 価手

法 を具 体的 内容 とともに紹 介 す る もの であ って， 「世 界 で最 も進 歩 して

い るアプ ローチ に数 え られ る」 と評 価 された （丙A第21号 証59ペ ー

ジ参照 ）。 また ，国際原子 力機 関 （IAEA） は， スマ トラ沖 地震津波 を

契機 に，被 告国及び被告 東電等 も参加 す る津波評 価 に関す る国際 ワー ク

シ ョップ を開催す るな ど した上で，従前 「津 波の検討 をほ とん ど行 って

い なか った」 （佐 竹教 授 の平成28年5月30日 付 け回答書 〔丙B第1

4号 証 の2〕2ペ ー ジ）安 全 ガイ ドに津波評 価 に関す る内容 を具 体的 に

盛 り込むべ く全 面改訂作業 を進 め，福 島第一発電所 事故直前 までに， こ

の分 野で先行す る我 が国の考 え方 を取 り入れ，決 定論 的評価 を行 う場合

には波源 の設 定等 に伴 う不確 実性 をパ ラメー タスタデ ィに よって考慮す

べ きで あ る とす る新 たな外 部溢水評価 基準 （後 のSSG－18） の最終 ド

ラフ ト（DS417） を作成 した ところで あ り（甲A第3号 証340，3
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41ペ ー ジ）， その作 成過程 で は 「IAEA担 当者 か ら， （中略）特 に津

波 に関 して は 日本 にお ける知見 蓄積 が多 く，それ らは新基準 の中に反映

した い との説 明があ （る）」 （丙A第238号 証 ・5－9ペ ー ジ）な どして

い た し，実際 に福 島第一発電所 事故後 の平成23年11月 に公表 した安

全基 準 （SSG－18） にお いて も，津波評 価技術 をIAEA基 準 に適合

す る基準 の例 として参照 して お り（丙A第22号 証113な い し116

ペ ー ジ），津 波評価 技術 の考 え方 は科 学 的 に想 定 で きる最 大規模 の津 波

を評価 す る方法 として福 島第一発電所 事故 の前後 を通 じて国際的 に も高

い評 価 を受 けていた。

（エ） 以上 の とお り， この津波 評価技術 の考 え方 は，高度 の安全性 が求 め ら

れ る原子炉施設 にお いて津波 に対す る安全性 を確保 す るため に，平成1

4年2月 時点 にお け る最新 の科学 的知見 に基 づいて作成 された もので あ

り，合理 性 を有 す る地 震 学等 の科 学 的根 拠 に基 づ いた 津波評 価 手 法で

あ った。 しか も，津 波評 価技術 の考 え方 は，蓋然性 の ある津波 の発 生可

能性 を余す こ とな く取 り入れ て設 計上 の想 定津波 を推 計す るこ とを 目的

と して ， 「既往 津波 」 に と どま らず に， 「想 定 され る最 大 の津波 」 を も

決定論 的安全評価 に取 り込む こ とを可能 と した 当時 唯一の津波評価 手法

で あ り，実際 ， この考 え方 に基 づい て算 出 した津波 の高 さは，平均 で，

既往津 波の痕跡 高の約2倍 とな るな ど，安 全寄 りの考 え方で あった こ と

に加 え， 国際 的に も高 い評価 を受 けていた こ とか らす る と，津波評 価技

術 の考 え方 は，高度 の安全性 が求 め られ る原子炉施設 の津波 に対 す る安

全性 を評価す る基 準 として最 も合理 的な もの であった といえ る。

イ 原 子 力規制機 関は，津 波に対す る安全 性の審査 又は判 断の基準 と して ，

津 波評価技術 と同 じ考 え方 を採用 していた こ と

（ア）我 が 国では，昭和45年 策 定 の安全設 計審査指針 （乙A第11号 証）が

「その敷地 お よび周辺 地域 にお いて過 去の記録 を参照 に して予 測 され る
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自然条件 の うち最 も苛酷 と思 われ る自然力 に耐 え得 るよ うな設計 であ る

こ と」 な どと定 めて いた よ うに，従 来か ら発 生可能性 の高低 に よらず，

過 去 の地震 津波 を始 め とす る記録 か ら科学 的 に見 て想 定で きる最 も過 酷

な 自然現象 に耐 え得 る設 計 であ るこ とを求 めてお り，その趣 旨内容 は，

そ の後 の同指針 の改訂 に よ り変わ る ところは なか った。そ のため，津波

に関す る原 子力規制 の実務 では，津波評価 技術 が公 表 され る以前か ら，

既往津波 の観 測記録 に限 らず ，数値 シ ミュ レー シ ョンによる予測手法 を

用 い るな ど， その時 々の最新 の科学 的知 見 に基づ いて ，科学 的 に見て想

定 でき る最大規模 の津波 に対す る安全性 を評価 して きた。

（イ） その よ うな中で，前記 アの とお り，平成14年2月 に，土木学会 か ら，

最新 の津波評価 手法 であ る津波評価技術 の考 え方 が公表 され た ところ，

その考 え方 は，審議 会等 の検証 に耐 え得 る客観 的かつ合理 的根拠 が伴 う

科 学的知見 に基 づい た もので あっただ けで な く，原子炉施設 に用い る こ

とを踏 まえた安全寄 りの考 え方 となってい た こ とか ら，原子 炉施設 の津

波 に対す る安 全性 を評価 す る基準 と して合理 的 な ものであ った。 そのた

め，各電気事 業者 は，津波評価技術 が発表 された後 に，その考 え方 に基

づい て 自主的 に津波評価 を行 って，保安院 にそ の津波評価 の結果 を報告

してお り（甲A第2号 証381ペ ー ジ，第35号 証），原 子力規制機 関 も，

そ の後 は，実際 の原子 炉 の設置許 可処分 に先 立つ審査 の際 に，津波評価

技術 の考 え方 と同様 の考 え方 を用いて津波 に対す る安 全性 を確認 してい

た （丙B第31号 証7ペ ー ジ，第67号 証3ペ ー ジ，第81号 証）。 その

ため，津波評価技術 の考 え方 は，津波評価 技術 が発 表 され た平成14年

2月 以降，事実 上，原子力規 制 にお け る津波 に対す る安全性 の審査 又 は

判 断の基準 となってい た とい える。

（ウ） その後 ，保安 院は，原子 力安全委員会 にお ける耐震設計審査指針 の改

訂 に向けた議論 の動 向を注視 し，平成18年5月 ，新た な指針 の原 案が
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取 りま とめ られ たの を受 けて，既設炉 に対 して もバ ックチ ェ ックを実施

す る こ とが重 要 で あ る と考 え， あ らか じめ審議 会 （耐震 ・構造 設計 小委

員 会）にか けて確認 基 準 （以 下 「バ ックチ ェ ックル ール 」 とい う。）を準

備 す る とともに （丙B第82号 証）， 同年9月19日 に原子 力安全委 員会

が耐震 設計 審査指針 等 の耐 震安 全性 に係 る安 全審 査指針類 （平成18年

耐震設 計審 査指針 。 丙A第10号 証 の2） を改訂 す るや ， 同月20日 に

は，各事 業者 に対 し，策定 したバ ックチ ェ ックル ール に基づ いて耐震バ ッ

クチ ェ ックの実施 とそ のた めの実施 計画 の作成 を求 めた （甲A第2号 証

388ペ ー ジ，乙A第5号 証）。

このバ ックチェ ックルール は， 当然 の こ となが ら津波 に対す る安全性

の確認 基準 も含 めて定 め られていた ところ，実質 的 には，津波 評価技術

の考 え方 を踏 ま えて 作成 され た もの で あ り（甲A第2号 証389ペ ー

ジ），実質 的 には津波評 価技術 の考 え方 そ の もの を採 用 した もの であ っ

た （丙B第31号 証，第83号 証4，5，39な い し41ペ ー ジ）。

（エ） この よ うに，原子 力規 制で は，福 島第一発 電所事故 以前 か ら，津 波評

価 技術 の考 え方 と同様 の考 え方 を津 波 に対す る安全性 の審 査又 は判 断の

基準 として採 用 していた ものであ る。

（2）波源設 定に関す る津波 評価技術 の考 え方の 内容及び その科学的合理性 につ

いて

ア 本 件 におい ては，前 記第1の1の とお り， 「長期 評価 の見解 」 に基 づ い

て，歴 史的 ・科学 的根 拠 を有す る明治三 陸地震 の波源 モデル を，明治三陸

地震 が発 生 した三陸沖 の海溝 寄 りの領域 では な く，福 島沖 の海溝 寄 りの領

域 に設 定 して津波 の解 析 をす べ きで あったか ど うかが問題 となってい るた

め，本件 にお いては想 定津波 の波源 の設 定 に係 る審査 又 は判 断の基準 の考

え方 が検討 され るべ きであ る。

イ そ こで，原子 力規制 の審査 又 は判 断の基準 と同様 の考 え方 であ る津波評
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価技術 の波源 設定 につ いて の考 え方 を見 るに，津波評価技術 で は，福 島第

一発電所 の立地 を含 む 「太平洋沿岸 の よ うなプ レー ト境界型 の地震 が歴 史

上繰 り返 し発 生 してい る沿岸地域 につ いては，各領域 で想 定 され る最 大級

の地震津波 をす でに経 験 してい るとも考 え られ るが，念 のた め， プ レー ト

境界付近 に将来発 生す る ことを否 定で きない地震 に伴 う津 波 を評価対象 と

し，地震 地 体構 造 の知 見 を踏 ま えて波源 を設 定す る」， 「波源 設 定 のた め

の領域 区分 は，地震地体構造 の知見＊5に基 づ くもの とす る」 （甲A第26号

証 の2・1－31，1－32ペ ー ジ）とい う考 え方 が示 され てい る。 す な

わち，津波評価技術 で は，以 下の図表1の とお り，① 地震 は 同 じ領域 で繰

り返 し発 生す る とい う地震学 の一般 的 な考 え方 に基 づいて，具体 的な歴 史

的 ・科 学的根拠 を有す る既往 地震 の波源 モデル を全 て構 築 した上 で，② 近

似す る地体構造 （プ レー トの沈 み方，海底構 造，堆積物 な ど）を有す る領 域

では 同様 の地震 が発 生す るとい う地震学 の一般的 な考 え方 に基づ いて，そ

の既往 地震 が発 生 した領域 だけで な く，地震 地体構造 の知見 に照 ら して，

その既 往地震 が発 生 した領域 と近似 性 があ る領域 に もその波源モデル を設

定 して津波 の高 さを算 出 し，その 中で特定のサイ トに最 も影 響 を与 える津

波 を想 定津波 とす る とい う考 え方 が採 用 され てい るので ある （丙B第30

号証6な い し14ペ ー ジ）。

＊5地 震地体構造の知見とは，地震の規模 と頻度の関係，震源深 さの分布，震源モデルなどの地震

の起 こり方に共通性のある地域 ごとに区分 し，それ と地体構造 （テク トニクス）の関連性を明らか

にする研究分野 （地震地体構造論）に関す る知見のことである（甲A第340号 証2ペ ージ参照）。
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［図 表1］

平 成142R・ 部 土 当△ 成

過去に津波を引き起こした地震を基準にしつつ，津波学 ・地震学の見地から，

地震地体構造を踏まえた領域ごとに基準断層モデルを設定し，最も影響が大

きくなる条件で想定津波を算出（パラメータスタディを行うことで算出結果は既

往津波の平均痕跡高の約2倍 となる）
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信頼性のある波源モデルの

構築が可能な既往津波が存

在する場合，全て波源として

取扱い，領域ごとに基準断層
モデルを設定する

既往津波が存在しない場合も，

地震地体構造の知見を踏ま

えた場合に，将来，発生が否

定できないとする客観的かつ

合理的根拠があれば基準断

層モデルを設定する
※今 村教 授意 見 書 （丙B第30号 証

6な いし14ペ ー ジ）参 照

この よ うに，津波評価 技術 の考 え方 は，既往津波 の発 生 が確認 され てい

ない領 域 であって も，地震 地体構造 の知見 を踏 まえて波源 の設 定 をす る も

ので ある。 そ して， かか る考 え方 が，地震学 の見 地か ら正 当な ものである

こ とにつ いて は，佐 竹教 授 の意 見書 （丙B第100号 証 ）におい て， 「津波

評価 にお け る波源 設 定に 当た っては，既存 の地震 地体構造 区分 を参照 しつ

っ，地震発 生状況等 のほか，最新 の地形 ・地質学 的，地球物 理学的知見 を

考慮 して，合理的 な波源 設定 をす る必 要が ある。 （中略）地体構 造 の同一性

・共通性 を根拠付 け るデー タがないの に，別 の領域 区分 にお ける既往 の断

層モデル を単純 に移 して数値解析 を して も，精緻 な解 析 とはな らず，解析

結果 を原子 力施設 の対 津波設計 の基 準 に用 いる こ とは できない。 （中略）既

往津波 の発 生履歴 が確認 で きない領域 を含 めて，地震地体構 造の知見 に基
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つい て波源 の設 定を検討 す る ことは ，本件事 故前後 を問わず ，既往津 波 に

とどま らず，安全 寄 りに波源 を設 定す る上で合理的 な方 法 であ る。む しろ，

地震 地体構 造 の知 見 を十分検討せ ず して，既往 津波 の発 生履歴 が確認 で き

ない領 域 に合 理 的 な波源 を設 定す る方 法 は ない と考 え られ る。」 （同号証

2，3ペ ー ジ）と述 べ られ てい る ところであ る。

ウ 以上の とお り，津波評価技術 の波源 モデル の設 定に係 る考 え方は，地震

学 の一般的 な知 見 に基づ いた もの であ り，審議会等 の検証 に耐 え得 る程度

の客観 的 かつ合 理的根 拠 を有す る考 え方で あった。 そ して， この津波評価

技術 の考 え方 の下で歴史 的 ・科学 的根 拠 を有す る既往 地震 の波源 モデル を

その既往地震 の発生 した領 域 と異 な る領域 に設 定す るた めには， 当該既往

地震 の発 生 した領域 とその波源 モデ ル を設定す る領域 が近似 す る とい うこ

とが地震 地体構 造 の知 見に よって示 され てい るこ とが必要 となる ことにな

る。，

（3）原子 力規制 機関が用 いて きた波源 設定の審査 又は判断の基 準が安全寄 りの

基準 であ った こと

原子力規 制機 関が波源設 定 の審査 又 は判 断基 準 として用 いてい た津波評価

技術 の波源設 定 の考 え方 は，以 下のア及び イの とお り，客観 的 かっ合理 的根

拠 を伴 った波源 設 定の科 学的知 見を全 て取 り込 む こ とがで きる安全寄 りの基

準 であ り，高度 な安全性 が求 め られ る原子炉施設 の基準 と して も合理 的な も

のであ った。

ア 津波評価技術 の波源 設定の考 え方 は，原子力発電所 の安全性評価 に用 い

られ るとい う特殊 性 を踏 まえて，一般 防災では決定論 的安全評価 に取 り込

まれ ない地震 ・津波 をも取 り込む ものであ った こと

波源 設定 の審査 又は判断 の基準 （波源設 定に係 る津波評価 技術 の考 え方）

が安全寄 りの考 え方で あった こ とにつ いては，被告 国第18準 備書 面第4

の4（2）イ （エ）（68ペ ー ジ）におい て指摘 した福 島県東方 沖地震や延 宝房 総
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沖地震 のほか昭和三陸地震 な どが，津波評価 技術 の考 え方 の下では津波 の

評価 をす る際に取 り入れ られ るこ とにな る一方 で， 同 じく決定論 的手法 を

用 い て津波 防災対策 の検討 を行 った 日本海溝 ・千 島海 溝報告 書 （乙A第9

号証）の下 では取 り入 れ られ なか った こ ととの違 いか らも明 らかで ある （図

表2） 。

［図表2］

津 波 評 価 技 術 の 想 定 が 安 全 寄 りで あることの 例 ① 甲A第26号 証の2・1－5gページより

丙A第26号 証 の2・59，62ペ ージより

福島第一発

e

7

戸亨い

繍 の
1896年 明 治 三 陸

地 震 （Mw8、3） ’じ∧^

1933年 昭和 三陸

膿 （Mw8・6） 曇

w1侮

瓢ご 護

1繰 り返 し発生

， 「・仰 能性低い

所1繰 り返し発生の可能性低い

ぽ 薮鰹轟鷲なし1

津波評価技術の考え方は，既往地震のうち，信頼性のある波源モデルの構築

が可能なものであれば，繰り返し性が確認できないものも波源として取り込む

イ 津波評価技術の波源設定の考え方は，地震地体構造の知見を考慮 して，

既往地震の発生領域以外の領域にも波源モデルを設定することで，「既往

最大」の津波ではな く，「想定できる最大規模の津波」を評価するもので

あったこと

津波評価技術の波源設定の考え方が安全寄 りの考え方であった ことにっ
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いて さ らにふ えんす る と，津波評価技術 の波源設 定の考 え方 では，前記 （2）

の とお り，波源 の設定 につい ては地震 地体構造 の知見 も考慮 す るこ とにな

るた め，津波評 価 技術 で は，第一種 地震 空 白域＊6である との見解 が有 力 に

主張 され るな どしていた 日本海東縁部 の領域 につい ては，地震地体構 造の

知見 を踏 ま えた議論 が な され た結果， 図表3の とお り，過 去 の地震 の発生

履歴 のあ る領 域 と，それ のない地震空 白域 とを含 めた全域が地震 の活 動域

で あ る と され ， この全 域 内で 北海 道南 西沖 地震 ク ラス （モー メ ン トマ グニ

チ ュー ド 〔Mw〕7．8） の地震 に よる津 波が発 生す る可能性 があ るもの

と して基準 断層 モ デル の設 定が され てい る （甲A第26号 証 の2・1－6

1ペ ー ジ）。 その結果 ，津波評価技術 の考 え方 は， 「既往最 大」で はな く，

地震 地体構造 の知見 に基 づい て 「想 定 され る最 大規模 の津波」 を評価す る

とい うもの となってい るのであ る。

＊6科 学分野における第一種地震空白域の議i論状況等については佐竹教授の意見書 （4）（丙B第51

号証）参照。
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［図表3］

津波 評価 技術の想 定が 安全寄 りであることの例 ② 甲A第26号証の32－67ペ ージ

津 波 評 価 技 術 に お け る 日 本 海 東 縁 部 の 取 扱 い2－7° ぺ一ジより

既往地震の断層モデル 基準断層モデルの想定領域
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（4）小 括

以 上の とお り，原子 力規制機 関が津波 に対す る安全性 に係 る審査又 は判断

の基 準 として取 り入れ てい た，津波評 価技術 の波源設 定の考 え方 は，審議 会

等 の検 証 に耐 え得 る程 度 の客観 的 かつ 合理 的 な科 学 的根拠 を伴 う考 え方 で

あ っただ けでな く，原 子力発電 所が高度 の安全性 が求め られ る施設 で あるこ

とを踏 まえて，安 全寄 りに波源 モデル を設 定す る とい うもので あった。 した

が って ，原子力規 制機 関が，波源 モデル の設定 に係 る審査又 は判 断の基準 と

して，津波評価 技術 の波源 モデル の設 定の考 え方 と同様 の考 え方 を採 用 して

いた ことは合理 的で あった とい うべ きで ある。

そ して， この波源モデル の設定 に係 る審査又 は判 断の基準 の下で，歴史 的
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・科 学的根拠 を有 す る既往 地震 の波源 モデル をその既 往地震 の発 生 した領域

と異 な る領域 に設 定す るために は， 当該既往 地震 の発生 した領域 とそ の波源

モデル を設定す る領域 が近似 す る とい うこ とが地震 地体構造 の知見 に よって

示 されてい なければ な らない こ とにな る。

4被 告 国に予見可 能性が認 め られ るた めには，波 源設定 に係 る審査又 は判 断の

基準 との関係 で，三陸沖北部 か ら房総沖 にか けての領域 を一体 とみ なす 「長期

評価 の見解」が ，審議会等 の検証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根拠 に よっ

て裏 付 け られ た地 震地体構 造の知見 といえ なけれ ばな らない こと

原 告 らは，被 告 国が， 「長期評価 の見解」 が存 在 してい た こ とに よって，歴

史 的 ・科学 的根拠 を有す る明治三陸地震 の波源モ デル を， 明治 三陸地震 が発 生

した三陸沖 の海溝 寄 りの領域 で はな く，福 島県 沖の海 溝寄 りの領 域 に設 定 して

解析 した結果算 出 され る津 波 を予見す る義務 を負 ってい た と主張 してい る。

前 記3の とお り， 「地震 地体構 造 の知見 を踏 ま えて波源 を設 定す る」 とい う

津波評 価技術 の考 え方 は，近似す る地体構 造 を有 す る領域 では 同様 の地震 が発

生 し得 る との地震学 の一般 的な考 え方 に基 づ くものであ り， 「既往 津波 の発生

履歴 が確認 できない領域 を含 めて ，地震 地体構造 の知見 に基 づいて波源 の設 定

を検討 す る ことは，本件事 故前後 を問わず ，既往 津波 に とどま らず，安全 寄 り

に波源 を設定 す る上で合理 的な方法 で あ」 り， 「地震 地体構造 の知 見 を十 分検

討せ ず して，既往 津波 の発 生履歴 が確認 で きない領域 に合理 的な波源 を設 定 を

す る方法 はない と考 え られ る」 ものであ るか ら（丙B第100号 証3ペ ー ジ），

波源 モデル の設 定 に係 る審 査又 は判 断の基準 の下で，既往地震 の波源モデル を，

その既往地震 が発 生 した領 域 とは異 な る領 域 に設 定す るためには， 当該既往 地

震 の発生 した領 域 とその波源 モデル を設 定す る領 域が近似す る とい うことが審

議 会等 での検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根拠 に裏付 け られ た地震 地

体構 造 の知 見に よって示 されてい なけれ ば な らない こ とか ら，被 告国 にお いて

原 告 らが主張す る予見義務 を負 っていた とい うた めには，三 陸沖の海 溝寄 りか

31



ら房 総沖 の海溝寄 りまでの領 域 を一体 とみ なす 「長 期評価 の見解」 が，三陸沖

の海溝 寄 りの領域 と福 島県沖の海溝 寄 りの領域 が近似 性 のあ る領域 であ るこ と

を示す地震地体構 造 の知 見 として，審議 会等 での検証 に耐 え得 る程度 の客観 的

かつ合理的根拠 に よって裏 付 け られ ていな けれ ばな らない こ とにな る。

そ のた め，以 下 では ， 「長期 評価 の見解 」 が公 表 され た平成14年 当時，三

陸沖の海 溝寄 りの領域 と福 島県沖 の海溝 寄 りの領域 の地体構 造が 同一 であ る と

す る地震地体構造 の知 見は皆無 であったた め，福 島第一発 電所の津波 に対す る

安 全性 を評価す るに当たって，福 島県沖の海溝 寄 りの領域 に明治三 陸地震 の波

源 モデル を置 かなか った こ とが合理 的で あった こ とを述 べた上で （後記第4） ，

原 子力規制機 関は， その よ うな地震 地体構造 の知 見の状況 も踏 まえて 「長 期評

価 の見解 」 につい て適 時適切 に調査 を行 った結果 ， 「長期評 価 の見解」 は客観

的かつ合理 的根拠 に裏付 け られ た地震 地体構造 の知見 ではない こ とが明 らか に

な ったた め， 「長期 評価 の見解 」 は従前 の福 島第一発 電所 の津波 に対す る安全

性 の評価 を見直す必要性 を生 じさせ るもの ではない と判 断 してい た ことについ

て主張す る （後記 第5） 。

第4il’ 長期評価 の見解」 が公 表 され た平成14年 当時，三 陸沖の海溝寄 りの領 域

と福 島県沖 の海 溝寄 りの領 域の地体構 造が 同一で ある とす る科学 的知見 は皆無

で あったため，福 島第 一発 電所の津 波に対す る安全性 を評価 す るに当た って，

福 島 県沖の海 溝寄 りの領域 に明治 三陸地震 の波源 モデル を置 かなか った ことは

合理的 であ った こと

1「 長期評価 の見解」 が公表 され た平成14年 当時， 明治 三陸地震が発 生 した

三陸沖の海 溝寄 りと福 島県沖の海溝寄 りで は地体構 造が 同一で ある とい う知見

は皆無 であ った こと

（1）海溝寄 りを含む福 島県沖の領域 にお いては，三陸沖の海 溝寄 りとは異 な り，

マ グニチ ュー ド8ク ラスの大地 震が発生す る可能 性 は低 い と考 え られ ていた
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こと

ア 平成14年 当時を含 む福 島第一発電所事 故前 にお いて，海溝 寄 りを含む

福 島県沖の領域 において発生 す る地震 について は，最大 で も塩屋埼 沖 で発

生 した福 島県東方 沖地震 （昭和13年 ）の よ うなマ グニチ ュー ド7．5ク ラ

スで ある とい う考 え方 が支配 的で あった。 この点 につ いては，福 島第一発

電 所事 故後 に松 澤教授 が公 表 した論 文 （松 澤暢 「なぜ 東 北 日本沈 み込 み帯

でM9の 地震 が発 生 しえたのか ？一われ われ は どこで 間違 えた のか ？」〔平

成23年11月 〕 〔丙B第7号 証〕 ）に端 的に記 され てお り， 同論文 では，

本件 地震発 生前 は， 「比 較沈 み込 み学 」が展 開 され ，海洋 側 の沈み込 む プ

レー トとその上盤 の大 陸プ レー トの 固着 の強 さ と地震 の大 き さの関係 に関

し，海 洋側 の沈 み込む プ レー トが若 いか否 かに よる差異 につ いて ， 「若 い

プ レー トが沈み込 めば浮力 が働 いて，上盤側 で あ る陸のプ レー トとの 固着

が強 くな って大 きな地震 を生 じやす いが，古い プ レー トは冷 た くて重い の

で沈 み込みやす く，上盤側 と強 くは固着 で きない と考 え られ ていた。東北

地方 南部 の よ うに1億 年以 上 もの古 いプ レー トが沈 み込 んでい る場所 で，

M9の 地震 が発 生 して い る例 は過去 に知 られ ていなか ったた め， この領域

は固着 が弱 くて，M9の 地震 はお ろか，M8の 地震 す らめった に起 こせ な

い と考 え られ てい た。一方 ，1990年 代末 か ら2000年 代初頭 にか け

て のGPSデ ー タの解析 か ら，東 北地方 中央部 か ら南部 にか けての領域 で

は， （中略）宮城 県 沖か ら福 島県沖にか けての領域 が ，ほぼ100％ 固着 し

て い る とい う結果 が得 られ てい た」が ， 「国土地理 院 の約100年 の測地

測量 の結 果で は， （中略）仮 に一 時的 にプ レー ト境界 の固着が強 まって歪エ

ネル ギー を蓄 えて も，それ は100年 以 内の再来 間隔で生 じるM7～M8

弱 の地震で解消 され るこ とを示 唆 していた。 また ，宮城 県沖 か ら福 島県沖

にか けて は， （中略）小 さな地震 を頻繁 に発 生 させ て，歪 を解消 させ てい る

と考 え られた 。jこ と， そ して ， 「2000年 代 後 半以 降 のGPSデ ー タ
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か らは，宮城 県沖 か ら福 島県沖 の固着 状況 はかな り緩 んでい る とい う結果

が得 られ て い た。」 こ とが指 摘 され てい る （丙B第7号 証1022，10

23ペ ー ジ）。

また，同論 文 では，地震時 に大 きなすべ りを生 じる場所 はあ らか じめ決

ま ってい る とい う 「アスペ リテ ィ ・モデ ル」＊7と呼 ばれ る考 え方 が198

0年 頃に提 唱 され ，2003年 の十勝 沖地震 によってアスペ リテ ィ ・モデ

ル は基本 的 には正 しい と考 え られ る よ うにな った ところ （丙B第7号 証1

022ペ ー ジ），宮城 県沖 か ら福 島県 沖の海 溝付近 で は小 さなアスペ リテ ィ

さえない と考 え られ てい た こ とも指摘 され てい る （丙B第7号 証1026

ペ ー ジ）。 そ のた め，松澤 教授 は， その意 見書 にお いて も，海 溝 寄 りを含

む福 島県沖 の領域 におい ては，マ グニチ ュー ド8ク ラスの大 地震が発生す

る可能性 は低 い とい う考 え方 が支配 的で あ った 旨述 べて い る （丙B第23

号証6ペ ー ジ）。

イ 前記松澤教授 の論文 に記載 され てい る内容 につ い ては，政府 事故調査委

員 会最 終報告 書 （甲A第3号 証303ペ ー ジ）にお いて， 「当委員 会 におい

て，複数 の地震 学者 に東 北太平洋沖地震 発生以前 の地震 ・津 波 に関す る地

震 学者 の考 え方 等 につ いて ヒア リング した結果 ，以下 の とお りおおむ ね一

致 した見解 が得 られ た。 （中略）多 くの地震学者 か ら 『比較沈 み込み学』 が

受 容 され るの と同時に，地震 は過去 に発 生 した もの が繰 り返 す ものであ り，

過 去 に発 生 しな かっ た地震 は将来 も起 こ らない とす る考 え方 が一般 的 で

あ った。 そのた め，福 島県沖 で発生す る可能性 の ある地震 につい ては，陸

寄 りの領域 におい ては，平成14年 頃の 時点 では，過去約400年 間の記

＊7ア スペ リテ ィ とは，普段は強 く固着 してい るが，地震 時 には大 き くすべ る領域 をい う（丙B第7

号証1022ペ ー ジ）。
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録 に基 づ き，最大 で も塩屋崎 沖で発生 した福 島県 東方沖地震 （昭和13年 ）

の よ うなM7．5ク ラス と されてい た。 平成20年 頃 か らは，貞観 地震 の

波源 モデル が徐 々 に明 らか に されつつ あったが，依然 と して福 島県沿岸 に

貞観 地震 に よ りどの程度 の津波 が来襲 し， また，地震波源 が どこまでの広

が りを持つ もの で あったか は必ず しも明確 で なか った。」 と記 され てい る

こ とか らも裏 付 け られ てい る ところで ある。

ウ この よ うに，海溝 寄 りを含 む福 島県沖 の領域 は，明治三陸地震 が発 生 し

た三 陸沖の海 溝寄 りとは異 な り，マ グニチ ュー ド8ク ラス の大 地震 が発生

す る可能性 は低 い と考 え られ てお り，海溝 寄 りを含 む福 島県 沖の領域 と三

陸 沖 の海 溝 寄 りが地震 地 体構 造 上近似 して い る とは考 え られ てい な か っ

た。

（2）平成14年 当時，津波地 震は特定の領域 や特定 の条件下 でのみ発生す る極

めて特 殊 な地震 で あると考 え られ てお り，明治三 陸地震 クラスの津波地 震が

福 島県沖 で発生 す る可能性 が ある とす る見解 は皆 無で あ った こと

ア 津波地震 とは，長年 にわたってそ の研究 を続 けてきた谷岡教授 が述べ る

とお り，地震 の規模 の割 に大 きな津波 を発 生 させ る地震 の ことをいい，後

に，阿部勝征 氏 は，津波マ グニチ ュー ド（Mt）が表 面波マ グニチ ュー ド（M

s）よ りも0．5以 上大 きい もの を津波地震 と定義づ けてい る （丙B第58

号証3ペ ー ジ）。

我 が国で発生 した津波 地震 としては，明治三 陸地震 が これ に 当た る もの

と考 え られ てお り，金森博雄 氏，深尾 良夫氏，瀬 野徹三氏 のほか，谷 岡教

授 や佐 竹教授 ，松澤教授 な ど多 くの研 究者 がその メカ ニズム に関す る研 究

を行 ってきた ところ，谷 岡教授 は，その意見書 におい て，福 島第一発電 所

事 故前 の地震 学 ・津波 学の学術分 野 にお ける研 究 の進展状 況 につ いて説 明

し（丙B第58号 証5な い し14ペ ー ジ）， 「総 じて， 明治 三陸地震 の よ う

な津波 地震 は， 限 られ た領域や 特殊 な条件 が揃 った場合 にのみ発生 し うる
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とい うものが大勢 を 占めていた と言 えます。 それ は， それ だ け明治 三陸地

震 が他 のプ レー ト間地震 とは違 った異質 な もので あったため， その メカニ

ズム を解 明す るた めの材料 が少 な く，一般化 が難 しい もの と理解 されて き

たためで した。」 （丙B第58号 証14ペ ー ジ）と述べてい る。

イ そ して，平成14年 当時 にお ける津 波地震 に関す る支配 的見解 も前記 の

よ うなものであ った こ とについ ては，谷岡教授及 び佐竹教授 が公表 した論

文 （谷 岡勇市 郎 ，佐 竹健 治 「津波 地震 は どこで起 こるか 明治 三陸津 波 か

ら100年 」 〔平成8年 〕 〔丙B第21号 証〕，以 下 「谷 岡 ・佐 竹論 文」 と

い う。 ）が多 くの支持 を集 めてい た こ とか らも裏付 け られ てお り，同論文

で は，北緯39度 以南及 び40度 以北 では海溝 か ら相 当陸寄 り（東経14

2度 付近）で典型 的 なプ レー ト間の大地震 が発 生 してい るの に対 し，そ の

間 の北緯39度 か ら40度 の間で は典型 的なプ レー ト間大地震 は起 きてい

ない ことに着 目す る とともに，海 溝 か ら海側 の海底 の起伏 に注 目す る と，

明治 三陸地震が発 生 した地 点で は， その他 の地 点に比べ て海底 面の起伏 が

大 きい 「粗い」海底 面 であ り，地塁 一地溝構 造 （ホル ス ト ・グラベ ン構造）

が発 達 してい る こ とに着 目し， 「海 側 の海底 が粗 い ところでは，海 溝近 く

で津波地震，海溝 の東側 で正断層型 大地震 が発 生 し，海溝 か ら陸寄 りで低

角 逆断層型 のプ レー ト間大地震 は発 生 しない。 一方 ，海溝 の東 側 の海底 が

な め らか な ところで は，海 溝 か ら陸寄 りで典型 的 なプ レー ト間大地震 が発

生 し，海溝近 くでの異常 な津波地震 は発 生 しない。」 （丙B第21号 証57

9ペ ージ）と述 べてい る。

そ して ，同論 文 では，典型的 なプ レー ト間大 地震 が発生 してい る 「な め

らかな」海底 面で は，柔 らか い堆積 物が多 く存在 す る ことか ら， プ レー ト

の上盤 と下盤 の接触 が弱いた め，海 溝近 くのプ レー ト境界 で は地震 が発 生

せ ず ，更 にプ レー トが沈み込む ことによって陸寄 りの部分 でプ レー トの強

い 固着 を生み，典型 的なプ レー ト間大地震 を発 生 させ ると考 え られ るの に
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対 し， 「粗 い」海 底面 で は，地溝 に堆積 物 を満 載 した状 態で海溝 に沈み込

み，地塁 が上盤 のプ レー トに接 触 して地震 を引き起 こす ものの，そ の断層

運動 はす ぐに周辺 の柔 らかい堆 積物 の 中に吸収 され ， ゆっ く りとした断層

運動 とな るた め，津波 地震 となる とし，前記 の考 えに よれ ば， 「日本海溝

沿い に発 生す る大地震 の発 生パ ター ンを うま く説 明で き，明治 三陸津波 地

震 の発 生機 構 も理解 で きる」 と してい る （丙B第21号 証580ペ ー ジ）。

す なわ ち，谷 岡 ・佐竹論 文 にお いては ，明治 三陸地震 が発 生 した場所付

近 の海 底 には凸凹 があ り，へ こんでい る部分 には堆積 物 が入 る一方 で，凸

の部 分 （地塁）に は堆積物 が溜 ま らず ，陸側 のプ レー トとよ り強 くカ ップ リ

ン グ （固着）す るた め，その よ うな場 所で は，海溝 付近 で も地震 が発 生 し，

津波 地震 にな る。他方 ，海 底地形 に凸 凹がない ところでは堆積 物 が一様 に

入 って くるので，堆積物 の下 ではカ ップ リング （固着）が弱 くなって地震 を

起 こ しに くい として，津波地震 が特定 の場所 で発生す るとい う見解 が示 さ

れ ていたので ある （甲A第186号 証24ペ ー ジ）。

ウ その よ うな 中で，文部 科学省 所 管 の独 立行 政法人海 洋研 究 開発 機構 （J

AMSTEC＊8） は，海 底の深部構 造 を調査 して地震や津 波の発生 メカニ ズ

ム を解 明す るた め，平成7年 か ら構 造探査 を開始 し，平成9年 か らは海溝

型 巨大地震 の発 生過程 を解 明す るた め，段 階的に構 造探査 システ ム を増 強

しなが ら累次 の調 査 を遂 げ，重要 な知 見 を多 く公表 していた ところ （平成

21年 三 浦誠 一rJAMSTECに お け る地殻 構造探査 システ ムの変遷 」

＊8独 立行政法人海洋研究開発機構は，従前の認可法人海洋科学技術センターが，平成16年4A，

海洋研究船の運航業務の一元化の観点か ら，東京大学海洋研究所の組織 の一部（研究船及びその

運航組織）を統合 して新たな独立行政法人 として発足 した独立行政法人であ り，平成27年4月

から国立研究開発法人海洋研究開発機構 に名称変更 している。
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〔丙B第84号 証〕），平成13年 に公表 された調査結果 （三浦誠一 ほか 「日

本海 溝 前弧域 （宮城 沖 ）にお ける地 震 学的探査 一KY9905航 海 一」 〔2

001年 〕 〔丙B第18号 証〕）で は，「1999年7． 月か ら8月 にかけて，

日本海溝 ・宮城県 沖前弧域 にて海底 地震 計 （OBS） とエアガ ン を用 いた深

部 構造 探査 を実 施 した」結果 につ い て， 「探 査概 要 と取 得 したデー タ の照

会お よび暫 定的 な解析 結果」 の報 告 が されてお り（同号証145ペ ー ジ），

そ の 中で， 「日本海溝 の南 北 であ る三陸 沖お よび福 島沖で詳 細 な構造 探査

が行 われ，海 溝軸 近傍 お よびプ レー ト境 界部 の低速度領 域 の存在 ，プ レー

トの沈 み込 み 角度 な ど， 南 北で の違 い が明 らかに なっ てい る。」 （同号証

146ペ ー ジ）との報告 が され てお り，平成14年 当時，三 陸沖 の海 溝 寄

りの領 域 と福 島県沖の海溝 寄 りの領 域 では，津波 地震 の発生 メカニズ ムに

影響 を与 える と考 え られ ていた海 底 の深部構造 が異な ってい る とい う事 実

関係 も明 らかに な りつつ あ った。 ちなみ に，後述 す る鶴 博 士 らの論 文 （丙

B第19号 証 の1，2） も， 同 じくJAMSTECに よる構 造探査研 究 の

成果物 で ある。

エ この よ うに，平成14年 当時，津波 地震 は，三陸沖 の海溝 寄 りの領域 の

よ うな，特殊 な海 底構造 を有す る領域 で のみ発 生す る極 めて特殊 な地震 で

あ る とい う考 え方 が支配 的で あった ところ，福 島県沖 の海溝i寄りの領域 は

その よ うな海底 構造 を有 してい ない こ とが 明 らか にな りつ つ あった ことか

ら，三陸沖 の海 溝寄 りの領 域 と福 島県沖 の海溝 寄 りの領域 とは地震地体構

造 上近似 してい る とは考 え られ ていな かった。

2津 波評価技術 では ，その 策定 当時の科 学的知見 の集積 を踏 ま えて，客観 的か

つ合理的根拠 に裏 付 け られ た科学的知見 の評価 を した結果 ，福 島県沖の海溝寄

りの領 域 と三陸 沖の海溝寄 りの領域 では地体構造 が異 な る と判 断 され ていた こ

と

（1）津波評価技術 で は，前記脚 注4で 述 べ た とお り，津波 の評価 について の考
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え方 が示 されてい るだけで な く， 当時 の科学 的知見 の進 展状況 を踏 ま えて，

そ の津波 評価 の考 え方 か ら導 かれ る各領域 の波源モデ ル の例 も示 され てい る

ところ （甲A第26号 証 の2・1－59ペ ー ジ）， その波源 モデル の例 は，前

記1で 述べ た当時 の地震 地体構 造 の最新 の知見 を踏 ま えて作成 された もので

あった。

す なわ ち，津波評価 技術 では，日本海溝 沿い の地震 地体構 造 の知見 と して，

いわ ゆ る萩 原 マ ップが参 照 され て い るが （甲A26号 証 の2・1－32ペ ー

ジ）， これ は，平成3年 に公表 され た もので あ り， 同年 か ら津波評 価技術 が

公表 され た平成14年 までに明 らか とな った地震 地体構造 に関す る知 見は反

映 され てい なか った た め＊9，「（引用者 注 ：萩 原 マ ップの）地震 地体構 造 区分

図は，地形 ・地質学的 あ るい は地 球物 理学 的な量の共通性 をも とに した比較

的大 きな構造 区分で と りま とめ られてい るが，過 去 の地震 津波 の発 生状況 を

み る と，各構 造 区の 中で一様 に特定の地震規模 ，発生様 式 の地震津波 が発生

してい るわ けで はない。 そ こで，実際の想 定津 波の評価 にあたっては，基準

断層モデル の波源 位置 は，過去 の地震 の発生状 況等 の地震学的知見等 を踏 ま

え，合理 的 と考 え られ る さらに詳 細 に区分 され た位 置 に津波 の発生様 式 に応

＊9萩 原 マ ップ に よる 日本海溝 沿 いの区分 が，最新 の知見 を反 映 していな かった点 につ いては，津

波 評価 技術 策 定の一 年後 に，地 震 地体構 造 と して最新 の知 見 を反 映 させ た いわ ゆる垣 見 マ ップ

（丙B第17号 証391ペ ー ジ参 照）が公表 され てい ることか らも明 らかであ るほか，佐竹 教授が ，

千葉地裁 にお け る証人尋 問にお いて，津波評 価技術 にお いて地震地体構 造 区分 に基づ く としなが

らも更 に合理 的な理 由で詳 細に 区分す る とされてい るこ とにつ いて問われたの に対 し， 「それ は，

地震地体構造 図が最新 の ものでは なか ったか らとい うことだ と思い ます」 と証言 し（甲A第188

号証23ペ ー ジ），その詳細 を意 見書 （2）（丙B第16号 証1，2ペ ー ジ）で指摘 してい るこ とか ら

も裏付 け られて いる。
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じて設 定す るこ とがで き る もの とす る」 （甲A第26号 証 の2・1－32，

1－33ペ ー ジ）と して，津波 評価 技術策 定 当時 の最 新 の地震 地体構造 の知

見 を踏 ま えて基準断層モ デル の波源位 置 を定 めるこ とを許 容 していた。 そ の

た め，津波評価 技術 は，萩 原マ ップ公 表後 に公 表 され た前記1の 谷 岡 ・佐 竹

論 文 な ど最 新 の地震地体構 造 に関す る知 見を反映 させ て， 日本海溝 沿い の波

源 モデル の例 を作成 した。そ の結果 ，津波評価 技術 では，前記1の とお り，

福 島県 沖の海 溝寄 りの領 域 と三 陸沖 の海溝 寄 りの領域 の地体構造 が 同一 であ

る とい う科学的知見 は皆無で あ る とい う状 況 を踏 まえて， 図表4の とお り，

福 島県 沖の海 溝寄 りの領 域 に明治三陸地震 の波源モデ ル は設 定 しなか った も

の であ り，か かる波源 の設定 に関す る考 え方 は，前記 三浦 らの海底 地形構造

の調査結 果 な どの最新 の科学 的知見 に よって も裏付 け られ るもので あった。

（2）この よ うに，津波評価 技術 では，策定 当時 の客観 的かつ合理 的根 拠 に裏付

け られ た最新 の地震 地体構造 の知見 を評価 して， 日本海 溝沿 いの波源 モデル

の例 が作成 され た結 果， その波源 モデル の例 では，福 島第一発 電所 に到来す

る と想 定 され る最 大規模 の地震 津波 は，図表4に 示 す とお り，福 島県東方 沖

地震 の領 域 で発 生す るモー メ ン トマ グニチ ュー ド（Mw）7．9の 規模 の地震
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に よる津波＊1°で あ るとされ ていた もので あ る。

そ して，原子力規 制機 関は，津波評価技術 が発表 され た平成14年2月 以

降， この よ うな津波評価 技術 の波源 モデル の例の性質 を踏 まえて， この波源

モデル の例 が，波源設 定 に係 る審査又 は判 断の基準 に適合 した もので ある と

判 断 して ，その波源 モデル の例 を前提 に，福 島第一発 電所 の津波 に対す る安

全性 を評 価 してい た もので あ る （後記 第5で 述べ る とお り，同月後 に公 表 さ

れた 「長期評価 の見解」は，被告 国が，同知見 につ い て適 時適切 に調査 を行 っ

た結果 ，その基準の適合性 の判断 を見 直す必要 を生 じさせ るよ うな科学的知

見で はない と判 断 され る もので あった。 ）。

＊10か か る地震津 波が， 「既往最 大」 に とらわれ ず，科学的根拠 に基づいて 「想定 され る最 大規模 の

地震津波 」で ある ことにつ いては，従前 の既往最大 がチ リ地震 の際 に小名 浜港で確認 され た0．

P． ＋3，122メ ー トル の津 波で あったの に対 し，津波評価技 術で想 定 され る津波高 さが福 島

第一発 電所 事故 直前の時点 でO．P． ＋6．1メ ー トル となっていた こ とか らも裏付 け られ てい

るほか，既 往 地震 と して の福 島県東方 沖地震 の際に確認 され た津 波高 さは小名 浜港 で0．P． ＋

1．07メ ー トル とされ てお り， この点 との比較 か らも，津波評 価技術 に よって導 き出 され た津

波 が， 「既 往最 大」 に とらわれ ない もので あった ことが一層 明 らかで ある とい え る。ま た，津波

評価 技術で は，基準断層モ デルの波源位 置 は，萩原 マ ップ後 に示 され た最 新の知見 を踏 ま え，合

理 的 と考 え られ る更 に詳細 に 区分 され た位 置 に津波 の発 生様式 に応 じて設 定す る とされ た ところ，

福 島県沖 の領 域の 区分 は，後 に公表 された垣見 マ ップ （丙B第17号 証）とも整合す る もので，最

新 の地震地体構造 の区分 とも軌を一にす るものであった。
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［図表4］

平成14年2月 「津波評価 術 （土木学会作成）

過去に津波を引き起こした地震を基準にしつつ，津波学・地震学の見地から，

地震地体構造を踏まえた領域ごとに基準断層モデルを設定し，最も影響が大

きくなる条件で想定津波を算出 （パラメータスタディを行うことで算出結果は既

往津波の平均痕跡高の約2倍 となる）

“ ぱ ヨ弓年 明 治 三陸

’曇∵ 藁講 欝 ≡
くなる津波 は福島 県東方沖地震

の領域 で発生する可能性があ

るMw7．9の 規模 の地震 による

津波で，最終的な最大想定津

677年 延宝房総沖 波 は高さ6．1メ ートル （1～4号

＋劃8』L瞥 要建屋敷地高は1°メート

第5被 告 国 は， 「長 期評 価 の見解 」 に つ いて適 時 適切 に調 査 を行 った結 果 ， 「長

期評価の見解」は，客観的かつ合理的な根拠によって裏付けられた地震地体構

造の知見ではなく，従前の福島第一発電所の津波の安全性に係る審査又は判断

の基準の適合性を見直す必要が生 じる科学的知見ではないと判断 していたとこ

ろ，その判断は当時の科学的知見の進展状況に照 らして合理的であったといえ

るから，被告国の規制権限の不行使が著 しく不合理とされ る余地はないこと

1は じめ に

（1）被 告 国が原告 らが主張す る予見義務 を負 うとい うためには，前記第3の4

の とお り，三陸 沖の海溝 寄 りか ら房総沖 の海溝 寄 りまでの領域 を一体 とみな

す 「長 期評価 の見解 」が，三 陸沖の海 溝寄 りの領 域 と福 島県沖の海溝 寄 りの

領域が近似性のある領域 であることを示す地震地体構造の知見 として，審議
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会等 で の検証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根 拠 に よって裏付 け られ て

いな けれ ばな らないが，被 告国 は，前記 第4で 述 べた 「長期評価 の見解 」が

公 表 され るまで の科 学 的知見 の進 展状 況 も踏 ま えて， 「長期 評価 の見解 」 の

合 理性 につ いて適 時適切 に調査 した結 果 ， 「長 期評価 の見解 」 は審議会 等 の

検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的 かつ合理 的根拠 に裏 付 け られ た科学 的知 見で あ

る との判 断には至 らなか ったため， この知 見は，津波評価 技術 と同様 の考 え

方 に基づ いて され た福 島第一発電所 の波源設 定の審査 又は判 断 の基 準の適合

性 を見 直す必 要性 が生 じる よ うな科 学的知 見では ない として，原子 力規制 に

取 り込 んで こなかった ものであ る。

（2）そ こで，以下 では，原 子力規制機 関 は， この 「長期評 価 の見解 」 につい て

適 時適切 に調査 を した結果 ， 「長 期評価 の見解」 が ，三陸沖 の海 溝 寄 りの領

域 と福 島県沖 の海溝 寄 りの領域 が近似性 の ある領域 で あるこ とを示す地震 地

体 構造 の知見 と して，審議 会等の検証 に耐 え得 る程 度 の客観 的かつ合理 的根

拠 に裏 付 け られ た知見 であ る との判断 に至 っていなか った もので あ り，調査

義務 を十 分 に果 た して いた とい うこ とにつ い て主張す る とともに， 「長期 評

価 の見解」 が公表 され た平成14年7月 以前 の科 学的知見及 び 同月以後 の科

学的知見 の進展 状況 か らす る と，前記 の原子力規 制機 関の判 断 には合理 的で

あ った こ とにつ いて主 張す る （後記2な い し4） 。 その上 で，被 告 国 は， 「長

期評 価 の見解 」 を無視 してい たわけでは な く， 当該知 見を確 率論的安全評 価

の基礎資料 と しては用 いてい た もので あるが，福 島第一発 電所 事故前 の確 率

論的安全評価 の知見 に よって も，福 島第一発電所 は津波 に対す る安全性 を見

直す必要 があ る状況 には なかった ことにつ いて主張す る（後記5） 。

2推 進本部 は，長期評価 を規制 に取 り込むか否 かにつ いて，規制機 関の判断 に

委ね る趣 旨で長期 評価 を公 表 してい る上 ， 「長 期評価 の見解 」 は従 前の 科学 的

知見か らは導かれ ない新た な知見 であ った ことか ら，原子 力規制機 関 と して は，

その知 見 を規制 に取 り込むか否 か を判断す るため， その知見が客観 的かつ合理
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的根拠 を伴 うもの であ るか否 かにつ いて調査 をす る必要 が生 じた こと

（1）推進 本部は，長期 評価の 中で示 され た各種見解 を規 制 に取 り込むか否 かに

ついて，規制機 関等の受 け手側 の判断 に委ね ている こと＊11

ア 推進 本部 が平成14年7． 月31日 に公 表 した三陸沖 の海溝 寄 りの領域 か

ら房 総沖 の海溝 寄 りの領域 まで を一体 とみ なす 「長 期評価 の見解」 は， こ

れ を地震地体構 造 の科学 的知見 とみれ ば，津波 に対す る安 全性 の判 断にお

いて依拠 していた津波評価 技術 と同様 の考 え方 との関係 で，福 島第 一発 電

所 の当該基 準の適 合性判 断 に影 響 を与 え得 る知 見 で あったが ，後記 （3）で

述べ る とお り，前記第4で 詳述 した津波地震 につ いての専門家 間での一般

的 な見解 か らは導 かれ ない新 たな見解 であ ったた め，原 子力規制機 関 とし

て は， この 「長期評価 の見解」 を どの よ うに取 り扱 うべ きなのかが問題 と

なった。

イ そ こで，原子 力規制機 関 は，後 記3の とお り， 「長期 評価 の見解 」 を直

ちに原子力規制に取 り込むのではな く，同知見を裏付 ける客観的かつ合理

的根拠 の有無 ・程度 を調査 した もので あ るが，そ の よ うな対応 を した理 由

を正 しく理解 す るた めには，その前提 と して，推進本 部 自身 が，長期評価

の中で示 され た各種 見解 を裏付 ける科 学的根拠 の程度 を踏 まえて，受 け手

側 において ，その取扱 いを十分 に検討 す るこ とを想 定 して各種長 期評価 を

公表 してい た もので あ り，三陸沖 の海溝 寄 りの領域 か ら房総 沖の海 溝寄 り

の領 域 まで を一 体 とみ なす 「長期評価 の見解」 を含 む長期評価 の 内容 は，

＊11念 のため付言をするが，推進本部事務局は，文部科学省研究開発局地震 ・防災研究課に設置 さ

れてお り，被告国は，推進本部が同省 に設置 された機関であることから，長期評価の趣 旨等に

関す る主張をするに当たっては，当然のことなが ら，同事務局の確認を経て，これを主張 して

いるところである。
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そ もそ も直 ちに規制や 防災対策 に取 り込 まれ るべ き との趣 旨で公 表 した も

のではない， とい うこ とを踏 ま えるこ とが肝要 であ る。

す なわ ち，推進本部 は，総合基本施 策 を公表 した平成11年4月 以 降，

当面推進 すべ き地震 調査研究 の筆頭 に掲げ た 「全 国 を概観 した地震動 予測

地 図」 （丙A第227号 証 の1な い し3） を作成す るた めに，長期評価及 び

強震 動評価 を実施 してい た ところで あ るが， 「国民 の防災意識 の高揚 」 と

い う観 点か ら，本 邦 のいずれ か の地 点に被害 を もた らし得 る全て の地震 の

長期的 な発 生可能性 を，確 率 を示 して評価 す るこ とを余儀 な くされ たため，

発 生可能性 が科 学的根拠 を もっ て否 定で きないだ けで，積極 的 な裏付 け を

伴 わない知見 も評 価 の基礎 と して取 り入れ るこ とになった。 そ のため，長

期評価 の中には，単に可能性 があ る との判 断のみ が示 され てい るにす ぎず ，

直 ちに規制やハ ー ド面 での防災対策 に取 り込 む こ とが できない知見 も含 ま

れ ていた のであ るが，推進本部 は，その こ とを認識 していたが ゆえに，受

け手側 にお いて，長期評価 の 中で示 され た各種見解 につい て， これ を裏付

け る科 学 的根 拠 の程度 等 を踏 ま え てそ の取扱 い を決 め るこ とを前提 と し

て，長期評 価 を公 表 していた ので あ る （被 告 国第19準 備 書面 第2・2な

い し13ペ ー ジ参 照）。

この よ うに，三陸沖 の海溝 寄 りの領 域か ら房総 沖の海溝寄 りの領域 まで

を一体 とみ なす 「長 期評価 の見解 」 を含 む長期評価 の 内容 は，そ の 目的及

び評 価手 法の独 自性 か ら，それ を裏付 け る科学的根拠 の有無 ・程度 を検討

す る こ とな しに原 子力 規 制 に取 り込 む こ とは で きない科 学 的知 見 で あっ

た。実際，三 陸沖か ら房総 沖にか けての海溝 寄 り領域 を一体 とみな した 「長

期評価 の見解」 につい て見 ると，公 表 直後 にそ の重要 部分 に対 して疑義 が

呈 され るな ど した （被 告 国の平成30年9月4日 付 け第21準 備 書 面 〔以

下 「被 告 国第21準 備 書 面」 とい う。〕 第3・12な い し21ペ ー ジ）ほ

か，後記4で 述べ る とお り，その後 も，同知見 とは整合 しない科学 的根拠
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が積 み重 なってい った もので ある。

（2）原子 力規制機 関に おいて も，長期評価 の 目的や評 価手法 等の独 自性 か ら，

長期評 価 で示 された知見 は，科学的根拠 の有無 ・程 度 を検 討せず に原子 力規

制 に取 り込 む ことが できな い知見 であ ると認識 されて いた こと

前記 （1）では ，長 期評 価 の公 表主 体 であ る推進 本部 にお ける公 表 の趣 旨 と

い う観 点 か ら述べた が，長期評価 の受 け手 の一 つで ある原 子力規制機 関 にお

い て も，長期 評価 は ， 「理学 的 に否 定 で きない」知 見 に と どま る もの も含 ん

だ ものであって， そ こに示 され た知 見 を裏付 ける科学 的根 拠 の有無 ・程度 に

よっては原子 力規制 に取 り込 まな くて も よい場 合が あ る と認識 され てい た も

のであ る。

す なわ ち，原子力 安全委員会 は，平成13年6月 以降，耐震設 計審査指針

の改訂 に着手 していたが ，被告 国第21準 備 書面第3の2（4） （17な い し2

0ペ ー ジ）で述 べ た とお り，平成15年3月20日 ， 同指針 の改訂 に向けた

審議会 の一つ であ る原子 力安全 基準部会 耐震指針検討 分科会第7回 地震 ・地

震動 ワー キン ググルー プにおいて， 同分 科会主査代 理の大竹名 誉教授 が，科

学 的根 拠 の有 無 ・程度 が様 々 な理 学 的知 見 が推進 本 部 か ら公 表 され た場 合

に，原子力安全 規制 の分 野で行 う規制判 断 に支 障 を来す のでは ない か との懸

念 を表 明す るや， これ に引 き続い て，地震学や 地震 工学 ， リス ク評価 とい っ

た原子力安全 に関す る規 制判断 をす る際 に必要 となる様 々な分野 の専 門家か

ら， 「（引用者 注 ：推進 本部 の）目的 と して は，や は り全 国 を概観 す る地 震動

予測地 図 とい うことで，概観す る とい うこ とに重点 を置 いてお りま して，詳

細 に，あ る地域 があ る地点 ，例 えば， ある建物 をこ こに建 て よ うとい うとき

に，そ このい わゆる耐 震性 ，そ こまでや る とい うこ とではない わけです ね。」，

「（引用者 注 ：推進本 部 の長期評価等 ）は，全 国 を概 観す る とい う大 きな 目標

があ るため に，かな り苦 しい ことをや ってい る感 じがす るん です よね。 です

か ら，勿論 ，個 々には技術 的に参 考 になる こ とが あ ると思い ます けれ ども，
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これが直 ちに あるサイ トでの地震動 の評 価 に， これ を非 常に強 く念頭 に置 く

とい うのはち ょっ と一般 論 としてはまず くて，十分慎重 に検討すべ きだ と思

い ま した。」 （丙A第175号 証15枚 目）な どと，推進本 部 の評 価 一般 を原

子力安全規 制 の判断 を行 う際 の前提 として取 り扱 うことへ の異論 が多数述べ

られ てい る。

また，前記指針 の改訂作業 が大詰 めを迎 えた平成18年8月8日 ，第46

回原子 力安全基準 ・指針 専門部 会耐震指針 検討分科会 にお いて，原 子力安全

委員会 が 同指針 の改訂 に際 して実施 した公 衆審査 に寄せ られ た公 衆意 見に対

す る回答 内容 を議論 した際には，地質学 の専 門家で ある衣笠 善博 委員 が，「推

本 とい うのはあ る 目的 のため に既存 の資料 に基 づいて理学 的に否定 で きない

よ うな事象 はす べて起 き るんだ とい うこ とで評価 を して い るので ，原子 力の

耐震安全性 のた めの とい う目的， しか も既存 の資料 ばか りでは な くて， 自ら

調 査 をや って，そ の資料 に基づ いて判 断す る とい うこ とも含 めて ，性 格が全

然異 な るので，推本 の結 果 を明示 的 に採用 す る とい う文章 は （引用者 注 ：指

針 及 び解 説 に）入 れ ない方 がいい 」， 「推 本 の活 断層 に関す る評価 結果 とい う

のは， 目的や，’使 ってい るデー タ，評価方法 が原子力 とは異 な ります ので，

推本 の評価 結果 も参 考 に しな さい とい うことを明示的 に書 くとか えって混乱

を生 じる と思い ます。 しか し，推 本 の評価結 果 を無視 しろ と言 ってい るわけ

ではな くて，推本 の評 価結果 も参考 に して，かつ ，既往 の評価結果 と異 な る

結果 を得 た場合 は，そ の根拠 を明示 しなけれ ばい けない とい うことに してお

ります ので ，推本 の使 ったデ ー タよ りも上回 るデー タに基づ いて，異 なる評

価 結果 が生 じるの は 当た り前 の こ ととい うふ うに私 は理解 してお ります。」

（丙B第85号 証57な い し59ペ ー ジ。 ただ し，傍 点 は引用者。 ）と述べ ，

推進 本部 の長期評価 の 目的，評 価手法及 びデー タの質 が独 自であ るため，原

子力規制機 関が逐一評価 の前提 に置 かねば な らない もので はない と明快 に述

べてい る。 さ らに，原子 力工学 （システム安全 ， リス ク評価等）を専 門 とす る
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平野光 將委員 も， 「推本 の こ とが 出 たので。私 の よ うな この分 野 の専 門 でな

い人 間が今 ごろ意 見を言 うの は何 んだ と言 われ そ うなんです けれ ども，パ ブ

コメに出ていた ので言 わせてい ただ きま した。 私 は推本 のやつ を採 用 しろ と

言 ったのでは な くて，既 存 の資料 の一つ の代表 例 として推 本 の名前 を出 した

らど うかな と。 （中略）最 終的 には，既 往 の研 究成果等 も含 めて総合 的 に検討

す る とい うの は当然 です し，既往 の研 究 があま りよくない のであれ ば，それ

をちゃん と否定 で きるよ うな調査 ・分析 を して くだ さい とい う意 味で 出 しま

した。私 は専 門では あ りませ んが，推本 とい うのはかな り有名 です し， 目的

は確 かに違 うんで しょうけれ ども， 国を挙げた プ ロジェ ク トと して もや って

い る と。 私の よ うに原 子力 を長 くや って きた人 間か ら例 えば北 陸電力の志賀

の裁 判 （引用者注 ：志賀原子力発 電所2号 機 建設差止請 求事件 の こ とで あ り，

金沢地方裁 判所第 二部 〔井戸謙 一裁 判長 〕が，平成18年3月 ，推進 本部 の

おう ち がた

邑知潟 断層帯 の長期 評価 に依拠 して考慮 すべ き邑知潟 断層帯 に よる地震 を北

陸電力 が考慮 してい ない な どと して，差止 請求 を認容 した もの。 ただ し，平

成21年3月 ，名 古屋高裁金沢 支部 〔渡 辺修 明裁判長 〕 は，北 陸電力株式会

社 が前記 長期評価 と異 なる評価 を した こ とを妥 当 と して一審 を取 り消 し，請

求 を棄 却 した 〔上告棄 却 に よ り確 定〕。 丙B第86号 証 ）を見 ます と， これ

はまだ一 審です し，技術 的に ど うこ うとい うのは結論 がつ いてい るわけでは

あ りませ んが ，裁 判官 は推本 を非常 に勉 強 して ，推本 の こ とをい ろい ろ取 り

出 してや って い るわけです ね。それ に対 して十分 な反論 が され なか った のか，

裁判 官の判断 が間違 って いたのか分 か りません が，それが重要視 されて い る

ところを見 る と， しか も先 ほ ど申 し上 げま した よ うに国 の大 きなプ ロジェク

トなので，これ も一つ の参考 資料 として使 って ほ しい と。私 の言いたい のは，

推本 を超 える調 査 ・分析 をや って くだ さい よ とい う意 味で， あ えて こ うい う

もの を取 り出 した らど うかな と思い ま した。 （中略）こ うい うあ る種 の権威 の

あ る， 目的 が違 うとい うことは私 も よく知 ってい るつ も りです が， これ で従
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え とい うので はな くて，一つ の例 として上 げて， これ を超 える調査 ・分析 を

して くだ さい とい う意 味 で書 いた らど うかな とい うこ とであ ります。」 （丙

B第85号 証58ペ ー ジ）とし，推 進本 部 が国 の機 関 であ る こ とを踏 ま えて

既存 の資料 の一つ の代表例 と して参照す るよ うに求 め られ るこ とはあ り得て

も， これ に従 うこ とを求 め られ るべ きではな く，他 の研 究成果 との総合 的 な

検討 を経て結論 を判断すべ き こ とは当然 で ある と述べ てい る。 さらに，機 械

工学 の専 門家 で あ る柴 田碧 委員 は， 「現実 的 に推 本 と中央 防災会議 とい ろい

ろな こ とで， これ は必要 があ ってか も しれ ませ んけれ ども，違 うデー タが決

定 され る。 これ は研究結果 と しての決 定 とは若干異 な る もの もあ るので， あ

ま りそれ に振 り回 され る と，原子力 の立場 と違 う立場 の決 定を，すべ て安全

側 だ といって，エ ンベ ロ ップ を とる（引用者注 ：包絡 線 を とる）よ うなこ とが

起 きない か，それ を心配 してい るわ けです。」 （丙B第85号 証60ペ ー ジ）

と述べ ，原 子炉施設 を念 頭 としない公 表結果 を全 て単 に安全側 で ある とい う

こ とだけ を理 由に採用す るこ とへの危惧 を述べ てい る。

そ して，原子力安全委 員会 は，それ らの議論 を踏 まえて，公募 意見 に対 し

て ， 「地震 調査研 究推進 本部 の活 断層調 査結果 等 につい ては， 目的 ・評価 方

法 ・デ ー タが異 な るこ とか ら，直接それ らを取 り入れ ることは求 めていませ

ん （中略）。（引用者注 ：推進 本部 の評価 結果 は，）『既往 の研 究成果』及 び 『既

往 の資料等』 と して，安全審査 におい て，総合 的 な検討 を行 う際 に参 照 され

るこ とにな ります 。」 （丙B第87号 証38枚 目 〔整理 番 号EO20の 公 募

意 見 に対 す る対応方針 案〕 ）と回答 し，推進本 部 の評価結 果 は 「精度 に対す

る十分 な考慮 」 （丙B第88号 証11ペ ー ジ）を行 った上で安全審査 の中で参

照 され る ことが求 め られ るに とどま り，必 ず しも これ に従わ なけれ ばな らな

い もの ではない こ とを明 らか に してい る。

この よ うに，原 子力規制機 関にお いて も，長期評価 の 目的や評価手 法等 の

独 自性 か ら，長期評価 で示 され た知 見は，科学的根拠 の有無 ・程度 を検討せ
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ず に原子力規 制 に取 り込 む こ とはで きない知 見であ る と認識 されてい た もの

で あ る。

（3） 「長期評 価の見解」 は，それ までの科学 的知 見か らは導 かれな い新 たな考

え方 であ った にもかか わ らず ，その見解 を採用 した科学 的根拠 を記載 して い

なか った こと

ア 「長期 評価 の見解 」 は，図表5の とお り，三陸沖 北部か ら房総 沖の海 溝

寄 りの どこで も明治 三陸地 震 ク ラスの津波 地震 （津 波 マ グニチ ュー ド 〔M

t〕8．2の 津 波地震 ）が発 生 す る とい う見解 で あ り，福 島県沖 の海 溝 寄

りで も明治三 陸地震 クラス の津 波地震 （津波 マ グニチ ュー ド 〔Mt〕8．

2の 津波地震）が発 生 し得 る とい う考 え方 で ある。

［図表5］

丙A第119号 証10，16ページより
平147「 ≡’ の 進 。

「国 民の防災意識の高揚」を図ること等を目的とした全国地震動予測地図作成を目

指し，本邦のいずれかの地点に被害をもたらし得る地震 が生じる可能性を余すことなく

評価するため に策定されたもの
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1896年 明治三陸地

震の領域 （Mw8、3）

地震地体構造上 ，同一の領域と見なされ ていな

かった三陸沖北部 から房総 沖の海溝寄 りをまと

めた領域 を一体として取り扱った上で，過去40

0年 に明治三陸 ，慶長三陸，延 宝房総の津波地

震（後者2つ は不確定）が発 生したと考えられる

ことを根拠に，場所は特定できないが，当該領

域 内のどこかでMt8．2程 度（明治三陸地震級）

の津 波地震が30年 内に20°／・，50年 内に3

0°／o程度の確率で発生すると算 出

※ この確率はボアソン過程によるもので確率論的津
波ハザード解析手法で用いる確率とは異なる

1677年 延宝房総沖

地 震 （不確定）の領域

（Mw8、2）
5

この 「長期評価 の見解 」 の科 学的知見 としての要 点 を整 理す る と，その

50



主 た る内容 は，① 三陸沖北部 か ら房総 沖にか けての 日本海溝 寄 り全長約8

00キ ロメー トル の領域 を 「同 じ構造 を もつ プ レー ト境界の海溝付近」 （丙

A第119号 証19ペ ー ジ）と して一つ にま とめ， そ こで は過 去約400

年 間に3回 の津波 地震 が発 生 した と判 断 した こ と，そ の上 で，② この領 域

で は津 波地震 が将 来 どこで も 「同様 に発 生す る可能性 が あ る」 （同ペー ジ）

と判 断 した こと，③ 将来発 生す る津波 地震 が谷 岡 ・佐竹 論文 （丙B第21

号 証）に ある 「『明治三 陸地震』 につ い てのモ デル」 を 「参 考 に し」 （丙A

第119号 証10ペ ー ジ）てモデル化 でき ると判 断 した こ との3点 であ る。

イ しか しなが ら，前記① について は，佐竹 教授 が 「長期評価 でい う 『同 じ

構造 をもつ プ レー ト境界』 とは，海 溝 軸か ら陸寄 りに向けて どこで も徐 々

に沈み込 んでい る とい う大局的 な構造 や海 溝軸 か らの距離 を指す のであ っ

て， それ 以上 詳細 な地形 ・地質 ・地 下構 造 を意 味 して い ない。」 （平成2

8年5月30日 付 け回答 書 〔丙B第14号 証 の2〕3ペ ー ジ）と述べ る と

お り，三陸 沖 も福 島沖 も房 総沖 も 日本海 溝沿 いの海 溝i軸寄 りの領 域 であ る

以 上 のものを意味す る もので はなく， この領域 が地震地体構 造上一体 で あ

るこ とを意 味す るものでは なか った。

ま た，過去400年 間 にこの領域 内で津波地震 が3回 起 きた としてい る

こ とにつ いて も， 明治 三陸地震 は， これが津波 地震 であ るこ とや その領 域

もおおむ ね明 らか となっていた が，慶 長三 陸地震 及び延宝房 総沖地震 は，

当時 ，津波 地震 であるか否 かが 明 らか になってい なかっただ けでな く，そ

の震源 が どこで あったのか も明 らかで なか ったた め，慶長 三陸地震及 び延

宝房総 沖地震 を 日本海溝 沿いで発生 した津波 地震 で あ ると断定 し， この3
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つ をま とめて評価 をす るこ と＊12は従 前 にはない新 しい見解 で あった。

ウ さらに，前記②及 び③ につ いては，前記 第4の1で 詳 述 した とお り，平

成14年 当時 は，津 波地震 は特 定の領域や 特定 の条件 下で のみ発 生す る極

めて特殊 な地震 であ る とい う考 え方が支配 的で あっただ けでな く，三 陸沖

の海溝寄 りの領域 と福 島県 沖の海 溝寄 りの領 域 では津波地震 の発 生 メカニ

ズムに影 響 を与 える と考 えられ ていた海 底構造 が異 な ってい る とい う事 実

関係 も明 らかに な りつ つあ るな どしてい た状況 で あった上 ， 「長 期評価 の

見解 」が公表 され るまでの間， 明治 三陸地震 ク ラスの津波 地震 が福 島県沖

で発 生す る可能性 があ る旨を指摘す る論文 も存在 して いなか ったため，前

記 ②及 び③ の点 にお いて も， 「長 期評価 の見解 」 は，従 前の科 学的知 見 と

は異 なる新 しい見解 で あった。

エ しか も，推進本部 は，平成15年3月24日 に公表 した 「プ レー トの沈

＊123つ にま とめた理 由につい て，佐竹教授 は， 「そ この津波 の数 を減 らす と確率 が小 さくなって

しまいますので，防 災的に警 告 に意味が な くなって しま うとい うことで， これ は科学的 とい うよ

りは防 災行 政的 な意 味の発言 だった とい うふ うに記憶 してお ります」 （甲A第186号 証39ペ

ー ジ）と述 べ，第12回 海溝型 分科会の論点 メモ （甲A第192号 証 の5・5枚 目）に も 「次 善の

策 として三陸 に押 し付 けた。 あま り減 る と確 率が小 さくな って警告の意 がな くなって，正 しく反

映 しないので はないか， とい う恐れ もあ る」 と記載 されてい る ところ， これ らは， 「地震調 査研

究 の推 進 につ いて」 （甲A第191号 証）におい て， 「地震動 予測 地図 は，その作成 当初 において

は，全 国を大まか に概観 した もの となる と考 えられ，その活用 は主 として国民の地震防災意識 の

高 揚のた めに用 い られ る もの となろ う。」 （同号証9枚 目）と記載 され てい るとお り，推進本 部が

作成 を 目指 していた地震動予 測地図が，当初，主に国民の防 災意識 の高揚 を図 るため に作成 され

ていたた めで あって，長期評価 が直 ちに規制 に用い られ る ことを 目的 と して策定 された もので は

ない ことに由来す るもの とい える。
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み込み に伴 う大地 震 に関す る長 期評価 の信 頼度 につ いて」 （丙A第25号

証）におい て， 「長期評価 の見解 」を 「発生領域 の評価 の信頼 度 」及 び 「発

生確 率 の評価 の信 頼度 」が 「C」の知 見 と評価 してい た もので あ り，特 に，

発生領域 の評価 の信頼 度がCで あ るこ とは，推進 本部 自身が ，福 島県沖 を

含 めた三陸沖北部 か ら房総沖 にか けて の 日本海溝 寄 りの領 域 を一括 りの領

域 区分 とす るこ とについて裏付 け とな る科学的根拠 が乏 しい こ とを 自認す

る もので あった。

オ この よ うに， 三陸沖 の海溝 寄 りの領域 か ら房総 沖の海溝寄 りの領域 まで

を一 体 とみ なす 「長期評価 の見解」は，様 々な点にお いて新 た な知 見であ っ

たに もか かわ らず ，長期評価 には，その よ うな見解 を採用 した科学 的根拠

が ほ とん ど記載 され ていない ばか りか，推進本部 自身 がその科学 的根拠 が

乏 しい ことを自認 していたた め，長 期評価 の記載 だ けではそ の見解 が審議

会等 の検証 に耐 え得 る程 度 に客観的かつ合理 的 な根拠 に裏 付 け られ た もの

で あ ると判 断で き るもので はなか った。

（4）保安 院は ，「長期 評価 の見解 」が客 観 的かつ合理 的根拠 が伴 って いるか ど

うか につ いて調査検 討 をす る必 要が生 じた こと

これ まで述べ て きた とお り，長期評価 は， 「地震 防災対策 の強化 を図」 （地

震 防災対 策特別 措置 法1条 ）る こ とを 目的 として設 置 され た推 進本 部 に よっ

て発 表 され た，将来 の地震発 生可能性 を確 率 に よって示す とい う新 しい考 え

方 に基づ く知 見で あって， これ を地震 地体構造 の知 見 と見 た場 合 には，福 島

第一発電所 の津波 に対す る安 全性 の基 準該 当性 に係 る従前 の評 価 を覆 し得 る

知見で あったが，前記 （1）及び （2）の とお り，その 目的や評価 方法 の独 自性 か

ら，そ の知 見 を裏付 け る科学 的根拠 の有無 ・程度 を調査す るこ とな く，原 子

力規制 に取 り込む こ とはで きない知 見で あ ると原 子力規制機 関にお いて認識

され てい た こ とに加 え，前記 （3）の とお り，長 期評 価 の記載 だ けでは ， 「長

期評価 の見解」 が客観 的かつ合理 的根拠 に裏 付 け られ た知見 なのか を評価 す
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るこ とは困難 であ った こ とか らす る と，保 安院 は，推 進本部 が 「長期評価 の

見解 」 を公 表 した ことに よって， 「長 期評価 の見解 」 が審議 会等 の検証 に耐

え得 る程 度 に客観 的かつ合理 的根拠 に裏 付 け られ た地震地体構 造 の知見 であ

るのか否 か とい う点 につ いて調 査義務 を負 った と考 える ことがで きる。

3被 告 国 が， 「長 期評 価 の見解 」 が公 表 され た直 後の 平成14年8月 に， 「長

期評価 の 見解」 の科 学的根拠 につ いて調査 を した とこ ろ， 「長期評価 の見 解」

が客観 的かつ合理 的根拠に裏付 け られ た もの とは認 め られ なか った こと

（1）被 告国 は，被 告東電か ら 「長期評価 の見解 」の科学 的根 拠 について ヒア リ

ング した結 果 ， 「長期評価 の見 解」 が客観 的 かつ合理 的根拠 に裏 付 け られた

もの とは認 め られな いと判断 した こと

ア 保 安院 は，後記4（6） ア （ア）で も述 べ る とお り， 「長期評 価 の見解 」 が公

表 され る以 前か ら，原子 力施設 の耐震安全性 に係 る新 た な科学 的知 見の調

査検 討 を して，客観的 かつ合理 的根 拠 に裏付 け られ た科 学的知 見について

は耐震安全評価 に反映 させ ていた ところ，平成14年7月31日 に 「長期

評価 の見解 」が公表 され た こ とか ら，保安 院の原子力発 電安全審査課 耐震

班 におい て， 同年8月5日 までの間 に 「長期評価 の見解 」 に対す る対応 方

針 等 につ き被 告東 電 の ヒア リング を行 った （丙B第67号 証2な い し7ペ

ージ，資料①）。

イ これ に対 し，被告東 電 は，同年8月5日 に，保 安院 に対 し，福 島県沖で

は有史以来，津波地震 が発生 してお らず，また，谷 岡 ・佐竹論 文 による と，

津 波地震 はプ レー ト境界 面 の結合 の強 さや 滑 らか さ，沈 み込 ん だ堆積物 の

状 況 が影響す るな ど，特 定 の領域や 特定 の条件 下で のみ発 生す る極 めて特

殊 な地震 であ る とい う考 え方が示 され てい る ことか ら，「長 期評価 の見解 」

は，客観 的かつ合理的根拠 を伴 うまで に至 っていない 旨を説 明 し，保安 院

は， かか る説 明 に理解 を示 した ものの，推進本部 が どの よ うな根 拠 に基 づ

いて 「長期評 価 の見解」を示 した もので あ るか を確認 す るよ う指示 した （丙
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B第67号 証5な い し7ペ ー ジ，資料①）。

ウ そ こで，被 告東電 は， 同月7日 ，津波評価 技術及 び 「長期評価 の見解 」

の双方 の策 定 に関与す る とともに谷 岡 ・佐竹 論文 の共著者 の一人で あ り第

一線 の津波 地震 の研 究者 で ある佐 竹教授 に対 し， 「長期 評価 の見解 」 の科

学 的根 拠 の程度 につ いて 問い合 わせ るな ど し（同号証8，9ペ ー ジ，資料

③ ない し資料⑤），同月22日 には， 「長期評価 の見解 」は，理学的 に否 定

で きない知 見で はある もの の， 客観 的 かつ合理 的根拠 が示 され てお らず ，

地震 地体構造及 び津波 地震 に関す る新た な知 見で はない とい う事実 が確認

され た こ とか ら，保安 院 に対 して，被告東電 としては， 「長期評価 の見解」

を決定論 的安全評価 には取 り入 れず ，確率論 的安全評価 の中で取 り入 れて

い く方針 で ある 旨報告 し，保 安院 も この よ うな方針 を了解 した （同号 証9

ない し12ペ ー ジ，資料⑥）。

（2） 「長期評価の 見解」 を裏 付 ける科学 的根拠が存在 して いなか った ことに照

らす と，前 記 （1）の調 査 をも って ，被 告 国はそ の時点 に おけ る調査義 務 を果

た した と評価 され るべ きで あること

ア この よ うに，被 告 国は ， 「長期 評価 の見解 」 が公表 され た直後 の平成1

4年8月 に，被告東 電 を通 じて， 「長期評 価 の見解 」 を裏 付 け る科学 的根

拠 の有 無 ・程 度 を調 査 した もので あ るが， 「長 期評価 の見解」 を裏付 け る

科学的根拠 は存在 してい なかった こ とを踏 ま える と， この調査 に よって こ

の時点 にお ける必要 な調 査義務 を果た した と評 価 され るべ きである。

イ す なわ ち， 「長期評 価 の見解 」 は，全 国地 震動 予測 地 図にお ける確 率論

的評価 を可能 とす る との独 自の 目的 に基 づいて，科 学的根拠 を もって発生

可能性 を否定 で きない地震 を全 て評価対象 に取 り込 んで実施 され た長 期評

価 において のみ示 され た知 見で ある上 ，従前の科 学的知見 か らは導かれ な

い科学的知 見で あった に もかかわ らず ，その知見 を裏付 け る科 学的根 拠 も

示 され ていなか った のであ るか ら，審議 会等 を設 置 してその科 学的根拠 の
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有無 ・程度 を検討 しな くとも，審議会 等の検証 に耐 え得 る程度 に客観 的か

つ合 理 的根拠 を伴 った科学 的知見 では ない こ とが明 らかであ った。 この こ

とは，被告 国第18準 備 書面 第4の5（2） イ （85な い し94ペ ー ジ）で述

べた とお り， 「長期 評価 の見解 」 につ いて，佐 竹教授 のみ な らず， 当時 の

推進 本部 地震調 査委員会委 員長 の津 村博士 を含 む地震 学 ・津波学 ，津波工

学 の専 門家が，それ ぞれの専 門分 野の専 門技術 的知 見 を踏 まえつつ ，一様

に上記 同様 の見解 を示 してい た こ とに よって も裏付 け られて い る。

この よ うに， 「長期 評価 の見解 」 は，平成14年8月 当時にお いて， そ

の知 見の趣 旨 ・目的等 に照 ら して，原子 力規制機 関が規制 に取 り入れ る こ

とを前提 とした対応 を取 らな けれ ばな らない状況 には なかったの は明 らか

であ った以上 ，被 告国 が，北海 道南西 沖地震 の発 生や4省 庁報 告書 （案）の

公表 の後 の対応 （後記4（6） ア （ア））とは異な り，被 告東電 に対 す る ヒア リン

グを直 ちに行 い， 自主 的検討 や専 門家か らの意 見聴 取 を求めた上 ，被告東

電が ，そ の検討結果 を踏 まえて，「長 期評価 の見解 」を無視す るこ とな く，

当時 ，安全性 向上 を 目指 して研 究 ・開発が進 んでい た確 率論 的安全評価 の

基礎資料 に取 り入れ る との方針 であ るこ とを確認 す る とい う対応 を した こ

とは， 「長 期評価 の見解 」 の科学 的根拠 の有無 ・程 度等 の 明確 さに応 じて

適時適切 な調査 を履行 した もの と評価 され るべ きであ る。

なお， この点 につ いて は，被 告東電 が事 情聴 取 を した相手 が佐竹 教授 の

み で あったか否 かに よ り左右 され る ものでは ない。佐 竹教授 は， 当時か ら

第一 線 の津波地震 の研 究者 で あった上 ，推進 本部地震 調査委員 会長期評価

部会 及び 土木学会原 子力 土木 委員会津 波評 価部会双 方で委員 を務 め，何 よ

り 「長期評価 の見解 」 がその判 断を示 す際の ほぼ唯一 の根拠 と して取 り上

げた論文 （谷 岡 ・佐 竹論文）の主著者 で もあったので あるか ら，長期評価 の

趣 旨 ・目的は も とよ り，決 定論 的評価 に取 り入れ られ るべ き知 見 に求 め ら

れ る科学 的根拠 の程度 につい て も理解 してい た専門家 として，正 に聴取対
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象 と して適任 であ った。 この よ うに述 べ る と，仮 に被告東 電が 「長期評価

の見解 」 を支持 してい た島崎氏 に対す る ヒア リングを行 ってい た ら結論 が

違 って いたはずで ある 旨の反論 が予想 され るが，た とえ同氏が被告東 電 に

対 して 「決 定論 的安全評価 に取 り入 れ るべ きで ある」 旨述べた と して も，

同氏 が津波 の専 門家 で も原子力 の専門家 で もな く，安 全評価 につ いての知

見 を もってい ない以 上，直 ちに これ に沿 う規 制判 断 をなすべ きでない のは

当然 であ る し，原子力 規制 において は特 定の専 門家 の個人的見解 に依拠 し

て規制権 限 を行使す るのではな く，必要 に応 じて審議 会 の設置 等 を行 って

当該知 見 を吟味 して検 討 を尽 くす こ ととな る ところ，前記 の とお り多 くの

地震 学 ・津波学 ，津波 工学 の専 門家 が 「長 期評価 の見解」 に対 して一様 の

見解 を示 してい るこ とか ら，結果的 に も，原子 力規 制 に取 り入 れ るこ とに

はな らなかったで あろ うこ とは明 らかで ある。

4平 成14年8月 以降 も， 「長 期評価 の見解 」 に裏付 ける客観 的か つ合理 的根

拠 は発 表 され て いなか ったため，保安院 は，調査義 務 を果 た した結果 ，規制 権

限を行使す る との判断 に至 らなか った こと

（1）「長期評価 の見解」公 表後 も，同見解 に整合 しな い論 文ばか りが公表 され ，

「長期評価 の見解」 に客観的か つ合理的根拠 を与 えるよ うな見解が公 表 され

なか った こと

保安 院 は，前記3の とお り， 「長 期評価 の見解 」 が公表 され た直後 の平成

14年8月 に調査 を行 っ た結果 ，同知見 は，客観 的 かつ合理的根拠 に裏 付 け

られ た科 学的知見 であ る とは確認 で きなかったた め，同知見 は規制 に取 り入

れ るべ きものであ るとは判 断 されなか った。

また，「長 期評価 の見解 」につい ては，以 下のア ない しエで述べ る とお り，

同知 見の公表後 も， 同知 見に客観 的 かつ合 理的根拠 を与 える よ うな見解 は公

表 されず ，む しろ， 「長期 評価 の見解 」 に整 合 しない論 文 あ るい は 「長期評

価 の見解」 の整 理が客観 的かつ合理 的根拠 を伴 ってい ない 旨指摘 す る見解 が
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公表 され ていた ものであ る。

ア 平 成15年 に地震 地体構造 の最新の知見 と して公表 された いわ ゆ る垣見

マ ップ （垣 見俊 弘 ほ か 「日本 列 島 と周 辺海 域 の地 震地 体構 造 区分 」 〔丙B

第17号 証 〕）は ，そ もそ も 「長期評 価の 見解」 を新 た な地 震地体構 造論

上の知見 とみ な して もいな い上 ，仮 に長期評価 を地 震地体構造 論上の知見

と取 り扱 うに して も，垣見マ ップにお ける福 島県沖の地 震地 体構造 区分 は，

「長期評価 の見解」 の領域 区分 と異 な るもの で あった こと

津波 評価 技術 は，前記 第3の3（2） で詳 述 した とお り，波源 を設 定す る

べ き領域 区分 を地震 地体構造 な どの科学 的根拠 を踏 ま えて行 うとい う考 え

方 を示 してい た ところ， 「長期 評価 の見解 」が公 表 され た後 の平成15年

には，地震地体構 造 の最新 の知見 として垣見マ ップ （丙B第17号 証）が発

表 され た。 この垣 見マ ップ では， 「長 期評価 の見解」 を参 考文献 にす ら掲

げてお らず ，福 島県 沖の津波地震発 生可能性 に関す る 「長期評価 の見解」

が地震 地体構造論上 の学術的意義 を認 めて いなか った 上，図表6の とお り，

萩原 マ ップでG2，G3と 大 きく2つ に区分 した箇所 について，8A1か

ら8A4ま での4つ に区分 し（丙B第17号 証391ペ ー ジ），福 島沖に相

当す る8A3の 領域 にお け る地震 の例 と して，津波評価 技術 と同 じく19

38年 の福 島県東 方沖地震 を最 も大 きな もの として挙 げ られ てお り，明治

三陸地震 を代表 例 に挙 げてい る8A2の 三陸沖 ，延 宝房総 沖地震 等 を代表

例 に挙 げてい る8A4の 房 総 沖 とは異な る区分 を してい た （同号証394，

395ペ ー ジ）。 なお，前記 図表3で 示 した 日本海 東縁部 の領域 （前記第3

の （3）イ）は，垣見 マ ップで も地震 地体構造 と して 同一 区分 とされ，地震 の

例 として も北海道南 西沖地震 が挙 げ られ てい る。
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［図 表6］

丙A第119号 証16ペ ー ジより

丙B第17号 証3枚 目より

「長期 評価の見解 」後に公表された最新 の地震地体構造 区分図との違 い

「長期評価の見解」の区分 最新の地震地体構造区分図（平成15年 公表）

亀 所 沖，’罰 り

］明治三陸地震発生のi
：7Nl構 造区（三陸沖）

’

丁 日 本 海 東 縁 部 ： 「“

7／SCAi ，

福島県東方沖

地震発生の

構造区（常磐沖）

そ して ， この垣 見マ ップは，地震地体構 造論上 の 区分 図 としては，福 島

第 一発電所事故 当時 は もとよ り，福 島第 一発電所事故 後 の原子炉 再稼働 の

可否 を検討す る新 規制基 準に基づ く適合性 審査 にお いて も，最新 の知見 と

して 取 り上 げ られ てい るもので ある （丙A第237号 証43な い し55ペ

ー ジ）。

この よ うに， 「長 期評価 の見解」 が公表 され た後 に示 され た地震 地体構

造 の最 新 の知見 は， 「長期 評価 の見解 」 を地震 地体構造 上 の知見 と して取

り扱 っていない上， その内容 上 も三 陸沖 の海溝寄 りか ら房総 沖の海 溝寄 り

ま でを一 体 とみ なす 「長期 評価 の見解 」 の領域 区分 とは異 な るもので あっ

た のであ り， 同知見 の領域 区分 に客観 的かつ合理 的根 拠 を与 え るよ うな も
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ので はなかった。

なお ，平成14年7月 の長 期評価19ペ ー ジ には， 「同 じ構 造 を もつ プ

レー ト境界 の海 溝付近 に， 同様 に発 生す る可能性 が あ る とし，場 所は特定

で きない とした」 との記載 があ るが ， この記載 が ，三陸沖北部 か ら房総沖

にかけての海溝寄 りの領域 を地震地体構造 上一体 であ る ことを認 める意味

を含 まない ことについ ては，佐 竹教授 が前橋地方裁 判所 で行 われた書面尋

問 に対す る回答 書 で明確 に回答 してい る とお り， 「長 期評 価 でい う 『同 じ

構造 をもつ プ レー ト境界』 とは，海溝 軸か ら陸寄 りに向けて どこで も徐 々

に沈み込 んでい る とい う大局的 な構 造や海 溝軸 か らの距 離 を指す のであ っ

て ，それ 以 上詳 細 な地形 ・地質 ・地下構 造 を意 味 してい ない。」 （平成2

8年5． 月30日 付 け回答書 〔丙B第14号 証 の2〕3ペ ー ジ）もので ある。

イ 平成14年12月 に 日本海溝 沿 いの海底地 形 ・地 質に関す る最 新の知見

と して公 表 され た いわゆ る鶴 論 文 （鶴 哲郎 ほか 「日本海 溝域 に お けるプ レ

ー ト境界 の弧沿 い構造 変化 ：プ レー ト間 カ ップ リングの意 味」 〔丙B第1

9号 証 の1，2〕 ）は，津 波地 震の発 生領域 及 び メカニ ズム に関す る谷 岡

・佐 竹論文 に客観 的な裏付 けを与 える もの である一方 ，「長期評価の 見解 」

とは整合 しな いもので あ った こと

（ア） 前記 第4の1（2） で詳述 した とお り，平成14年 当時 は，谷 岡 ・佐 竹

論文 （丙B第21号 証）の考 え方 が，多 くの支持 を集 めてお り，津波 地震

は特 定の領域や特 定の条件 下でのみ発生す る極 めて特殊 な地震 であ る と

い う考 え方 が支配 的で あったた め， 明治 三陸地震 ク ラス の津波 地震 が福

島県沖で発生す る可能性 があ る とす る見解 は皆無 であ ったほか，三浦 ほ

かの海 底構造探査 の調査結 果 （丙B第18号 証）に よって ，三 陸沖 と福 島

沖の海 溝軸 沿い を含 めた海 底地形 ・地質 のデー タが集 積 され ，津波地震

の特性 （揺れ の強 さに比 して津波高 さが高い こと）を合理 的に説 明す る付

加 体 と呼 ばれ る軟性 堆積 物 の厚 み 等 が異 な って い る こ とが判 明 しつつ
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あった。

（イ） しか る ところ，前記鶴 らの調査 結果 では，図表7の とお り，津波地震

の発 生 場所 と して知 られ る海溝 軸 付近 の堆積 物 の形 状等 を観 測 した結

果 ， 「北部 の海溝 軸 に平行す る等 間隔 の地形 的隆起 が ある」， 「対照 的に

南部 で は，海 洋 プ レー トに等 間隔の地形 的特徴 は無 い」 （丙B第19号

証の2・7ペ ー ジ）と した上で ， 「3．2． 北部 の地質構造 」 として 「大

陸プ レー トの海側 端 で相 対的 に低速 （2－3km／sP波 速度）な模形堆

積 ユ ニ ッ トを示 してい る」 （同ペー ジ）とす る一方 ， 「3．3． 南 部 の地

質構造 」 と して， 「対 照的 に南部 で は，模形構 造 は見 られ ない。約3－

4km／sのP波 速度 の層 （図9の ユニ ッ トU）が，海溝軸 と垂 直 な地震

線 の プ レー ト境 界 に分布 してい る」 （同号証 の2・9ペ ー ジ）と記 述 し，

北部 の海溝 軸付 近で は堆積物 が厚 く積 み上 がってい るのに対 し，南部 で

はプ レー ト内の奥 まで堆積物 が広 が り，北部 の よ うな厚 い堆積物 は見つ

か っていない こ とを明 らか に してい る。
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［図表7］

平成14年12月 に公表された地震地体構造に関連する最新の調査結果

津波地震の発生と規模に大きな影響を及ぼすと考えられていた海底地形・

堆積物の観測結果が三陸沖と福島沖で異なっている

Northcas

Japanar

福島寧一

●

∧

1896年 明治 三陸地震

の領 域 （Mw8．3）

凹凸が少ない

（ウ）すなわち， 「長期評価の見解」公表後 に示 された津波地震 に影響があ

ると考えられていた海底地形及び海溝軸付近の堆積物の形状等に関する

最新の調査結果は，津波地震は特定の領域や特定の条件下でのみ発生す

る極めて特殊な地震であるとい う考え方 を補強す るとともに，かつ明治

三陸地震 クラスの津波地震が福島県沖で発生す る可能性 について否定的

に働 くものであって，「長期評価の見解」に客観 的かつ合理的根拠 を与

えるものではなかったのである。

ウ 平成15年 に低周波地震 と津波地震について公表 された知見 （松澤暢，

内田直希 「地震観測か ら見た東北地方太平洋下における津波地震発生の可

能性」〔丙B第1号 証〕）は，最新の調査結果等 を踏まえれば福島沖で低

周波地震が発生 しても津波地震に至る可能性が低 い旨指摘 しており，「長
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期評価 の見解」 と整 合 しない もので あ った こと

（ア） 前記論 文 は， 「長 期評 価 の見解 」 が公表 され た後 に松澤 教授 らが公表

した もので ある ところ， この論 文で は，1896年 に発生 した明治三陸

地震 を 「津 波地震 」 と位置 づ け る とともに （丙B第1号 証370，37

2ペ ー ジ）， 「津波 地 震 につ いて は ， 巨大 な低周 波地 震 で あ る との考 え

方が多 くの研 究者 に よって な され てい る」 （同号証370ペ ー ジ）とした

上で ， 「福 島県 沖～茨城 県 沖 にか けての領域 にお いて も大規模 な低周 波

地震 が発生す る可能性 が ある」 ものの， 日本海溝 沿い の構 造 の調査結果

か らす る と， 「福 島 県沖 の海溝i近傍 で は，三 陸沖 の よ うな厚 い堆積物 は

見つかっ てお らず ， も し，大規模 な低周 波地震 が起 きて も，海 底 の大規

模 な上下変動 は生 じに くく，結果 と して大 きな津 波 は引き起 こ さないか

も しれ ない」 （同号証373ペ ー ジ）と して，三 陸沖以外 において は，巨

大低周波 地震 は発 生 して も津 波地震 には至 らないか も しれ ない と結論づ

けてい る （同論文 冒頭 の要約）。

（イ）す なわ ち， 同論文 は，津波 地震 の前提 となる低周波 地震 の発 生領 域が

限定 され るもので はない が，低周 波地震 が津波地震 に至 るた めには，谷

岡 ・佐竹論 文が示す よ うに，特 定の領域や特 定の条件 が組 み合 わ さるこ

とが必要 で ある ところ，前記鶴 らに よる海底 地形 調査結 果 によれ ば堆積

物等が異 な るこ とか ら，福 島県沖 で明治三 陸地震 クラスの津波地震 が発

生す る可能性 が低 い 旨を指摘 してい るので あって， 「長期 評価 の見解 」

に客観 的 かつ合理 的根拠 を与 える よ うな ものではなか った。

工 平成14年 の 「長期評価 の見解」公 表後，地震学分 野か ら 「長期評価の

見 解 」 にお いて前 提 と され た津波 地 震の 整理 が 客観 的 かつ 合理 的根 拠 を

伴 っていな い旨指摘 す る見解 が示 された こと

（ア） は じめ に

「長 期評 価 の見解 」 は，前記2（3） の とお り，慶長 三 陸地震 ，延 宝房
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総沖地震 を 日本海溝 沿いで発 生 した津波 地震 と考 え るこ とを前提 とす る

見解 であ る ところ， この前提 につい ては，地震学分野 で は多 くの異論 も

あった。 そのた め， 「長 期評価 の見解 」 につい ては，以 下 で述べ る とお

り，そ の公表後 ，地震学分 野 か ら 「長期評価 の見解」 にお いて前提 とさ

れた津波 地震の整理 が客観 的 かつ合理 的根 拠 を伴 っていない 旨指摘 す る

見解 が示 された り，不確 実性 の高い評価結 果が地震動 予測地 図に反 映 さ

れ た場合 に社会 に悪影 響 を及 ぼす こ とへ の懸念 が表 明 され るな ど してお

り，か か る事 実は， 「長期評 価 の見解 」 が科学 的根 拠 の不十 分 な知見 で

あった こ とを如実 に語 るもので ある。

（イ）平 成14年 当時の地震学会 長兼地震 予知連絡会会 長で あった大竹名誉

教授 が，推進本部 に 「長期評価 の見解 」は極め て不確 実性が高 いもの で

ある旨の意見書 を送 り，対応 を求め た こと

a被 告 国第21準 備 書面第3（12な い し21ペ ー ジ）で詳述 した とお

り， 「長 期評価 の見解 」の公 表直 後 であ る平成14年8月8日 ， 当時

地震 学会会長兼 地震予知連絡 会会長 の要職 にあった大竹名誉 教授 は，

当時の推進本部 地震調査委員 会委員長 で あった津村 博士 に対 し，意見

書 （丙A第236号 証3ペ ー ジ）を送付 し，⑦地震調 査委員会 が慶長三

陸地震 （1611年 ）を正 断層 型 の地震 で はな く，津波地震 で ある と判

断 した根拠 の有無 ・内容 を問 いただす とともに，④ 「今 回の評 価 につ

い て，『… 評 価結 果 で あ る地震発 生確 率や 予想 され る次 の地震 の規

模 の数 値 には誤差 を含 んでお り， … 』 と述 べ られ て い るが ，誤差 を

含 む のは当然 で あ り， この記 述 は何 の意味 ももたない。 む しろ，宮城

県沖地震及 び南海 トラフの地震 の長期 評価 に比 べて，格段 に高い不確

実性 をもつ こ とを明記す べ きで はない か。」 （同ペ ー ジ）と述べ て，平

成14年7月 の長期評価 が他 の長期評価 に比べ て格 段 に高い不確 実性

を持つ と明記 す る よ うに求 め， さらに，⑰ 「上記 の よ うに相 当の不確
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実 さを もつ評価結果 を，そ のまま地震動予 測地 図に反 映す るのは危 険

で ある。わか らない ところは，わか らない として残 すべ きではないか。

地震調査委 員会 の評価 及びそれ に基づ く地震 動予測 は，一研 究論 文 と

は比較 にな らない重 み と社会 的影 響力 を もつ ものであ り，例 え経年 的

に改 定 され る と して も，十分 に慎 重 な検 討 を望み たい。」 （同ペー ジ）

とし， 当該 長期評価 の よ うに不確 実性 の高 い長期評価 結果 をそのまま

地震動予 測地 図に反 映 させ るのは危険 であ る と警鐘 を鳴 らした。

bこ れ に対 し，推進本 部地震調査 委員会 は，平成14年8月21日 付

けで大竹名 誉教 授 に対 して回答 書 （丙A第236号 証5な い し7ペ ー

ジ）を送付 し，⑦ につ い て，地震 調査 委員会 が慶 長三 陸地震 を津波 地

震 である と認 定 した根拠 で ある歴 史資料 の要 旨を もって回答 し，④ に

つ いて， 「長期 評価結 果 に含 まれ る不確 実性 につい ては， 地震調査 委

員 会 として もそ の問題 点 を認 識 してお り，今 後そ の取 り扱 い方や表 現

方法 につ いて検討す る予定で あ る。」（同号証7ペ ー ジ），⑰ につ いて，

「3の 回答 （引用者 注 ：前記④ につい ての回答 ）で も述 べた とお り，長

期 評価結果 に含 まれ る不確 実性 につい ての問題 点 につ いて は認識 して

い る。今後 ，不確実性 の高い評価 結果 の地震 動予測地 図へ の取 り込 み

方 につ いては，技術 的な検討 も含 めた課題 と とらえ，検討 してい きた

い。」 （同ペ ー ジ）な ど と回答 した。

cこ れ を受 け，大竹 名 誉教授 は ， 「なお 不分 明 な点 が残 （る）」 （丙A

第236号 証4ペ ー ジ）と して ， 同月26日 付 けで再度 意見 書 を送付

し，⑦ につ いて ，1611年12月2日 に発 生 した地震 を午前 と午後

の2回 あった とした上 で この うちの後者 を津波 地震 と判 断 した とい う

地震調査委員 会 の判断過程 が長期評価 の評価文 か らは読 み取れない た

め，そ の よ うな判 断であ るの な らば評価 文 を修 正す る必要 が ある旨意

見 を述 べ る とともに，④ 及 び⑰ につい て， 「今 後 も逐次長 期評価 が公
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表 され るな らば，基本 的な方 向は早期 に定 め，長期 評価 に反 映すべ き

で あ ろ う。『意 見』 で は ，地震 動 予測 地 図 に関連 して ，『わか らない

ところは， わか らない として残す べ きでは ないか。』 と述べ たが ，今

後 の長 期 評価 にお い て， こ の考 え方 を採 用 す る考 え はない か。」 （同

ペ ー ジ）と し，長 期評価 結果 の不確 実性 に対す る具体 的 な対処 を，地

震 動予測地 図への取込 み とい う段 階では な く，その前提 として実施 さ

れ る長期評価 の段 階で検討 す る必 要が ある 旨の意 見 を述 べた。

dこ れ に対 し，推 進本 部 は， 同年9月2日 付 けで回答 書 （丙A第23

6号 証8，9ペ ー ジ）を大竹 名 誉教授 に送付 したが ，⑦ につ いて ，大

竹 名誉教授 の指摘 を踏 ま え，慶長 三陸地震 を津 波地震 で ある と判 断 し

た評価 文 を一部修 正す る こ と，④ 及び⑰ につ い て， 「不確 実な評価 結

果 の取 り扱 い につい て」 と し， 「不確 実性 につ いて の取 り扱 い につ い

て は，長期評 価部会等 で既 に議論 を始 めた ところで あ る。 また，前 回

の 回答 で述 べ た 『検討 』 （引用者 注 ：丙A第236号 証7ペ ー ジに あ

る地震 動 予測地 図へ の取 り込み 方 につい ての 『検 討』 の こと。）の 中

で， ご指摘 の 『わか らない ところは， わか らない と して残す』 ことも

選択肢 の一つ として議 論 してい きたい。」（同号証9ペ ー ジ）と回答 し，

ほぼ同時期 に政策委員 会で の議論 を契機 に始 め られ ていた長期評価 の

信頼度 に関す る議 論 （被告 国第19準 備 書 面第2の4・9な い し11

ペ ー ジ参 照）を引 き合 い に 出 しつつ ，飽 くまで も長 期評 価 の不確 実性

に対す る更 なる対処 につい ては，地震動予測 地図へ の取 り込み方 に関

す る課題 で ある と整理 した上 で， 同月11日 ，正式 に， 当該長期評価

の評価 文 の一部 を追加 した （同号証9な い し11ペ ー ジ，丙A第11

9号 証1，23枚 目）。

（ウ） 平成15年 に公表 された 石橋 克彦 「史料地 震学 で探 る1677年 延宝

房総 沖津 波地震 」 （平 成15年 ）（丙B第3号 証 ）にお いて， 「長期 評価 の
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見解 」に延 宝房 総沖地震 を取 り込ん だ ことについて異 論が述 べ られ てい

る こと

前記 論文 は，延 宝房総沖 地震 につ いて， 同地震 に よる各地 の津波 の状

況や震度 分布 に基 づ き， 同地震 の規模 を 「気象庁 マ グニチ ュー ドに相 当

す るMは ， （中略）6．5程 度 か も しれ ない 」 と し， 「地震調 査研 究推進

本 部 地震調 査委員 会 （2002） の見解 （この地震 は房 総沖 の海 溝 寄 りで

発 生 したM8ク ラスのプ レー ト間地震）は疑問で あ る」 （丙B第3号 証3

87ペ ー ジ）と した上 ， 「本 地震 を1611年 三 陸沖 地震 （引用者 注 ：慶

長 三 陸地震 ）・1896年 明治 三陸津 波地震 と一括 して 『三 陸沖 北部 か

ら房総 沖の海溝寄 りのプ レー ト間大地震 （津波地震）』 とい うグル ープ を

設 定 し，そ の活動 の長 期評価 をお こなった地震調査研 究推進本部 地震調

査委員会 （2002） の作業 は適切 で はないか も しれず ，津波 防災上 まだ

大 きな 問題 が残 って い る。」 （同号証387，388ペ ー ジ）と 「長期 評

価 の見解」 に異 を唱えてい る。

（エ） 平成15年 に公表 され た都 司嘉 宣 「慶長16年 （1611） 三陸津 波の

特異性 」（丙B第2号 証）で は，慶 長三陸地震 につ いて 「長期評価の見解 」

と異 なる考 え方が示 され て いる こと

前記 論文 で は， 「慶長 三 陸津波 の原 因が地震 であ った とす るな らば，

それ は明治 三陸津波 の地震 と同 じよ うな，地震揺 れ の小 さく感 じられ る

『津波地震 』で あった こ とになろ う。 （中略）しか し， この見解 は （中略）

少 々不 自然 で あ る。」 （丙B第2号 証380ペ ー ジ）とした上 ，1998

年 にパ プアニ ュー ギニア国で発生 した地震及び その後 の津波 に関す る海

洋 科学技術 セ ンター に よる海 底調査 の結果 に基づ き発表 され た 「津波発

生の直接原 因が，地震 に よる ものではな く，地震発 生後遅れ て発 生 した

海 底地滑 りに よるものであ る」 （同号証381ペ ー ジ）とす る見解 な どを

根 拠 と して， 「慶長 三 陸津波 の発生 原 因 もまた，地震 に よって誘発 され
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た大規模 な海 底 地滑 りであ る可能性 が高 い。」 （同ペ ー ジ）と してい る。

この論文 で示 され た 見解 は， 「長期 評価 の見解 」 が1611年 に発 生

した慶長 三陸 津波 を 「津 波地震 」 （「長期 評価 」 の定義 では 「断層 が通

常 よ りゆっ く りとずれ て，人が感 じる揺 れが小 さ くて も，発 生す る津波

の規模 が大 き くな る よ うな地震 」）と位 置づ けてい るこ と（丙A第119

号証3ペ ー ジ ＊2） と異 な る見解 を示す もの であ る。

（2）平 成17年 に推進 本部が公 表 した 「全 国 を概観 した地震動予 測地図」 にお

いて も，「長期 評価 の見解 」 は科 学 的根 拠 が乏 しいため，決 定論 的ハザ ー ド

解析 の基礎資料 と して取 り扱われ なか った こと

ア 推進本部 では，総合 基本施策 を公表 した平成11年4． 月以降 ，当面推 進

す べ き地震調査研 究 の筆 頭 に掲 げた 「全 国を概観 した地震動 予測地 図」 を

作 成す るために，長期 評価及び 強震 動評価 を実施 していた ところ，推進 本

部 地震調査委 員会 は，平成17年3月 に，それ までに実施 した長期評価 （地

震 学者 を主 な委 員 とす る長期評価部会 で検討 した もの）及 び強震動評価 （地

震 工 学等 の専 門家 を含 めた委員 か ら成 る強震動 評価 部会 で検討 した もの）

を総合的 に取 りま とめて， 「全 国を概観 した地震 動予測地 図」 （丙A第22

7号 証の1な い し3） を公表 して い る ところ， この 「全 国 を概観 した地震

動予測地図」 は， 「震源 断層 を特 定 した地 震動予 測地 図」 （決定論 的地 震動

予測地 図）と 「確率論 的地震動予測地 図」 に よって構成 され てい る。

イ この うち， 「震源 断層 を特定 した地震 動予 測地 図」 は，対象 とす る地震

を特 定 した上で ，その地震 の将 来の発生確 率の大小 を考慮せ ず ，あ らか じ

め想 定 され た形 で地震 が起 きた場合 に， どの よ うな地震動 が生 じるか を予

測計 算 し，そ の計 算結果 を地図上 に表示 した もので ある。 つ ま り， 「震源

断層 を特 定 した地震 動予測 地図」は，決定論 的地震ハ ザー ド解析 の実施結

果 を地図上 に表示 した もので ある。 そ のた め， この地 図は， 「決 定論 的地

震動予測地 図」 とも呼ばれ る。
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そ して，平成17年3月 公表 に係 る 「震源 断層 を特 定 した地震動 予測地

図」 は，それ ま での長期評価 の対象 となった地震 の中か ら，発 生確 率 の高

さ及び評価 に用 い られ た科学 的デー タの充足性等 を考慮 して，強震 動評価

部会及び その下 の強震動予測 手法検討分科 会等 での議論 を経 て選 定 され た

全12個 の地震 に対 して実施 された強震動評 価 （決定論 的評価）を取 りま と

めた もので あるが，そ の12の 地震 の中に含 まれ た海溝 型地震 は，科学 的

デー タの量や質 が良好 であった宮城県 沖の地震及 び三陸沖北部 の地震 のみ

で あ り， 「長 期評価 の見解 」 が示 した 日本海 溝 沿い の津 波地震 は，それ ら

に比べ て科学的デ ー タが少 ない上 ，震源 断層 を特 定す るに足 りる知見 がな

い こ とか ら，強震 動 評価 の検討対 象地震 には含 まれ ず ， 「震源 断層 を特 定

した地震動 予測 地 図」の基礎 資料 とはな らな かった （丙A第227号 証 の

1・2，54ペ ー ジ，丙A第227号 証 の3・174，221ペ ー ジ）。

ウ これ に対 し， 「確 率論 的地震 動予 測地 図」 は， ある一定期 間 内に， あ る

地域 が強い揺れ に見舞 われ る可能性 を確 率論 的手法 を用 いて評価 し，地 図

上 に確 率で表示 した もので ある ところ， 同地 図 を作成 す る際に基礎 資料 と

して用 い られ る地震 は，発 生可能性 があ る と考 えるこ とがで きる全 ての地

震 （す なわ ち，科学 的 に発 生す る ことが否 定で きない地震全 て）であ り，長

期評価 の対象 とな った地震 は も とよ り， あ らか じめ震源 断層 を特定 しに く

い地震 な どが広 く計 算対象 に含 まれ る。

この よ うに，確 率論 的地震 動予測地 図の作成 に当た っては，その基礎 資

料 と して，科学 的に発生す る ことが否定 で きない全て の地震 が取 り入れ ら

れ てい る ところ， 「長期評 価 の見解 」 が示 した津波地震 の発 生可能 性 に関

す る知 見 も，科学 的 に発 生す るこ とが否定 できない地震 に含 まれ る ことか

ら，前記地図 の作成 の際の基礎 資料 として取 り込まれてい る。具体的 には，

前記 津波地震 は，震源域 の位 置 につ いて，領域 内にプ レー ト境 界 に沿 って

長 さ200キ ロメー トル ，幅50キ ロメー トル の断層面 を南 北7列 ，東西
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2列 に並 べて， そのいずれ かで等確率 で地震 が発生す る と仮 定 してモデル

化 され た （丙A第227号 証 の2・55，70ペ ー ジ）上 で，各地点 ごとに

実施 され る確率論 的地震ハザー ド解析 に用い られ ている。

エ この よ うに，推 進本部 に よって公表 され た各種長 期評価 で示 され た様 々

な科 学的知 見は，推進本部 内 において も， その知 見 に伴 う科 学的根拠 の程

度 に合わせ た取扱 い が され てい るもので あ る。 すなわ ち，推 進本部 では，

各 種長 期 評価 で 示 され た様 々 な科 学的 知見 の うち，十 分 な科 学 的根拠 を

伴 ってい る知 見 につい ては ， 「確 率論 的地震動 予測 地図 」の基礎 資料 とし

て取 り扱 われ るだけで な く，決 定論的 な 「震源 断層 を特定 した地震 動予測

地 図」 の基礎 資料 と して も取 り扱 われ る一 方で，科学 的根拠 が乏 しい知見

につ いて は， 「確 率論 的地震 動予 測地 図」 の基礎資料 と して のみ取 り扱 わ

れ てい る。 そ して，本件 で問題 となってい る 「長期評価 の見解 」 は，推進

本部 内 におい て も，科 学的根 拠 の乏 しい知 見 として， 「確 率論 的地 震動予

測地 図」の基礎 資料 としてのみ取 り扱 われ ていた もので ある （推進 本部 は，

平成17年 以 降 も長期評価及 び強震 動評価 の追加 ・見直 しを行 い， それ ら

を踏 ま えて毎年 「震源 断層 を特 定 した地震動予 測地図」 を改訂 して公表 し

てい るが， 「長 期評 価 の見解 」 が示 した 日本海溝 沿 いの津波 地震 が強震動

評価 の対象 とされた ことはない。）。

そ して， この 「長 期評価 の見解 」 を確 率論 との関係 でのみ取 り扱 うこ と

とした推進 本部 の対応 は，前記3の 平成14年8月 に保 安院 が了承 した被

告東電の方針 と軌 を一 にす るものであ る。

（3）平成18年 に公表 された 日本海 溝 ・千 島海溝報 告書 （乙A第9号 証）の策定

に 当た り，中央防災会 議 において，地震学 のみ な らず ，津 波学や工学 等の専

門家 か ら成 る専 門調査 会 で 「長期 評価 の見解 」 について検 討 した結果 ，「長

期評価 の見解」 は将 来の地震の発 生可能性 が客観的か つ合理的根拠 に よ り裏

付 け られ た見解 ではな い と判 断 された こと
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ア 被 告 国は，平成13年1月 の省 庁再編以 降， 中央 防災会議 にお いて，特

に切迫性 が指摘 され ていた東 南海 ，南海 地震等 の地震防 災対策 や防 災に 関

連す る情報 の共有化等 の課題 に取 り組 み ，各 専門調査会 にて検 討 を してい

た ところ，平成15年 の宮城 県沖地震 の発生等 に よ り東 北 ・北海道地方 の

地震 防災対策 強化 の必 要性 が 高ま ったの を契機 に， 同年7月 ， 中央 防災会

議 に 日本海溝 ・千 島海溝調 査会 を設 置す る ことを決 定 し，北海道及 び東 北

地方 を中心 とす る地域 に影 響 を及 ぼす地震 の うち，特 に 日本海溝 ・千島海

溝周辺海溝型 地震 に着 目して，防災対策の対象 とすべ き地震 を選 定 した上 ，

地震 の揺れ の強 さや津波 の高 さ等 を推計す るな どし，平成18年 にその結

果 を 日本海溝 ・千 島海溝報告 書 （乙A第9号 証）に取 りま とめて公表 した。

なお， 「長 期評 価 の見解 」 は前記 調査 会 の設置 前 に公 表 された もの であ る

が，内 閣府 は， 同見解 が持 つ不確実性 と， これ を防災対策 の検 討 な どに用

い る際 に別途検 討すべ き問題 点 があ るこ とにつ いて既 に認識 してお り，「長

期評価 の見解 」の発表 日に併せ て ，そ の旨を防災機 関対応方針 として公表

した （丙B第89号 証）。

ところで ， 中央 防災会議 は， 「長期 評価 の見解 」 が福 島県沖 にお け る発

生 可能性 に関す る具体 的な根 拠 も断層 モデル も示 さず， 単に発 生確 率 を示

したのみ であった こ とか ら，このままで は 「行政行 為 を行 うに足 る説得力 」

（甲A第3号 証307ペ ー ジ）が ない ，つ ま り規制権 限 の根拠 た り得 ない と

判 断 し， その検討 の過程 にお いて ， 「長 期評価 の見解 」及 びそ の後 に得 ら

れ た科学 的知 見 を も検討対 象 に加 え，次 に述 べ る北海道 ワー キンググル ー

プにおい て改 めて断層 モデル の検討 を行 った もので あ るが，結 論 として，

三 陸沖 北部 の地震 ，宮城 県沖 の地震 ， 明治 三陸 タイ プの地震 （明治 三陸地

震 の震源 域 の領 域 で発 生す る津波 地震）等 を検 討対 象地震 とす る一方 で ，

福 島県沖海溝 沿い の領域 にお ける津波 地震 について は検討対象 として採用

しなか った。 つ ま り， 「長 期評価 の見解 」は採用 され てい ない のであ る。
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そ して， その結 果， 日本海 溝 ・千島海溝 報告書 にお いて防災対策 の検討

対象 とされ た地震 に よる海岸 で の津波 高 さの最大値 は ，福 島第一発電所 が

ある福 島県双葉郡 大熊町 におい て5メ ー トル （T．P． 〔＝東京湾平均海面〕

基 準）を超 えない もの と判 断 され ，その周辺 自治 体 の津波 高 さも最 大 で5

メー トル前後 と判 断 されたので ある （乙A第9号 証65ペ ー ジ）。

イ しか る ところ，前記 の 日本海溝 ・千島海 溝報告書 にお け る結論 は，谷岡

教授 及び笠原名 誉教授 が 「最終 的 に中央防 災会議 『日本海 溝 ・千島海 溝周

辺海 溝型地震 に 関す る専門調査 会』 で出 され た結論 は，北海 道WGの 議 論

や 結論 を踏 ま えて 出 され た もの にな ります。」 （丙B第58号 証15ペ ー

ジ）， 「北海 道WGに つ いて は， （中略）専 門調 査会 か らの付託事項 について

の検討 を行 った もので，そ の 中で は，三 陸か ら房総 まで入れ て，特 に大 き

な津波 を もた らしたプ レー ト間地震等 の検討 も され てい る ところ，そ こで

明治三 陸地震の よ うな津波地震 を どの よ うに考 え るべ きかについて も議論

が され ま した。 （中略）津波地震 としての明治三陸地震 につ いては，慶長三

陸地震 との繰 り返 し性 を前提 に三陸 沖の領 域 でモデル を置 き，防災対策 と

して取 り入れ た報告 を してい る一方 ，他 の領 域 において 明治 三陸地震 と同

様 の津 波地震 が発 生 し うる見解 に沿 った防災対策 は提 唱 され るに至 ってい

ませ んが， これ は先 の よ うな北海道WGで の検討 を踏 まえて報 告 され た も

ので した。」 （丙B第59号 証8な い し10ペ ー ジ）と述べ てい る とお り，

日本海 溝 ・千島海 溝調査会 が北海道 ワー キン グル ープ に検討 を委託 し，同

ワー キング グル ー プが議論 の上 で検討 を行 った結果 を踏 ま えて 出 され た も

のであ る。

ウ そ して，谷 岡教授 及 び笠原名 誉教授 が ， 「北海 道WGは ， 中央 防災会議

が防災対策 の対 象 とす べ き地震 を検討 す るために設 置 され た ワー キング グ

ル ープ で したので ，その 中で ，福 島県沖や茨城 県沖 な どの他 の領域 で も過

去 に明治 三陸地震 の よ うな津波 地震 が発 生 して きた のであれ ば， 当然 ，防
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災対策 の対象 とすべ き と考 えるこ とにな るの です が， 明治三 陸地震 の よ う

な津波 地震 につ いては， （中略）そ のメカニ ズムが解 明 され るに至 って いま

せ んで した し， （中略）私 を含 む多 くの地震学者 が津波地震 を研 究 し，様 々

な仮説 を提唱 して きた ものの， これ らの多 くは，明治三 陸地震 のよ うな津

波 地震 は， 限 られ た領域や 特殊 な条件 が揃 った場 合 にのみ発 生す る可能性

が高い とい うもので した。 です か ら，私 は，地震 学者 と して，第2回 会 合

では， （中略）同 じよ うな説 明 を しま した。私 は， この説 明の 中で，瀬 野博

士の論文 に も言及 しま した し，議論 の 中では，確 か，佐竹博 士 か ら，鶴博

士の論文 だったか ははっ き り覚 えてい ない ものの， ホル ス ト ・グラベ ン構

造 につい て，三陸沖 と福 島県沖 の比較 に関す る最新 の知 見 につ いて も言及

が あるな ど した もの と記 憶 しています。 そ して，北海道WGで は，明 治三

陸地震 の よ うな津波地 震 は，限 られ た領域や 特殊 な条件 が揃 った場合 にの

み発生す る可能性 が高い とい う方 向性 に異論 は 出 され ませ ん で した。 そ の

結果 ，北海 道WGで は， （中略）明治三 陸地震 につ いては三陸沖 北部 か ら三

陸沖 中部 の海 溝軸付近 の プ レー ト間地震 と して のみ 考慮 され ，明治三陸地

震 の よ うな津波地震 を福 島県沖や茨城 県沖な どで も発 生す る可能性 が あ る

もの と して取 り扱 うべ き とは され ませ んで した。 ただ し，千葉 県沖 につ い

て は1677年 延 宝房 総沖 地震 が発生 してお り， この地震 につ いて は震源

過程 が特定 できてい ない ものの，留意事項 としての記 述 を残す べ き としま

した。」 （丙B第58号 証15な い し17ペ ー ジ）， 「北海道WGで ，谷 岡先

生 が津波地震 に関す る当時の地震学分 野 にお け る知 見 の集積状 況 につ いて

説 明 し，そ の後 ，審議 が され てい ます。 （中略）その際 は，谷 岡先生か ら，

津 波地震 に関す る知見 の説 明が あった後，委員 の間で，三 陸沖 とそ の他 の

日本海 溝 沿いの領 域 にお け るホル ス トグラベ ン構造 や堆積物 の集 積モデル

の違 いや ，近年 の観 測結果 につ いての言及が あ り，明治三 陸地震の よ うな

津 波地震 は，限 られ た領域 や特殊 な条件 下で のみ発 生す る可能 性が高 いの
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では ない か とい う方 向性 で の意 見 が出 て， そ の方 向性 に異 論 が 出て いな

かっ た と記 憶 して います。」 （丙B第59号 証9ペ ー ジ）と述 べ るとお り，

北海 道 ワー キ ング グル ー プで は，谷 岡 ・佐竹 論文 の 内容や ， 「長期 評価 の

見解 」が公表 された後 に示 された津波 地震 に影響 が ある と考 え られ ていた

海底 地形及び海溝 軸付近 の堆 積物 の形 状等 に関す る最新 の調 査結果 が，津

波 地震 は特 定の領 域や特 定の条件下 でのみ発 生す る極 めて特 殊 な地震 で あ

る とい う考 え方 を補強す るものであ り， かつ 明治三 陸地震 クラスの津 波地

震 が福 島県 沖 で発 生す る可 能性 につい て否 定 的 に働 く もの で あった こ と

（前記 （1）イ）な どを踏 ま えた議論 が行 われ てお り，そ の結果 と して，平成

18年 時点 にお いて も， 「長 期評価 の 見解 」 は地震 地体構 造 の知見 と して

客観 的かつ合 理的根拠 を伴 うものでは ない と判 断 され てい るのであ る。

（4）平成21年 の推進 本部 に よる長期 評価 の一部 改 訂 において も，「長期 評価

の見解 」につ いて ，客観 的か つ合理 的根 拠 を与 えるよ うな新た な記載 が され

て いない こと

推進本部 地震調査委員 会 は，地震 に関す る最新 の情報 を提供す るた め，平

成20年5． 月8日 に発 生 した茨城 県沖地震 に よ り得 られた新た な科 学的知見

を取 り入 れ る とともに，平成14年 の長期評価 公表 時点か ら時 間が経過 した

こ と等 を踏 ま え，平成21年3． 月に長期 評価 の一 部改訂 を行 って い る （乙A

第13号 証 ）。 しか る ところ，改訂 後 の長期評 価 で は，新 た な科学 的知見 の

集積 が あった茨城 県沖 につ いては，新た な記 述や評価 が加 え られ てい るほか

（乙A第13号 証12，14ペ ー ジ等）， 三陸沖北部 のプ レー ト間大地震 な ど

科学 的根拠 が豊 富で，BPT分 布 による確 率評価 が可能で あった地震 につ い

ては ，時間 の経 過 に伴 う確 率 の更新 が行 われ て い るが （同号証13ペ ー ジ ・

表4－1参 照）， 「長 期評 価 の見解 」 に 関す る記 載 は，平 成14年 の策 定 当

初 とほぼ同一 の記 載 のままで あるほか ，ボア ソン分布 に よる確 率評価 のまま

であ るこ とか ら，確 率 の更新 も行 われ てい ない。
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つ ま り， 「長 期評価 の見解 」 につ いて は，平成14年 の公 表 当時 か ら， こ

れ を裏付 け る新 た な科 学的知見 の集積 が なかったが故 ，新 た な記述や 評価 が

加 え られ てお らず，確 率評価手法 に も変更 がなか ったので あ り，かか る事実

経過 は， 「長 期評価 の見解 」が， 平成21年 時点 にお いて も，なお 「理学 的

に否定 できない知見 」の ままで，三陸沖北部 か ら房総 沖 にか けての領 域 を一

体 とみ なす こ とにつ いて ，地震地体構 造上 ，客観 的 かつ合 理 的根拠 を与 える

よ うな新 たな科学 的知 見 が公表 され てい ない状況 にあった ことを裏 付 けてい

る ものであ る。

（5）平成21年 度か ら平成23年 度にか けて開催 され た土木学会 の第4期 津 波

評価部会 では 「長期 評価 の見解 」 を踏 まえた波源 モデル設定 に関す る検討 が

行われ た と ころ，同見解 が客観 的か つ合理 的根拠 を裏 付 け られ た知見 である

とは判 断 され なか った こと （明治 三陸 地震の 波源 モデ ル を福 島 県沖の海溝 寄

りに移 す とい う考 え方が否 定 された こと）

ア 第4期 土木学 会原子 力土木 委員会津 波評 価部会 は，被告東 電 の依頼 を受

けて，津波評価 技術 の改訂 に 向けた議論 をす る中で，福 島県沖 の海溝 寄 り

を津波地震 の発 生領域 に含 める とした場合 に設 定すべ き基 準断層モデル の

検 討 が され た。 その 中では ， 「長 期評 価 の見解 」 のほか ，三陸 沖の海溝 寄

りの領 域 と福 島県沖 の海溝 寄 りの領域 では海底 地形 ・地質 が異 なってい る

こ とや，確 率論 的津波 ハザー ド解析 の開発途 上に実施 した平成20年 度 ア

ンケー トの結 果 な どの最新 の知見 を考慮 した上で，三 陸沖北部 と福 島県沖

とで 同 じ地震 地体構造 区分 とみ なす こ とはできない として，明治三 陸地震

の波源モデ ル を三陸 沖北部か ら福 島県沖の海溝 寄 りの基準 断層モデル とす

る とい う考 え方 を否 定す る方 向で議論 が進 んでいた。

イ また，第4期 土木学 会原 子力 土木委 員会津波評価 部会 では，平成19年

以降 ，延 宝房 総沖地震 に関す る知 見の進展等 があ った ため，事業者側 の 自

主的 な取組 として，延 宝房総沖地震 の波源モ デル を 「参考 」 に しっっ ，福
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島県沖 を含 む 日本海溝 沿い の津 波地震 に関す る新 たな波 源モデル を構築 す

る とい う方 向で検討 が進 め られ てい たが，福 島第一発 電所事故 の時点 では，

波源モ デル を構築す るには至 ってい なかった。そ の よ うな状況 におい て，

福 島第 一発 電所事故 が発生 した こ とか ら，土木学会 は，平成23年 度以 降，

東北地 方太平洋 沖地震 に関す る検 討等 を優先 せ ざるを得 な くな り，新 たな

波源モ デル の構築 を中止す るこ ととなった。そ のため，現 時点 にお いて も，

福 島県沖 を含む 日本海 溝沿 いの津波地震 に関す る新 た な波源 モデル は示 さ

れ ていない （丙B第77号 証 の1・34，35，84な い し86ペ ー ジ）。

ウ この よ うに，福 島第一発電所 事故直 前の平成21年 度 か ら平成23年 度

にかけて開催 され た第4期 土木 学会原 子力土木委員会 津波評価部 会 は，正

に， 「長 期評価 の見解 」 が地震 地体構 造 の知 見 と して客観 的かっ合 理 的根

拠 に裏 付 け られ た科学的知見 か ど うかが検討 され ていた が，その検討 にお

いては， 同見解 はその まま規 制 に取 り込め る程度 に客観 的 かっ合 理的根拠

に裏付 け られ た科 学的知見 であ る とは判 断 され なかった もので ある。

（6）保 安院 内に おけ る調査 義務 の履行過 程 にお いて も， 「長期 評価の 見解 」が

客観 的かつ合理 的根 拠 に裏付 け られ た科 学的知見 と して評価 され るこ とがな

か った こと

ア は じめ に

（ア）保 安院 において は，耐震 安全性 に関わ る新 たな知 見 を継続 的 に収集す

るな ど調査検討 を行 い，規制 に取 り入れ るべ き知 見 を収集 した場合 には，

その科学 的知 見 を裏付 け る科学 的根拠 の程度 に応 じて，新設 炉 に対す る

安 全審査 に用 い る指針類 の改訂等 に反 映 させ るな ど して きたほか，既設

炉 に対 して も，最新 の知 見に照 ら し合わせ た安全性 の維持 向上のた め，

新 たな指針類 へ の適合性 や 当該 知 見 に照 らした安 全性 の再確 認 （い わゆ

るバ ックチ ェ ック）を実施す るな ど して きた ものであ り（丙B第90号 証

の1，2， 第91号 証1ペ ー ジ），新 たな知見 に対す る調査 検討 結果 を
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踏 ま えて適 時適切 に規制権 限の発動 の要否 ・可否 を判 断 して きた もので

あ る。津波 に対す る安全性 評価 の関係 でいえば，通産省 は，平成5年 に，

北海道 南西 沖地震 （平成5年 ）を踏 ま えて，電 気事 業連合 会 （以下 「電 事

連 」 とい う。 ）に対 し，全 ての原子 力発 電所 の津波 に対 す る安全 性 を評

，価 （数値 計算 ）して報告す る よ うに求 めた り（丙A第20号 証 ， 甲A第2

7号 証）， 平成9年 か ら平成10年 に かけて は，4省 庁報 告 （案）を踏 ま

えて，電事連 に，改 めて全 ての原子 力発 電所 の津 波 に対す る安全性 を評

価 （数値 計算 結果）して報 告す るよ うに求 めた り（丙B第92， 第93，

第94号 証）す るな どしてきた ものであ る。

（イ）本件 で 問題 となってい る地震 及び津波 の科学 的知見 につ いてい えば，

保 安院 は， 以下 の とお り，財 団法人原 子 力発電 技術機 構 （以下 「NUP

EC」 とい う。 ）やJNESに よる地震や 津波 に 関す る科 学的知 見 を収

集す る仕 組み を構 築す るだけでな く，溢水勉 強会や 平成18年 に指 示 し

た既設 炉 に対す る耐震バ ックチ ェ ックを通 じて，地震 や津波 に対す る科

学 的知 見 を収集 していた ものであ る。 しか しなが ら，三陸沖 の海溝 寄 り

の領域 か ら房総沖 の海溝 寄 りの領域 までを一 体 とみ なす 「長期評価 の見

解」 につ い ては，前記3（1） の とお り，保安 院 が，平成14年8月 に，

科学 的根 拠 に裏付 け られ た科学 的知 見 であ るとは いえない と判断 して以

降 も，その正 当性 を裏付 ける科学 的知見や科学 的根拠 が発 表 され ていな

い状況 で あ ったた め，以下 の とお り， 「長 期評 価 の見解 」 は，そ の よ う

な知見 の収集 の仕組み の 中で，直 ち に規制 に取 り入れ られ るべ き科学 的

知見 としては取 り上 げ られない か，その考 え方 が採 用 され ていなか った

もので あ る。

この よ うな保 安院 の調査 状況 に照 らせ ば，被告 国 は，平成14年8月

以 降 も， 「長 期評価 の見解 」 に対す る調査 義務 を尽 く していた と評 価 さ

れ るべ きであ る。 以下詳述す る。
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イNUPECや 安全情報検 討会の情報 収集 において は，「長期評価の見 解」

が取 り上 げ られ て いなか った こと

保 安院 は，平成15年11月 まで，外部 （NUPEC） に委 託 して，地震

及 び津波 に関す る新 たな知見 の収集検討 事業 を行 っていたが，同月 か らは，

同事 業 が同年10月 に設 立 され たJNESの 事業 となった。 そ のため，保

安 院 は，JNESと 連携 して科学 的知 見 を収集 し，必要 な規制上 の対応 を

行 うた めに，同年11月6日 に 「安全 情報検討会 」 を立 ち上 げて，新 知見

につ いて の調 査 を行 うこ と とした （丙A第199号 証184，185ペ ー

ジ，第203号 証241，242ペ ー ジ，第204号 証の2・9ペ ー ジ，

丙B第95号 証 ，丙C第1号 証43ペ ー ジ）。 そ して ，保 安 院 は，平成1

6年12月 に発生 したスマ トラ沖地震 に伴 う津 波 に よ りイ ン ドの原子 力発

電所 で溢水 事故 が起 きた ことを受 け，原子 力発 電所 にお ける津波 対策 の現

状 を改 めて整 理 した上で ，平成17年6月 の第33回 安全情報検討 会か ら

外部溢水 問題 につ いて本格 的な検討 を開始 し（丙A第29号 証4ペ ー ジ），

福 島第 一発 電所事故 直前 の平成23年IAの 第129回 安全情報検討 会 ま

で情報収集 に努 めた （丙B第96号 証 の1，2） 。

しか しなが ら， このNUPECや 安全情 報検 討会 による情報収集 にお い

て は， 「長期評価 の見解」 が取 り上 げ られ るこ とはな かった。

ウ 溢 水勉 強会 につ いて

保安 院 は，平成18年1月 に，事業者 に働 きかけて 「溢水勉 強会」 を立

ち上 げ （丙A第30号 証 の2） ，平成19年4月 に報 告書 をま とめ るまでの

間，10回 にわた って ，外 部溢 水対策 について の情 報収集 を行 ったが， そ

の 中で， 「長 期評 価 の見 解」 が 取 り上 げ られ る こ とは なか った （丙A第3

5号 証の1・1，3枚 目，第35号 証 の2， 甲A第39号 証 の2・1ペ ー

ジ）。

工 福 島第一 発電 所事 故 前 の耐 震バ ックチ ェック報 告書 の審 議 等の過 程 で
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も，専 門家か ら 「長期評価 の見解」 に基 づ く津 波対策の必要 性 を示 唆す る

意 見が述べ られ ることはなか った こと

被告 国は ，平成18年9月 に改訂 され た耐震 設計 審査指針 （丙A第10

号証 の2） に津波 に対す る安 全性評 価 が盛 り込まれ た のに伴 い，既設 炉 に

対す るバ ックチ ェ ック を行い ，事 業者 の設計 上の想 定が最新 の知 見 を十分

反 映 した もの となってい るかを事 業者 に報告 させ た上で，有識者 か ら成 る

審議会 において検討す るこ とにな った。 そのた め，溢水 勉強会 では，外部

溢 水 につ いて は耐 震バ ックチ ェ ックの 中で 見て い くこ とにな る と整 理 さ

れ ，耐震 バ ックチ ェ ック こそが外部溢水 について の科 学的知 見に客観 的か

つ合理 的根 拠が あ るか否 か を審理す る場 とされ た。

しか しなが ら，以下 の （ア）ない し（ウ）の とお り，JNES及 び東 北電力株

式会社 （以下 「東 北電力」 とい う。）は， この耐震バ ックチ ェ ックで波源 モ

デ ル の位置 を検 討す るに当 たって， 「長期評 価 の見解 」 の領 域 区分 を採 用

しなか った もので ある し，福 島第一発 電所 の耐震バ ックチ ェ ックにお いて

も， 専門家 か ら， 「長 期評 価 の見解 」 の領域 区分 に基 づ いて津波 の解析 ・

評価 をす る必要 が ある とい う意見 は表 明 され なかった ものであ る。

（ア）JNESは ，平成21年5月 時点に おいて，三陸沖北部 と福 島県沖 を

一体 とみ なす 「長期評価 の見解 」の領域 区分 を採用 しなか った こと

保安院 は，事業者 か ら津波 に対す る安全性 を内容 に含 むバ ックチ ェ ッ

ク （最終）報告 書が提 出 され た後 に，様 々な分 野の専 門家 の集 う審議 会に

お いて議論 し，そ の妥 当性 を確認 す る ことと してい た ところ， その審議

に先 立ち，技術支援機 関であ るJNESに おいて，津波 に対す る安 全性
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に関す る クロスチ ェ ック解析 ＊13の準備 として，平成21年5月 までに，

既往 津波や海底活 断層 に関す る文献 を調査 して整 理 させ た上で， これ を

考慮 して検討 すべ き津 波波源 及 び解 析 条件 を整 備 させ た （丙B第97号

証 五ペー ジ）。

しか しなが ら，JNESは ，前記 報告書 におい て も，既 往津波 に関す

る文 献調査 の整 理 の過 程 では 「長 期評 価 の見解 」 に言及 してい るが （丙

B第97号 証3－1，3－7ペ ー ジ）， 具体的 な波源 モデル の設 定及 び

解析結 果 を示す に当た っては， 中央 防災会議等 の波源 モデル及 び領域 区

分 を採 用 し（同号証6－1ペ ー ジ），三陸沖北部 と福 島県沖 を一体 とみ な

す 「長期 評価 の 見解 」 の領 域 区分 を採用 しなか った （同号 証5－47ペ

ー ジ等 〔ただ し， 同ペー ジ等 の 「東 北」 は 「東京 」 の誤記 ，5－57ペ

ー ジの 「1856」 は 「1896」 の誤記。〕）。

（イ） 東北 電力及びJNESは ，平成22年11月 時点 で も，三陸 沖北部 か

ら福 島県沖 を一体 とみなす 「長期 評価 の見解」の領域 区分 を採 用 しなか っ

た こと

また，JNESは ，保安院 の指 示 を受 けて，平成22年4月 か ら，福

島第 一発 電所 と同 じく東北太 平洋岸 に位 置す る女川発 電所 につ き，東北

電 力がバ ックチ ェ ック最終報 告書 に盛 り込ん で提 出 を予定 していた津波

評価 の 内容 をあ らか じめ入 手 した 上で， 同年11月 まで に， これ に対す

るクロスチ ェ ックを実施 して，最 終報告書 の審議 に備 えた準備 を進 めて

＊13ク ロスチ ェ ック解析 とは，原子力施設 の安全審査等 の際 に，保安院 の指示 を受 けたJNESが ，

事 業者 とは別 に改良整備 した解析 コー ド（計算 プ ログ ラム）を用い た上で， 事業者 か ら必要 なデ

ー タの貸 与 を受 け るな どして解析 ・評価 を行 うこ とで あ り，事業者 の解析 ・評価 の妥 当性 を検

証す るた めに実施 され る。
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いた （丙B第98号 証）。

そ して ，JNESは ，平成22年11． 月に， 当該 クロス チェ ック解析

を終 えて報告 書 を作成 したが，そ の報 告書 に よれ ば，以下 の とお り，東

北電力 もJNESも ，女川発 電所 の津波評価 に関 し，「長期評価 の見解」

の領 域 区分 を採 用 してはい ない （丙B第98号 証）。

す なわ ち，東北電 力は， 図表8の とお り， 日本海 溝沿 いで発 生す る津

波地震 を対象 とす る津波評価 について， 明治 三陸津波 の痕跡 高 を再現す

る断層 モデル を基 準断層モデル に設 定 した上で，パ ラメー タスタデ ィを

実施 してい るが， その断層位 置 を， 「長 期評価 の見解 」で はな く，津 波

評価 技術 の領域 区分 に従 って ， 「領域3」 の範 囲内 で南北 にず らして数

値計 算 を してい る。そ の上 で，東北電力 は，保 安院 に対す る最終報告書

において ，断層位 置 を 「領域3」 の最南 端 に設定 したケー スを最大7k位

上昇 ケー ス として報告す る予 定 であ った （丙B第98号 証16ペ ー ジ，

19ペ ー ジ図5．2，20ペ ー ジ図5．3（1） ，付録1・4ペ ージ）。

他方 ，JNESは ，東 北電力 が実施 した前記 のパ ラメー タスタデ ィが

適 切 か ど うか を確認す るた めに，東 北電力 の最大水位 上昇 ケースについ

て， 断層位 置，傾斜 角，すべ り角 を変更 した断層 モデル を用 いて解 析 し

てい る ところ， その時 も，断層位 置 を前記 の 「領域3」 の最 南端 よ りも

南方 にず らしたパ ラメー タス タデ ィを実施 してい ない （丙B第98号 証

16ペ ー ジ，20ペ ー ジ図5．3（1） ）。 その上で，JNESは ，津波地

震 の発 生領 域 にお け る東 北電 力 の波源 設 定 に は異議 を と どめ る こ とな

く， 「事業者 の結果 はJNESの 解析結 果 とほ ぼ一致 してお り，事業者

の解析 結果 は妥 当で ある と判 断 され る」 （丙B第98号 証42ペ ー ジ）と

結論 づ けてい る。
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［図 表8］ 丙B第98号 証19，20ページより

平 成22年11月 の 東 北 電 力 の 津 波 想 定 とJNESに よる専 門 技 術 的 検 討 結 果

曙
繭
堂

…廓

1896年 明治三陸

地震 （Mw8．3）

0

地震地体構造上の

同一性がある領域3

の範囲内でのみ波

源想定を行い，異な

る領域に明治三陸モ

デルの波源を移して
いない

さ らに，図表9の とお り，JNESが ク ロスチ ェ ック解析 の際 に実施

したパ ラメー タス タデ ィの実施 結果 （丙B第98号 証31ペ ー ジ図6．

2，32ペ ー ジ表6．2〔 次ペ ー ジ図〕）に よれ ば ，明治三 陸津波 の波

源 モデル を前記 「領 域3」 の最南端 に位置 づ けた事 業者 最大水位 上昇 ケ

ース （JSCEO1 ＿High） は， 明治 三陸津波 の波源モデル の断層位

置 を北方 に20キ ロメー トル移動 させ たケース （JSCEO2） を上回 る

最大遡 上高 とな り，JNESに よる解析 で も最大水位 上昇 ケー ス とな っ

て い る。 その ため， この ことか ら単純 に推 測す れ ば，仮 に， 「長期 評価

の見解 」 に従 って，明治三陸津波 の波源 モデル を前記 の 「領域3」 の最

南端 よ り更 に南方 にず らし，女川発 電所 に沖合 で正対す るよ うな位 置 に
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設定 して津波評価 を行 った場合 には，前記JSCEO1＿Highを 更

に上回 る最 大津 波水 位 が推 計 され る可能性 は否 定で きない と考 え られ

る。

それ に もかかわ らず ，東北電力及 びJNESが ， 明治三 陸津波 の波源

モデル を前記 の 「領域3」 の最南端 よ り更 に南 方 にず ら して津波評価 を

せず ，津波評価 技術 の領 域 区分 に従 って津波評価 を行 ってい るのは，更

に断層位置 を南 に動 かせ ば最大津波 水位 を上 回 る可能性 が ある と推測 す

る こ とが で きた と して も，それ を示唆 す る知 見 （つ ま り， 「長 期評 価 の

見解 」）の科学 的根拠 が不 十分 で あ り，単 にそ の よ うな可能性 が あ るこ

とを科学 的根 拠 を もって否定 で きない とい うレベル にす ぎない のであれ

ば，科学 的な合理性 をもって策 定 され た津波評 価技術 にお ける領域 区分

を超 えて波源 を設定 し，改 めて数値 解析 を実施 すべ き工学 上 の必要性 は

ない と判 断 した か らに ほか な らない。
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［図表9］ 丙B第98号 証20，31ページより

平 成22年11月 の 東 北 電 力 の 津 波 想 定 とJNESに よる専 門 技 術 的 検 討 結 果
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以上か ら明 らかな よ うに，JNES及 び東 北電力 も，平成22年 当時，

「長期 評価 の見解 」 に対す る調 査検討 の結果 として，三陸沖北部 と福 島

県 沖 を一体 に見 る 「長期評価 の見解」 を，科学的根拠 を もって否 定で き

ない とい う程度 の知見 と位置づ けて いたので ある。

（ウ）被 告東電 が保安院 に提 出 した福 島第 一発電所の耐 震バ ックチ ェック 中

間報告書 の妥 当性 を巡 る審議会 での議論 に おいて も，「長期評価 の見解」

に基づ く地 震動評価 又は津 波評価 を実施 す る必要 がある 旨の意 見が表明

され なか った こと

さらに，保 安院 は，福 島第一発電所 事故前 ，福 島第一発 電所 について ，

被 告東電 が提 出 した耐震 バ ックチ ェ ック中間報告書 の妥 当性 を多様 な分

野 の専 門家 を交 えた審議 会 （合 同 ワーキ ンググル ープ等 ）にて審議 し，評
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価書 を公 表 して いた ところであ るが ，その間，平成21年6月24日 の

第32回 合 同WG及 び 同年7月13日 の第33回 合 同WGに おいて，産

業技 術総合研究所活 断層 ・地震研 究セ ンター長 （当時）の岡村行信 委員 か

ら，貞観 地震 ・津 波 につ いて，津波堆積 物調査結 果 を中心 とす る新 たな

知 見の進展 が見 られ ていた こ とを踏 ま えて ，基 準地震動 を策 定す る際に

その知見 を考慮す べ きであ る旨指摘 が され たた め，後 に提 出 され る耐震

バ ックチ ェ ック最終報告書 の 内容 を審議 す る際 には，貞観 地震 の知 見の

成 熟度 や その知 見 に基 づ いた津波 評価等 も審議 す るこ と とした （丙A第

37号 証24ペ ー ジ，丙B第83号 証12，14，19ペ ー ジ）。

他方 で，前記の審議 を通 じて，基準地震動 又 は後 の津波の評価 に 当た っ

て 「長期評価 の見解 」 に基づ いて，福 島県沖 の海溝 寄 りの領 域 で津 波マ

グニチ ュー ド 〔Mt〕8．2ク ラス の津波 地震 が発生 す る こ とを想 定 し

て解析 ・評価 を実施 す る必要 があ る とい う意見 は，専門家 の誰 か らも表

明 され るこ とはなか った。

この よ うに，保安 院 は，平成21年 当時，福 島第 一発電所 の津波 に対

す る評価 を行 うに 当た っては，被 告東電 か らバ ックチ ェ ック最 終報告書

の提 出を受 けた上でJNESに よるク ロスチ ェ ック解 析 を実施 し，両者

を突 き合 わせ るな どして専門家 を入れ た審議会 におい て議論 し，そ の評

価 の妥 当性 を審議 す る こ ととして いた ところであ るが ，その過 程で ，貞

観 津波 につ いて，新 たに集積 されつ つ あった津 波堆積物調査 等の科学 的

知見 を踏 ま え，必要 に応 じて適切 な対応 を取 らせ る方針 と していた一方

で，三 陸沖北部 と福 島県沖 を一体 に見 る 「長期評 価 の見解 」 につい て同

様 の方 針 を取 ってい なか ったの は， 「長 期評価 の見解 」 が， 貞観 津波 と

は異 な り，その公表後 も裏付 け とな る科学 的知見 が上積 み され るこ とは

な く丁専門家か らも同知見 に基づ いて波源 の位 置設定 をす べ き との意 見

が表 明 され なか った こ とに よる もので あ る。
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オ 保安 院の科 学的 知見 の収 集 及 び評 価 にお いて も， 「長期 評価 の見解 」は

直 ち に規制 に取 り込むべ き知見 とは されなか った こと

保 安院 は，事 業者及 びJNESか ら地震や津波 な どの科 学的知 見 を収集

す る新 たな仕組 み を再構 築す るため，平成22年12月16日 付 けで 「原

子 力施設 の耐震安全性 に係 る新 たな科学的 ・技術 的知 見 の継 続 的な収集及

び評価 への反映等 のた めの取組 につい て」（平成21年 度）とい う報告書 （丙

B第34号 証）を取 りま とめ， 地震及 び津波 につ いて の情報 収集 の仕組 み

を再構 築 した。 そ して， その報 告書 では，長期評価等 の集 大成 として平成

17年3月 に公表 され ，以後 毎年改訂 され てい た推進 本部 の 「全 国地震動

予測 地 図」 の原 子力規制 にお ける位置 づ けが ，専門家 の審議 を踏 まえて，

「新知 見情報 」 では な く， 「新 知 見 関連情 報 」 と位置 づ け られ たが ，平成

21年9． 月に改訂 され た 「長期評価 の見解」 を含 む長期 評価 に至 っては，

「参 考情報 」 に位 置づ け られ るに止 ま り， 「長 期評価 の見解 」 を規 制 に直

ちに反 映す る必要 があ る とは され なか った。

力 小括

この よ うに，保 安院 は，地震 及び津波 について の科 学的知 見 を収集す る

仕組 み を設 けていた ものの，平成14年8月 に 「長 期評価 の見解 」 は審議

会 等 の検証 に耐 え得 る程度 に客観 的かつ合 理 的根拠 に裏付 け られ た科学 的

知 見 であ るとはい えない と判 断 して以降 も，その正 当性 を裏 付 ける科学 的

知 見や科 学的根 拠 が発表 され ていない状況 であったた め，その よ うな知 見

の収集 の仕組 み の 中で， 「長 期評価 の見解 」 が規制 に取 り入れ られ るべ き

科学 的知見 として取 り上 げ られ るこ とはなかった もので ある。 この よ うな

保 安 院の調査 の状況 か らすれ ば，福 島第一発 電所事故 前 にお いて，保安 院

に 「長 期評価 の見解 」につ いての調査義務違 反 があった とは到底 い えない。

（7）ま とめ

前記 （1）ない し（6）の とお り，三陸沖 の海溝 寄 りの領域 か ら房総 沖の海 溝寄
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りの領 域 まで を一体 とみ なす 「長期評価 の見解」 につい ては，保安院 が審議

会等 の検証 に耐 え得 る程度 に客観 的かつ合理 的根拠 が伴 った地震地体構 造の

知 見で はない と判 断 した平成14年8月 以 降 も，それ を裏付 ける科学 的根 拠

が発表 され ていなか ったばか りか，矛盾 す る科学 的根拠 ばか りが発表 されて

いた状況 にあ ったた め，推進 本部 ，中央防災会議及 び 土木 学会 にお け る様 々

な専門家 の議 論 にお いて も，科学 的根拠 を伴 った科学 的知 見で ある とは評価

され てい なか った ものであ る。そのた め，保安 院は，平成14年8月 以 降 も，

JNESや 耐震バ ックチ ェ ックな どを通 じて継続 的 に地震や 津波 に対す る科

学 的知 見 を調 査 してい た ものの， 「長期評 価 の見解 」 を規 制 に取 り入れ られ

るべ き科 学的知見 として取 り上 げ られ なかった ものであ り，そ の状況 に照 ら

して ， 「長期 評価 の見解 」 は規 制 に取 り入れ るだ けの客観 的 かつ合理 的根拠

に裏 付 け られてい ない とい う状況 に変化 は生 じてい ない と評 価 し続 けてい た

もので あ る。

そ うす る と，保安 院 は， 「長 期評価 の見解」 につ いて調 査義務 を十分 に履

行 した結果 ， 「長 期評価 の 見解 」 は規制 に取 り入れ るだけの客観 的 かつ 合理

的根拠 が伴 ってい る と評 価 され る状況 に至 ってい ない と判 断 していた もの で

あ り， その判断 は当時の科学 的知 見の進展状 況に照 ら して合理的 であった と

い うこ とがで きるか ら，保 安院 が，福 島第一発 電所 につ いて，津波 に対 す る

安 全性 の審査又 は判 断の基準 の適合性 に変化 は生 じていない と評価 して規制

権 限 を行使 しなかった こ とが著 しく不合理 であ る と評価 され る余地 はない と

い うべ きで ある。

5福 島第 一発電所 にお ける確率論 的津波ハザー ド解 析手法 の進 展状況 か ら して

も，保安院 が福島第 一発 電所の津 波対策 について規 制権 限 を行使す る状 況に は

なか った こと

（1）保安 院は，前記3の とお り，平成14年8月 に 「長期評価 の見解」 につい

て調査検討 を行 った結果 として，被 告東電 が これ を決定論 的安全評価 に取 り
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入れ ない一方 ，確 率論的安全 評価 には取 り入れ てい く方針 を示 した ことを是

と した もの であ るが，被 告 国第20準 備書 面第3， 第4（5な い し31ペ ー

ジ）にお いて詳述 した とお り，津波評価 技術 が策 定 され た平成14年2月 当

時，既 に原子 力安全委員 会 において耐震設計 審査指針 の全面改訂 に向 けた抜

本 的 な議論 （平成13年6月 開始）が行 われ ていた ところ，そ の中では，確率

論 的安全評価 を指針 に どの よ うに取 り込 むか に関す る議 論 も行 われてい た上

（丙A第206号 証），将来 的に，津波 に対す る安全性 評価 に確 率論的手法 が

採 用 され るこ とも見込 まれ る状況 に あった （丙A第207号 証1ペ ー ジ 〔8

枚 目〕）。

（2）そのた め，土木学会 は，平成14年2． 月の津波評価 技術 の策定に引 き続 き，

平成15年6月 か ら平成17年9． 月まで及 び平成19年1． 月か ら平成21年

3月 まで の2期 の間 ，津波評 価 の更 な る高度化 を図 るため，確 率論的津波ハ

ザー ド解析手法 の研 究 開発 を進 める こ ととな り，保 安院 において も，土木 学

会 に委 員 を派遣 して い るこ とか ら，その後 の確率論 的津波ハ ザー ド解析 手法

の実用化 に向けた動 向 を把握 してい る状況 に あった （丙A第207号 証iペ

ー ジ 〔2枚 目〕，丙B第30号 証12，13，23ペ ー ジ， 第60号 証5ペ

ー ジ，第72号 証9ペ ー ジ）。

また，保安 院は，JNESと ともに，被 告東電等 の事業者 をオブザーバ ー

と して参加 させ た上 で，平成18年1月 か ら溢水勉 強会 を開催 してお り，そ

の趣 旨は， 「原 子 力発 電 所 の津波 評価 及 び設 計 にお い ては ，『原 子力 発電 所

の津波評価技術 』 （平成14年 ・土木学 会）に基づ き，過去最 大の津波 は も と

よ り発生 の可能性 が否 定で きない よ り大 きな津波 を想 定 してい るこ とか ら，

津波 に対す る発 電所 の安 全性 は十分 に確 保 され てい る もの と考 えてい る。 今

回， この想 定 を大 き く上回 る津波水位 に対 して， あ くまで も仮 定 とい う位 置

づ けで，想 定外津波 に対 す るプ ラン トの耐力 につ い て検討 を実施 した。」 （丙

A第35号 証 の2・1枚 目）とい うもので あった ところ， この溢 水勉 強会 で
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は，前記 の とお り念 の た めの影 響評価 を行 った上で ， 「引 き続 き津波PSA

につ いて，適 宜，調 査検討 を進 めてい くこ と」 （甲A第39号 証 の2・1ペ

ー ジ）と され ，外部溢 水 に関 して ，確 率論 的安 全評価 手法 の確 立 に向 けた調

査検討 を進 めてい くとの結論 が採用 され るな ど してい た。

この よ うに，被告 国は，土木 学会 に参加 した り，溢水勉 強会 を開催 した り

す るな ど して，事業者 や学協会 にお ける津 波 に関す る確 率論的安 全評価手法

の進展状 況の把握 に務 めていた。

（3）その よ うな中，被 告東電 は，被告 国第20準 備書 面第4の2（2） ウ及 びエ （1

5な い し18ペ ー ジ）で詳述 した とお り，平成18年 に，確率 論 的津波 ハザ

ー ド解 析手法 の研 究過程 におい てマ イア ミ論文 （甲A第41号 証 の1 ，2） を

公 表す るな ど して い るほか，福 島第一発電所 の1号 機 ない し6号 機 にお ける

確 率論 的津波ハザー ド解析 を実施 してい る（丙B第60号 証）。

そ こでは， ロジ ックツ リー の分 岐 を設 け るこ とで津波 の波源設 置 の 「不確

か さ」を考慮 してい る ところ， 日本海 溝沿い の津波地震発 生については， 「長

期評価 の見解 」 を踏 まえて，津波地震 が特定 の領域 でのみ発 生す る との見解

と三 陸沖か ら房総 沖 の海溝 寄 りの どこで も津波地震 が発生す る との見解 を前

提 と した分岐 を設 けた上 で，専門家意見 のば らつ きを再現 す るために専門家
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）

による重み付 けア ンケー トを実施 した＊14。

そ のア ンケー トの結 果 を踏 ま えた計算結果 は， 図表10の とお り，福 島第

一発電所1号 機 において，O．P． ＋10メ ー トル を超 える津波 が発 生す る

年超過確 率 は，10“5を 下回 り10－6と の 間，つ ま り，10万 年 か ら100

万年 に1回 程度 の超過 確率 であ る と推 計 され，原子 力安 全委員会 安全 目標専

門部会 が平成18年4月 に同委員 会 に報告 した性能 目標 の うち，原子炉施設

のシ ビアア クシデ ン トの発 生頻 度 の 目安 とな る炉 心損傷頻 度 （CDF）10－

4／年程 度 （甲A第114号 証5 ，13，26ペ ー ジ）を下 回 る数値 が得 られ

てい る ところ，原 子力 工学及 び リス ク評 価 を専 門 とす る山 口教授 がそ の意見

書 （丙B第12号 証12ペ ー ジ）で述 べ る よ うに，敷 地高 を超 える津波 が到来

して も100パ ーセ ン ト炉心損傷 に至 るわけではない ため，その よ うな津波

の年 超過 確 率 が10“4／ 年 を下 回 っていれ ば，炉 心損傷 頻 度 は更 に低 くな

る可能性 も指摘 され てい る。

＊14か かる検討で用いられた専門家意見のば らつきをロジックツリーの分岐とその重み付けで再現

するとい う手法は，福島第一発電所事故後に公表 された 「確率論的津波ハザー ド解析の方法」

（丙A第209号 証），「津波PRA標 準」 （丙A第210号 証）及び 「津波評価技術2016」

（丙A第213号 証）並びにこれ らを参照 しつつ行われている現行の基準適合性審査のいずれに

おいても，当該手法の合理性が認 められているものであり，確率論的津波ハザー ド解析結果が

規制上の 「参考情報 としての活用」に供 され るよ うになった現時点においても，なお通用す る

合理的な手法により行われたものと認められる。
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［図表10］

確 率論的津波ハザード解析手法の研究例
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（4）しか る ところ， 当該結果 は， それ 自体か ら直 ちに津波対策 の見直 しの要否

等 に関す る工学 的 な判 断 を行 うこ とがで きる段 階 には なか った もの で あ る

（丙B第60号 証8，9ペ ー ジ，丙B第66号 証13，14ペ ージ）。 ただ，

リス ク情 報活 用 の専 門家 で あ る山 口教授 の意見 書 （丙B第66号 証 ）にお い

て， 「原 子 力安 全委員 会 が2006（ 平成18） 年 に公表 した性 能 目標 にあ る

炉心損傷頻 度 は 『1．OE－04』 です か ら，上 のハ ザー ド曲線 にお け る0．

P． ＋10．Omの 津波 高 さを超 え る津波 の発 生す る年超過確 率は， この性

能 目標 に適 合 してい ると言 えます。 そ して，仮 に本件 事故 前，東 電の経営層

が，長期評 価 の見解 が ロジ ックツ リーの分岐 と して考慮 され て この よ うな津

波ハザ ー ド曲線 となった と担 当者 か ら説 明 を受 けた として も，他 の外的事象

にお け るハザー ド評価 す ら見ず に，地震や火 災 と同程度又 はそれ以上 の優先
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度 を津波 に与 えて， このハザー ド曲線 を根拠 にO．P． ＋10．Omの 敷地

が浸水す るこ とを想 定 した施設 ・設備 の設計 見直 しをす る との経営判 断 を行

うの は，常識 的 には難 しか った ろ うと思 います 。」 （丙B第66号 証13，

14ペ ー ジ）と述 べ られ てい る とお り，少 な くとも，福 島第一発 電所 事故前

の時点 におい て， 「長 期評 価 の見解 」 につ いて ，専 門家 に よる重み付 けア ン

ケー トを行い ，それ に基 づいて得 られ た当該 時点 の リス ク情報 の結果 は，福

島第一 発電 所 の津 波 に対 す る安全 性 に 関 し，規 制権 限 の行使 が検 討 され る

きっか け とな るよ うな もので はなかったので あ る。

（5）ちなみ に，確 率論的ハ ザー ド解析 にお ける年超 過確率 と 「長 期評価 の見解 」

が示 した地震 の発 生確 率 は，そ の確 率の意味及 び有用性 が大 き く異 な るもの

で あるか ら，それ らの数 値 を見 る上では注意す る必要 があ る。

す なわち，確 率論 的津波ハザー ド解析 手法 にお ける年超過確 率 は，特定 の

地点 において敷地 高 を超 える津波 が到来す る頻度 を推 定す るもので あるのに

対 し， 「長 期評価 の見解」 が示 した地震 の発 生確 率 は，示 され た領域 内で特

定 の地震 が発 生す る確 率 を示 した ものであって，特 定の地点 にお いて敷地高

を超 える津波 が到 来す る頻度 を推 定 した もので はないか ら，原子 炉施設 の津

波対策 の安全性 を評価 す る数値 とはな り得 ない もので ある。

また，確率論 的ハザー ド解析 手法 にお ける年超過確 率 は，地震 の発生領域

や規模 等 の不確 実 さを考 慮 した上 で多数 回 にわた り津波 の伝播過 程 の計算 を

行 うな ど多段 の計算過程 を経て ，特 定地点で敷地 高 を超 え る津波 が到来す る

確 率 を推 定す る もので あ るのに対 し， 「長 期評 価 の見解 」 が示 した地震 の発

生確率 は，確 率計算 の前提 として用 いたデー タが不十分 であった こ とか ら，

歪みエネル ギー の蓄積 と解放 の繰 り返 しとい う地震発生 の基本 メカ ニズム と

整合 しない，地震 が時 間的 ・場所 的 に全 く偶然 に起 き る と仮定 したモデル （ボ

ア ソンモデル）で計算せ ざるを得 なか った もので ある上 （丙A第230号 証 ・

評価 方法6，19ペ ー ジ，丙A第119号 証 ・長期評 価7枚 目），地震 調査
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委員会 が有力 な異論 の ある中で認 定 した 「400年 に3回 」 とい う過去 の地

震発 生 回数 のみ に基 づい て，平均 発 生間 隔 を 「約133．3年 」 （400÷

3＝133．3） とし， これ を以 下の 単純 な計 算式 に 当て はめて約2

0パ ーセ ン ト（特 定 の領域 に限れ ば更 に4分 の1の 約6パ ー セ ン ト）と算 出 し

た もの にす ぎない のであ り，両者 は用い る科 学的知 見 の多寡 や計算 の精緻 性

が大 き く異 な るの であ るか ら，計 算結果 の有 用性 等の 点で も大 き く異 なるも

ので ある＊’5（丙B第99号 証7，8ペ ー ジ参 照）。

この よ うに，確 率論 的津波ハ ザー ド解析 にお ける年超 過確率 と 「長期評価

の見解 」にお け る地震の発 生確 率 は，その確 率 の意 味及 び有用性 が大 き く異

なる こ とか ら， 「長期 評価 の 見解 」 の示 した確 率は，原 子力規 制 にお いて津

波対策 の安全性 を評価す る上で重視す る数値 ではなか った もので あ る。

（計算式）

1－ ｛1－ （1回 ／133．3年 ）｝3°＝約0．202

第6結 語

本件 における作為義務の前提 となる津波の予見可能性は，津波に対する安全

性の審査又は判断の基準の設定の合理性 とその適合性の判断の合理性の二段階

＊15佐 竹教授 が意見書 （甲A第185号 証19な い し21ペ ー ジ）にお いて述べ る とお り，上記発 生

確 率は，仮 に過去 の地震 が400年 間に2回 発生 した と仮定すれ ば約14パ ーセ ン ト（福 島県沖

での発 生 に限れ ば4分 の1の 約3．5パ ーセ ン ト）に減少 し，1回 発 生 した との仮定 であれ ば7

パ ーセ ン ト（福 島県沖 に限れ ば2パ ー セ ン ト）を下 回 るこ とにな る とい うよ うに，過去 の地震発

生履歴 を どの よ うに認 定す るか とい う唯一 の事情 に よ り大幅に数値 が変 わ るもので あるた め，

これ を国民の 防災意識 の高揚 とい う用 途 を超 え，既 存構造物 の設計 変更 を命 じる動機づ けや根

拠 に用い るこ とはできない。
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で審理 され るべ きで ある。 そ して ，福 島第一発電所 事故前 の津波 に対す る安全

性 の審査又 は判 断の基準 で ある津 波評価 技術 と同様 の考 え方 は，基 準 と して合

理 性 を有 していた ものであ るか ら，本件 におけ る津波 の予見可能性 は この津波

評 価技術 と同様 の考 え方 との関係 で判断 され るべ きであ る。そ うで ある ところ，

原子力規 制機 関は，従 前の支配 的 な見解 か らは導 かれ ない新 たな科学的知 見で

あ る 「長 期評価 の見解 」 につ いて ，同知 見が福 島第一 発電所 の前 記審査又 は判

断の基準へ の適合性判 断 に影響 を及 ぼ し得 る知 見で あるか否 か との観 点か ら調

査 を行 った ものの， 同知見 を裏 付 け る科学 的根拠 が存在 しなか った ことか ら，

同知見 は，審議 会等 の検証 に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合 理的根拠 を伴 った地

震 地体構造 の知見 とは評価 で きず ， した がって，福 島第 一発電所 の前記 基準 の

適合性 の判 断 に影響 を与 える知 見で はない と評 価 して，被 告東電 に対 して規制

権 限を行使 して こなか った もので ある。そ して，その原 子力規制機 関 の判 断は，

福 島第 一発電所事故 前 の地震及 び津波 の科 学的知見 の状況 に照 らして ，十分 な

合 理性 を有す るもので あった。 そ うす る と，被告 国 は， 「長期 評価 の見解 」 に

つ いて調査義務 を十分 に尽 く していた と評価 され るべ きであ る し，福 島第一発

電 所 に主要建屋 の敷地 高を超 え る津波が到来す るこ とについて，作為義 務の発

生 を基礎 づ ける意味 での予見可能性 もなかった とい うべ きで あるか ら，規制権

限 の不行使 が許容 され る限度 を逸 脱 して著 しく合理性 を欠 くとは到底 い えない

とい うべ きであ る。

しか も，被告 国 は， 「長期 評価 の見解 」 を無視 して いた わけで はな く，確 率

論 的安 全評価 の 中に取 り込 む こ とで，福 島第一発電所 の津波対策 の安全性 を再

評価 す る こ とを検討 していた ものであ る ところ，福 島第一発電所 事故前 の確 率

論 的安全評価 の進展状況 か らす る と，福 島第一発 電所 は，確 率論 的安全評価 に

よって も，早急 に津波対策 を見直 す必要 があ る状況で はなかった もので ある。

以上 か らす る と，本件 におい て，被告 国が規 制権 限を行使 しなかった こ とが

国賠法 上違法 と評価 され る余地 は ない とい うべ きで ある。
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペー ジ 備考
訴状訂正申立書 平 成25年6． 月10日 付 け訴状訂 正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審口頭弁論終結 日後の支払を
求める部分 2

被告東電
1

相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福 島第一発電所 平成23年3． 月11日 に被告 東電 の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質

が放 出される事故 5

国会事故調査報 国会 にお ける第三者機関による調査 答弁書

告書 委員会が発表 した平成24年7月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧ソ ビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福 島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福 島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等に係 る損害につい

て） （第 一次 追補 ） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府 による避難区域等 の見

直 し等 に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会 が昭和53年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研 究，開発及び利用に

関する長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会 が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研 究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6． 月24日 答弁書
画 に新たな 「原子力 の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書
計画 4日 に新たな 「原子力の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖から房総沖にかけての地震活 答弁書
動の長期評価 にっいて

53

政府事故調査中 政府に設置された東京電力福島原子 答弁書
間報告書 力発電所 にお ける事故調査 ・検証委

員会 作成 の平成23年12． 月26日

付け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償法 （昭和22年10月27 答弁書
日法律第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止に関す る法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面

力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面

を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機については， 第1準 備書面
処分 昭和41年12月1日 ， 同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 につ いて は，昭和45年1

月23日 ，同4号 機 につ いて は， 昭

和47年1月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面

定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面

炉立地審査指針 会によって策定された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4月18、 日に動 力 炉安 全 第1準 備書面

設計審査指針 基準専門部会によって策定 され同月
23日 に原子力委員会において も了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面

設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行わ
れ，平 成2年8月30日 付 け原 子力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ ，平成13年3月29日 に国際放

射線防護委員会による1990年 勧

告 を受けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 され た 第1準 備書面

設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平 成18年9． 月19日 ，原子 力安 全 第1準 備書面

設計審査指針 委員会において，決定 された耐震設
計審査指針

30



本件地震 平成23年3． 月11日 の東 北地方 太 第1準 備書面
平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

ク ロロ キン最 高 最高裁 判 所平成7年6． 月23日 第 二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁 平成元 年11． 月24日 第 二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決， クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロロキ ン最 高 宅建業者最高裁判決及びクロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊 じん肺最高 筑豊 じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶 長 三 陸地震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11月 の地 震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置 された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員 会 作成 の平成24年7． 月23日 付

け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震 によって東北地方に到来
した とされている津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生 した地震

57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面

員が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹 ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数 値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹健

治 ・行谷佑 一 ・山木滋 ） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ， 地質 ・地盤 合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係る中間報告
の評価 について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全 性に係 る中間報告の評価 につい
て 」 79

原告 ら準備書面 原告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面

（2） 1月7日 付 け準備 書面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面

（10） 月12日 付 け準備 書 面 （10）

1



原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面

（13） 月7日 付 け準備 書面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面

裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10
32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面

裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1
802ペ ー ジ 40

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面

（11） 月5日 付 け準備 書 面 （11）
1

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面

（14） 月7日 付 け準備書 面 （14）
1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面

針 全設計審査指針
55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面

針 審査指針
55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安のために必要

な措置 79

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平 成26） 年1 第7準 備書面

（18） 0月29日 付 け準備 書 面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係 る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面

針 に関する審査指針
12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面

機能を有する系統
26

原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平 成27） 年3 第9準 備書面

（21） ．月12日 付 け準備 書面 （21）
1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）
1



原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面

（23） 月8日 付 け準備 書 面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面

則 の位置，構造及び設備の基準 に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ック チ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認 に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準
につ い て 29

伊方原発訴訟最 最 高裁判所 平成4年10， 月29日 第 第11準 備書面

高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面

（25） 月15日 付 け準備 書 面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10． 月30日 に発 生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩 ノ

1

政府事故調査委 政府に設置 された東京電力福島原子 第12準 備書面

員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全 設 計審査 指針 （昭和52年6． 月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8． 月30
日原子力安全委員会決定）

22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面

ぼすおそれがある津波
29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面

震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神定論文 昭和55（1980） 年 に発表 され 第14準 備書面
た深尾良夫 ・神定健二 「日本海溝の

内壁直下の低周波地震 ゾーン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面
震 ・噴火予知研究観測セ ンター長を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿 部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高を用いたMtの 決定 一歴

史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価 の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面
地震 と同様の地震が三陸沖北部か ら

房総沖の海溝寄 りの領域内の どこで

も発生す る可能性があるとする見

解 」
3

本件津波 平成23年3． 月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面

同研究所災害 リスク研究部門津波 工

学研究分野今村文彦教授
20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面
震火 山研究観測セ ンター長谷岡勇市

郎教授
20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏

21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏

21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面
リス ク研 究セ ンター研 究 コーデ ィ

ネーター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省 ，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定した 「太平洋沿岸部地震津波
防災計画手法調査報告書」

49

7省 庁手引 建設 省 ，農水 省 ，水産 庁 ，運輸省 ， 第18準 備書面

国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域防災計画 における津波対策

強化の手 引き」
49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 された 「日本海 第18準 備書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会による報 第18準 備書面

海溝報告書 告 ・

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面

防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響 を測 るな どの試算
157

試算津波 平成20年 試算による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進 にっいて 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面

班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面

発電所に対す る津波を起因 とした確
率論的 リスク評価 に関す る実施基
準 ：20111 20

津波評価技術2 土木学会 による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故に至るおそれがある事故
26



大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

IAEA 国際原子力機関 第22準 備書面

1

IAEA事 務局 IAEAが 平成27年9月 に公表 し 第22準 備書面
長報告書 たIAEA福 島第一原子力発電所事

故事務局長報告書
1

IAEA技 術文 IAEA事 務局長報告書の附属文書 第22準 備書面

書2 で5巻 か ら成 る技術文書の うちの第

2巻
1

バ ックチ ェ ック 新耐震指針に照らした既設発電用原 第23準 備書面 24

ノレー ノレ 子炉施設等の耐震安全性の評価及び
確認 に当たっての基本的な考え方並
びに評価手法及び確認基準について
（平成18年9月20日 原子 力 安

全 ・保安院決定）

谷岡 ・佐竹論文 谷岡勇市郎，佐竹健治 「津波地震 は 第23準 備書面 36

どこで起こるか 明治三陸津波か ら
100年 」 （平成8年 ）

電事連 電気事業連合会 第23準 備書面 77

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 第23準 備書面 77

東北電力 東北電力株式会社 第23準 備書面 79


